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江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例（案）及び補正

予算概要資料 〈所管課：総務課〉

背景

条文の構成（全23条）

町では、地域再エネ導⼊マスタープラン（令和4年度策定）において、省エネルギー対策の推進と森林整備をはじめとし
た⼆酸化炭素吸収源の確保、本町の地域資源である再⽣可能エネルギーの活⽤を促進しながら、ゼロカーボンシティの実
現を⽬指すこととしています。
また、令和5年度には、地域の景観や⾃然・社会環境などと調和しながら、陸上⾵⼒発電、洋上⾵⼒発電、太陽光発
電といった再エネを積極的に推進していくために、環境省補助⾦を活⽤して、ゾーニングを検討して来ました。
このゾーニングマップを条例化することで、本町が持つ豊かな⾃然・社会環境と歴史的景観等と調和しながら、地球温暖
化対策に向けて、地域の資源である再⽣可能エネルギーの導⼊を町、町⺠及び地域事業者が⼀体となって推進するもの
です。

条例は、前⽂に始まり、⽬的、基本理念、町の責務、発電事業者の責務、町⺠の責務のほか、保全エリア、不適エリ
ア、調整エリア、促進エリアなどを定めています。施⾏は、公布の⽇からとしています。

条文の主な内容

【第1条：目的】
町における再エネ事業の導⼊に関し、町⺠の⺠意のもと、⾃然・社会環境や景観への負荷を最⼩限に抑えつつ、エネ
ルギー供給地としての地位を確⽴し、無秩序な開発の抑制を図り、以って町内の再エネ産業を育成し、持続可能な脱
炭素化社会の実現に向けたまちづくりに寄与すること。

【第2条：基本理念】
①再エネは、町が⽬指すゼロカーボンの実現に必要不可⽋な持続可能なエネルギー資源であり、町、町⺠及び地域事
業者は再エネを適切かつ最⼤限に利⽤するよう努めること

②再エネ事業は、地域の活⼒の向上及び持続的発展に資することを⽬的として⾏わなければならない⼀⽅で、⾃然・
社会環境及び景観に配慮しつつ、防災・減災等の視点も取り⼊れた上で、適正に⾏わなければならない

【第7条：町民の責務】
再エネ事業の実施と良好な⾃然・社会環境及び景観との
調和について理解を深め、町の施策及びこの条例に定める
⼿続の実施に協⼒するよう努める。

【第5条：町の責務】
町の責務として、再エネを活⽤した持続可能な脱炭素化社会の実現に向けたまちづくりに寄与するため、地域の合意
形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共⽣型の再エネを推進すること

【第6条：発電事業者の責務】
①関係法令等の留意事項等の遵守と、事故や争い
の発⽣防⽌、⾃然・社会環境及び景観の保全に
配慮及 び町⺠等との良好な関係を保つよう努める
こと。

②再エネ設備の適正な設置及び維持管理
③計画的に資⾦を積み⽴て、再エネ設備の適正な維
持管理、除却⼜は設備更新など再エネ事業を継
続するため、必要な費⽤を確保するよう努めること。

④想定されていた以上の環境への影響や事故等や町
⺠等との間に争いが⽣じた場合は、⾃⼰の責任に
おいて、誠意をもって解決に努めること。

ゼロカーボン推進業務【補正予算額：5,474千円（全額一般財源）】

この条例を適切に運⽤するため、第22条では江差町再⽣可能エネルギー検討協議会の設置を規定しています。
協議会では、次の業務を担当することとしています。
①（仮称）ゼロカーボン推進委員会の運営
②再エネ発電事業の区域を適切に設定（ゾーニング）した江差町地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編）更新

【第9条～12条：各エリアでの事業】
①保全エリア

事業区域に含めてはならない。
②不適エリア

事業区域に含める場合は、詳細調査などを実施し、事
業性があると判断したときは、環境配慮事項を適切に
講じなければならない。

③調整エリア・促進エリア
事業区域に含める場合は、ゾーニング報告書の環境配
慮事項を適切に講じなければならない。

【第4条：適用事業】
①10kw以上の野⽴て型太陽光発電（産業⽤） ②陸上（⼤型、⼩型）、洋上を含んだ⾵⼒発電
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当町では、地域再エネ導入マスタープランにおいて、省エネルギー対策の推進や本町の地域資源である再生可能エ

ネルギーの活用を促進しながら、ゼロカーボンシティの実現を目指すこととしています。 

本町が持つ豊かな自然・社会環境と歴史的景観等と調和しながら、地球温暖化対策に向けて、地域の資源である再

生可能エネルギーの導入を町、町民及び地域事業者が一体となって推進するため、この条例を制定するものです。 

江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例（案） 説明資料 

条例の構成                                          

前文 

第１条 目的 

第２条 基本理念 

第３条 定義 

第４条 適用事業 

第５条 町の責務 

第６条 発電事業者の責務 

第７条 町民の責務 

第８条 発電事業者による提案 

第９条 保全エリア 

第 10 条 不適エリア 

第 11 条 調整エリア 

第 12 条 促進エリア 

第 13 条 町民等への説明及び協定の締結 

第 14 条 再エネ事業実施の届出 

第 15 条 工事着手等に係る届出 

第 16 条 報告及び立入検査 

第 17 条 再エネ事業の継承 

第 18 条 維持管理等に関する報告 

第 19 条 再エネ事業終了後の除却等 

第 20 条 指導、助言及び勧告 

第 21 条 公表 

第 22 条 協議会の設置 

第 23 条 委任 

附則 

前文                                           

 江差町では、地域再エネ導入マスタープランにおいて、省エネルギー対策の推進と森林整備をは

じめとした二酸化炭素吸収源の確保、本町の地域資源である再生可能エネルギーの活用を促進しな

がら、ゼロカーボンシティの実現を目指すこととしています。 

本町が持つ豊かな自然・社会環境と歴史的景観等と調和しながら、地球温暖化対策に向けて、地

域の資源である再生可能エネルギーの導入を町、町民及び地域事業者が一体となって推進するため、

この条例を制定する。 
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町における再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）発電事業を活用する（以下「再エネ事業」という。）の

導入に関し、町民の民意のもと、自然・社会環境や景観への負荷を最小限に抑えつつ、エネルギー供給地としての地

位を確立し、無秩序な開発の抑制を図り、以って町内の再エネ産業を育成し、持続可能な脱炭素化社会の実現に向け

たまちづくりに寄与することを目的としています。 

再エネは、町が目指すゼロカーボンの実現に必要不可欠な持続可能なエネルギー資源であり、町、町民及び地域事

業者は再エネを適切かつ最大限に利用するよう努めることとしています。 

再エネ事業は、町、発電事業者、町民及び地域事業者の相互の密接な連携の下に、地域の活力の向上及び持続的発

展に資することを目的として行わなければならない一方で、自然・社会環境及び景観に配慮しつつ、防災・減災、産

業振興、地域活性化等の視点も取り入れた上で、適正に行わなければならないこととしています。 

（第 2 項、第 3 項） 

目的                                           

第１条 この条例は、江差町（以下「町」という。）における再生可能エネルギー（以下「再エネ」 

という。）を活用する発電事業（以下「再エネ事業」という。）の導入に関し、町民の民意のもと、  

自然・社会環境や景観への負荷を最小限に抑えつつ、再エネ事業の区域を適切に設定（以下「ゾ 

ーニング」という。）することで、エネルギー供給地としての地位を確立し、無秩序な開発の抑制 

を図り、以って町内の再エネ産業を育成し、持続可能な脱炭素化社会の実現に向けたまちづくり 

に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

基本理念                                         

第２条 再エネは、町が目指すゼロカーボンの実現に必要不可欠な地域の持続可能なエネルギー資  

源であり、町、町民及び地域事業者は再エネを適切かつ最大限に利用するよう努めなければなら 

ない。 

２ 再エネ事業は、町、発電事業者、町民及び地域事業者の相互の密接な連携の下に、地域の活力  

の向上及び持続的発展に資することを目的として行わなければならない。 

３ 再エネ事業は、自然・社会環境及び景観に配慮しつつ、防災・減災、産業振興、地域活性化等 

の視点も取り入れた上で、適正に行わなければならない。 
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この条例で使用する用語について定義を定めています。第 7 号から第 10 号の各エリアの定義はゾーニングマップ

報告書から引用しています。 

この条例の対象となる適用事業を規定しています。 

①10kw 以上の野立て型太陽光発電は、産業用太陽光発電を対象とします。 

②風力発電には、陸上（大型、小型）、洋上を含んでいます。 

定義                                           

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに  

よる。 

（１） 再生可能エネルギー発電設備（以下「再エネ設備」という。） 再エネを用い、電気に変 

 換する設備並びにその附属設備をいう。 

 （２） 再エネ事業 再エネ設備を利用し発電を行う事業をいう。 

 （３） 発電事業者 町内で再エネ事業を実施し、これを用いて電気を需要家に供給しようとす 

る者又は自ら消費しようとする者をいう。 

 （４） 事業区域 再エネ事業の用に供する土地の区域（再エネ設備及び管理用道路などを含む） 

をいう。 

 （５） ゾーニングマップ ゾーニングについて関係者・関係機関で協議しながら令和６年２月 

に策定された江差町再生可能エネルギーに係るゾーニング報告書（以下「ゾーニング報告書」 

という。）に示された、各ゾーニングエリアを地図に落とし込んだ地図情報をいう。 

（６） 環境配慮事項 ゾーニング報告書に示された、発電事業者が事業計画を検討する際に必 

要な留意・配慮すべき事項を整理したものをいう。 

（７） 保全エリア 法令等の指定から立地困難、又は重大な環境影響が懸念されることにより、 

再エネ設備の立地は望ましくなく、環境保全を優先すべきエリアをいう。 

（８） 不適エリア 事業性等の観点から、再エネ設備の立地には適さないエリア。ただし、事  

業者の詳細調査などにより事業性があると判断され、自然・社会環境へ配慮すべき事項につい 

て地域関係者や関係機関との調整が調った場合、再エネ設備の導入を促進しうるエリアをいう。 

（９） 調整エリア 風況、地形等により事業性があり、再エネ設備の設置にあたっては、自然・ 

社会環境へ配慮すべき事項が含まれ地域関係者や関係機関との調整が調った場合、再エネ設備 

の導入を促進しうるエリアをいう。 

（10） 促進エリア 風況、地形等により事業性があり、自然・社会環境への影響が小さいと想 

定され、再エネ設備の導入を促進しうるエリアをいう。 

 

 

 

適用事業                                         

第４条 この条例は、次の再エネ事業について適用する。 

（１） 出力規模が 10kw 以上の野立て型太陽光発電 

（２） 風力発電 
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町の責務として、再エネを活用した持続可能な脱炭素化社会の実現に向けたまちづくりに寄与するため、地域の合

意形成を図りつつ、自然・社会環境や景観に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進することと

しています（第 1 条再掲）。 

発電事業者の責務として、第 1 項では、再エネ事業の実施にあたり、関係法令等の留意事項等の遵守と、事故や争

いの発生防止、自然・社会環境及び景観の保全に配慮するとともに、町民等（町内会、自治会、団体、事業所も含み

ます）との良好な関係を保つよう努めることを定めています。  

第２項では、再エネ設備の適正な設置及び維持管理、第３項では、計画的に資金を積み立て、再エネ設備の適正な

維持管理、除却又は設備更新など再エネ事業を継続するため、費用を確保するよう努めること、第４項では、想定さ

れていた以上の環境への影響や事故等や町民等との間に争いが生じた場合は、自己の責任において、誠意をもって解

決に努めることを定めています。 

町民の責務として、再エネ事業を実施する背景やと良好な自然・社会環境及び景観との調和について理解を深め、

町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めることを定めています。 

町の責務                                         

第５条 町は、再エネを活用した持続可能な脱炭素化社会の実現に向けたまちづくりに寄与するた 

め、地域の合意形成を図りつつ、自然・社会環境や景観に適正に配慮し、地域に貢献する、地域 

共生型の再エネを推進するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講 

じるものとする。 

 

 

 

 

発電事業者の責務                                        

第６条 発電事業者は、再エネ事業の実施にあたっては、関係法令並びにこの条例、規則、ゾーニ 

ングマップ及び環境配慮事項等を遵守し、事故や争いの発生防止並びに良好な自然・社会環境及 

び景観の保全に配慮するとともに、町民等との良好な関係を保つよう努めなければならない。 

２ 発電事業者は、再エネ設備の適正な設置及び維持管理に努めなければならない。 

３ 発電事業者は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、再エネ設備を適正に維持 

管理するほか、除却又は設備更新など再エネ事業を継続するために必要な費用を確保するよう努 

めなければならない。 

４ 発電事業者は、再エネ事業の実施に伴い、想定されていた以上の環境への影響や事故等が発生 

した場合、又は町民等との間に争いが生じた場合は、自己の責任において、誠意をもって解決に 

努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民の責務                                         

第７条 町民は、再エネ事業の実施と町の良好な自然・社会環境及び景観との調和について理解を  

深め、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めるものとする。 
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地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自

らの計画に位置付け、発電事業者は作成した再エネ導入事業の計画が、市町村策定の実行計画に適合しているかなど

要件に該当した場合、地域脱炭素化促進事業として市町村から認定される仕組みが 2022 年 4 月から施行されてお

り、その提案について定めています。 

保全エリアに指定されている区域は、事業区域に含めてはならないこととしています。 

調整エリアに指定されている区域を事業区域に含める場合は、ゾーニング報告書の環境配慮事項を適切に講じなけれ

ばならないとしています。 

促進エリアに指定されている区域を、事業区域に含める場合は、ゾーニング報告書の環境配慮事項を適切に講じなけ

ればならないと定めています。 

不適エリアに指定されている区域は、事業性等の観点から、再エネ設備の立地には適さないエリアとなっています

が、詳細調査などにより事業性があると判断したときは、再エネ設備が設置できることになっており、その場合は、

ゾーニング報告書の環境配慮事項を適切に講じなければならないことを定めています。 

発電事業者による提案                                       

第８条 発電事業者は、町に対して、再エネ事業の活用による地域の活性化に資する取組みに関し 

て提案することができるものとする。 

 

 

 

 

 

保全エリア                                        

第９条 発電事業者は、ゾーニング報告書において保全エリアに指定されている区域を事業区域 

に含めてはならない。 

 

 

不適エリア                                        

第 10 条 発電事業者は、ゾーニング報告書において不適エリアに指定されている区域を事業区域 

に含める場合は、詳細調査などを実施し、事業性があると判断したときは、環境配慮事項を適切 

に講じなければならない。 

 

 

 

 

調整エリア                                        

第 11 条 発電事業者は、ゾーニング報告書において調整エリアに指定されている区域を事業区域 

に含める場合は、環境配慮事項を適切に講じなければならない。 

 

 

 

促進エリア                                        

第 12 条 発電事業者は、ゾーニング報告書において促進エリアに指定されている区域を事業区域 

に含める場合は、環境配慮事項を適切に講じなければならない。 
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発電事業者が再エネ事業を実施しようとするときは、法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出をする前に、町長に届

け出なければならないこととし、町長は意見を述べることができることとされています。 

また、内容が変更となった場合も、遅滞なく届け出ることとなっています。 

発電事業者が再エネ事業を実施しようとするとき、町民等（町内会、自治会、団体、事業所も含みます）に対し、再エネ

設備の新設等に関する事業計画など説明会を開催し、周知に努めなければならないこととしています。 

 また、町民等から意見の申し出や、新設等を行う再エネ設備（附属設備を除く。）の設置により影響を受ける可能性があ

る町内会、自治会及び事業所又は団体、紛争の解決に関する協定の締結について協議があった場合は、誠実に協議、または

遵守しなければならないことを定めています。 

町民等への説明及び協定の締結                                   

第 13 条 発電事業者は、再エネ事業を実施しようとするときは、町民等に対して再エネ設備の新 

設等に関する事業計画についての説明会を開催するなど、当該事業計画の周知に努めなければな 

らない。 

２ 発電事業者は、前項の措置を講じた結果、町民等から意見の申し出があった場合は、誠実に協 

議するよう努めなければならない。 

３ 発電事業者は、新設等を行う再エネ設備（附属設備を除く。）の設置により影響を受ける可能性 

がある町内会、自治会及び事業所又は団体から紛争の解決に関する協定の締結について協議があ 

った場合は、誠意をもってこれに対応し、当該協定が成立したときは、誠実にこれを遵守しなけ 

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

再エネ事業実施の届出                                      

第 14 条 発電事業者は、再エネ事業を実施しようとするときは、再エネ事業に係る法令の規定に 

基づく許認可等の申請又は届出をする前に、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。 

 （１） 発電事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及 

び主たる事務所の所在地） 

 （２） 再エネ事業を行う目的、位置及び工程等の事業計画を明らかにした書類 

 （３） 再エネ設備の維持管理費用及び除却費用の積立計画等がわかる書類 

 （４） 町民等への説明会の状況を記録した報告書 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、再エネ事業に対して意見を述べることができ 

る。 

３ 発電事業者は、第１項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を 

町長に届け出なければならない。 
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 発電事業者が第１号から第４号に該当するときは、町長に届け出なければならないこととしています。 

 発電事業者に対し報告や資料の提出、又は職員に調査、質問することができると定めています。 

 地位を継承した者は、その旨を町長に届け出ることを定めています。 

発電事業者は、再エネ設備の稼働状況及び保守点検の実施状況について、１年に１回町長に報告することとなってお

り、それ以外にも必要がある場合は、町長は発電事業者に報告を求めることができるとしています。 

工事着手等に係る届出                                       

第 15 条 発電事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を町長に届け

出なければならない。 

 （１） 再エネ事業を実施するための工事（以下「工事」という。）に着手するとき。 

 （２） 工事を中止するとき。 

 （３） 中止していた工事を再開するとき。 

 （４） 工事が完了したとき。 

 

 

報告及び立入検査                                       

第 16 条 町長は、発電事業者に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域 

に立ち入らせ、当該再エネ事業に関する事項について調査若しくは関係者に質問することができ 

る。 

 

 

再エネ事業の継承                                        

第 17 条 発電事業者から相続、売買、合併又は分割等によりその地位を継承した者は、その承継

の日から 30 日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。 

 

 

維持管理等に関する報告                                      

第 18 条 発電事業者は、再エネ設備の稼働状況及び保守点検の実施状況について、１年に１回町 

長に報告しなければならない。 

２ 発電事業者は、自然災害又は火災等により、事業区域及びその周辺区域において被害が発生し、 

又は発生するおそれがあると認められるときは、直ちに必要な対策を講ずるとともに、町長に報 

告しなければならない。ただし、当該自然災害又は火災等が継続している場合は、この限りでは 

ない。 

３ 前項に規定する場合のほか、自然・社会環境に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、 

町長は、再エネ設備の稼働状況及び保守点検の実施状況について、発電事業者に報告を求めるこ 

とができる。 

 

 

 

再エネ事業終了後の除却等                                     

第 19 条 発電事業者は、再エネ事業を終了したときは、速やかに、再エネ設備を除却するととも 

に、その旨を町長に届け出なければならない。 

 

発電事業者は、再エネ事業を終了したときは、速やかに再エネ設備の除却とその旨を町長に報告するよう定めていま

す。 
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勧告を受けた発電事業者が、正当な理由がなくこれに従わなかったときは、氏名及び住所並びに勧告の内容を公表するこ

とができると定めています。 

指導、助言及び勧告                                    

第 20 条 町長は、必要があると認めるときは、発電事業者に対し、再エネ事業の適切な実施につ 

いて必要な措置を講ずるよう指導又は助言することができる。 

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、発電事業者に対し、期限を定めて、必要な措 

置を講ずるよう勧告することができる。 

 （１） 第９条に規定する保全エリアにおいて再エネ事業を実施したとき又は第 10 条に規定す 

る不適エリア、第 11 条に規定する調整エリア若しくは第 12 条に規定する促進エリアにおいて 

必要な措置を講ぜずに再エネ事業を実施したとき。 

 （２） 第 14 条第 1項又は第 3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

 （３） 第 15 条第 1号の規定による届出をせずに工事に着手したとき。 

 （４） 第 16 条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚

偽の資料を提出し、又は事業区域の立ち入りを拒み、若しくは質問に対して答弁をせず、若し

くは虚偽の答弁をしたとき。 

 （５） 第 18 条第 1項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をしたとき、又は同条第 2 

項の規定による必要な対策を講じないとき。 

 （６） 前条の規定による除却をせず、又は届出をしなかったとき。 

 （７） 前項の規定による指導又は助言に従わなかったとき。 

公表                                           

第 21 条 町長は、前条第２項の規定による勧告を受けた発電事業者が、正当な理由がなくこれに 

従わなかったときは、当該発電事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することがで 

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

町長が次の事項に該当するとき、発電事業者に対し、指導、助言及び勧告ができるとされています。 

①保全エリアにおいて再エネ事業を実施したとき又は調整エリア若しくは促進エリアにおいて必要な措置を講ぜずに 

再エネ事業を実施したとき。 

  ②許認可等の申請又は変更の内容について届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

  ③届出をせずに工事に着手したとき。 

  ④報告及び立入検査の際、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出し、又は事

業区域の立ち入りを拒み、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

  ⑤維持管理等について、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき、又は自然災害又は火災等により、事業区域及びその

周辺区域において被害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、直ちに必要な対策を講じないとき。

  ⑥除却をせず、又は届出をしなかったとき。 

  ⑦指導又は助言に従わなかったとき。 
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◆附則について 

①施行期日について、ゾーニングマップ案の公表が 6 月末日となっていることから、効力を持たせるため、公布の日から

施行となっています。 

②経過措置として、この条例の施行の際、現に再エネ事業に係る法令に基づく許認可等の申請又は届出をしている発電事業

者が再エネ事業を実施しようとする場合、第 14 条第 1 項中「再エネ事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又

は届出をする前に」とあるのは「速やかに」と読み替えます。 

③この条例の施行の際、現に工事に着手している発電事業者については、着手の届け出を適用しないこととしています。 

④町長は、この条例の施行の状況及び再エネに関する知見の進展の動向等を勘案し、この条例の規定及びゾーニング報告書

について検討を加え、必要があるときは、その結果に応じて所要の措置を講ずるものとします。 

地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの計

画に位置付け、適合する事業計画を認定する仕組みが 2022 年 4 月から施行されています。 

 市町村では促進区域等の設定にあたり、住民や事業者等が参加する協議会を設置することができ、再エネ事業に求める

「地域の環境保全のための取組」「地域の経済・社会の発展に資する取組」を自らの計画に位置づけることができ、それら

の内容を定めています。 

協議会の設置                                         

第 22 条 再エネ事業の実施と町の良好な自然・社会環境及び景観との調和に関する事項を協議す

るため、江差町再生可能エネルギー検討協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、脱炭素社会の実現に向けた再エネ事業の状況確認と実施計画について、発電事業者

から町民等との協議内容について報告を受けるものとする。 

３ 協議会に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

委任                                           

第 23 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則                                           

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に再エネ事業に係る法令に基づく許認可等の申請又は届出をしている 

発電事業者で、再エネ事業を実施しようとする場合、第 14 条第 1項の規定の適用については、 

同項中「再エネ事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出をする前に」とあるのは

「速やかに」と読み替えるものとする。 

３ この条例の施行の際、現に工事に着手している発電事業者については、第 15 条第 1号の規定 

は、適用しない。 

 （検討） 

４ 町長は、この条例の施行の状況及び再エネに関する知見の進展の動向等を勘案し、この条例の 

規定及びゾーニング報告書について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて 

所要の措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則では、この条例の運用について、詳細な内容については、規則で定めます。 
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20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

温室効果ガス排出量（千t-CO2）

8.9

8.9

9.5
8.9 8.1

9.8

8.510
.4 9.7

10
.2 9.6 8.9

9.1

9.110
.1 9.3

9.59.9
10

.1 9.610
.1 9.9

9.9 9.5
9.1

9.39.5

10
.1 8.79.2

9.110
.1

10
.1 9.1

9.9 9.0
9.39.7

9.8 9.3
9.39.9

9.6 9.0

9.5

9.09.4
9.3

10
.7

11
.2 10

.4

10
.1

9.810
.6

10
.4 9.5

10
.210

.3

10
.5

10
.4 9.710

.2 10
.010

.9 10
.1

10
.1

10
.6 10

.4 10
.210

.7 10
.110
.3

10
.4 10

.210
.9 10

.4
10

.210
.4

10
.810

.9
11

.1

11
.0

11
.9

78910111213

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

⽇平均気温（℃）

20
30

年
の

⽬
標

排
出

量
：

42
千

t-C
O

2（
41

,74
5t

-C
O

2 ）

5

出
典

：
「

⾃
治

体
排

出
量

カ
ル

テ
」

（
環

境
省

）
を

基
に

作
成

出
典

：
「

過
去

の
気

象
デ

ー
タ

検
索

」
（

気
象

庁
）

を
基

に
作

成

- 17 -



地
球

温
暖

化
対

策
と

し
て

再
エ

ネ
の

導
⼊

は
重

要
で

あ
る

が
、

事
業

に
よ

る
環

境
影

響
等

を
可

能
な

限
り

回
避

⼜
は

低
減

さ
せ

、
事

業
と

環
境

保
全

と
の

両
⽴

を
図

る
必

要
が

あ
る

。

江
差

町
地

域
再

エ
ネ

導
⼊

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
で

は
、

「
⾵

⼒
発

電
や

太
陽

光
発

電
に

係
る

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

等
に

基
づ

く
適

切
な

事
業

推
進

と
環

境
保

全
の

両
⽴

」
を

本
町

に
お

け
る

20
30

年
度

ま
で

の
脱

炭
素

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
⼀

つ
に

掲
げ

、
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

導
⼊

の
促

進
と

環
境

保
全

と
の

両
⽴

を
図

る
こ

と
を

⽬
指

し
て

い
る

。

そ
こ

で
、

「
地

域
脱

炭
素

実
現

に
向

け
た

再
エ

ネ
の

最
⼤

限
導

⼊
の

た
め

の
計

画
づ

く
り

⽀
援

事
業

」
（

環
境

省
）

を
活

⽤
し

、
ゾ

ー
ニ

ン
グ

を
⾏

う
こ

と
と

し
た

。

（
１

）
ゾ

ー
ニ

ン
グ

の
背

景
１

．
は

じ
め

に

再
エ

ネ
事

業
に

関
係

す
る

主
な

制
約

条
件

と
⾵

況

6

- 18 -



再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

導
⼊

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

に
つ

い
て

、
法

令
等

の
指

定
地

、
⾃

然
環

境
条

件
、

社
会

条
件

、
事

業
性

の
調

査
を

踏
ま

え
、

総
合

的
に

評
価

し
、

「
保

全
エ

リ
ア

」
、

「
不

適
エ

リ
ア

」
、

「
調

整
エ

リ
ア

」
、

「
促

進
エ

リ
ア

」
を

区
分

（
＝

ゾ
ー

ニ
ン

グ
）

す
る

こ
と

■
ゾ

ー
ニ

ン
グ

に
よ

る
エ

リ
ア

区
分

の
イ

メ
ー

ジ

町
全

域

（
２

）
ゾ

ー
ニ

ン
グ

と
は

区
分

エ
リ

ア
の

概
要

保
全

エ
リ

ア
環

境
保

全
を

優
先

す
べ

き
エ

リ
ア

不
適

エ
リ

ア
再

エ
ネ

施
設

の
⽴

地
に

は
適

さ
な

い
と

考
え

ら
れ

る
エ

リ
ア

調
整

エ
リ

ア
事

業
実

施
に

あ
た

り
、

配
慮

す
べ

き
事

項
が

含
ま

れ
関

係
機

関
と

の
調

整
等

が
必

要
な

エ
リ

ア

促
進

エ
リ

ア
⾃

然
・

社
会

環
境

へ
の

影
響

が
⼩

さ
い

と
想

定
さ

れ
、

再
エ

ネ
の

導
⼊

を
促

進
し

う
る

エ
リ

ア

7

注
意

）
促

進
エ

リ
ア

で
あ

れ
ば

す
ぐ

に
事

業
が

可
能

と
い

う
わ

け
で

は
な

い
。

通
常

の
⼿

続
き

通
り

、
環

境
影

響
評

価
法

に
則

っ
た

影
響

予
測

、
保

全
対

策
の

検
討

等
が

必
要

と
な

る
。

１
．

は
じ

め
に

- 19 -



（
３

）
ゾ

ー
ニ

ン
グ

の
実

施
に

よ
る

効
果

具
体

的
な

事
業

が
検

討
さ

れ
る

前
に

ゾ
ー

ニ
ン

グ
を

⾏
う

こ
と

で
、

事
業

の
早

期
検

討
段

階
か

ら
、

関
係

者
・

地
元

の
意

⾒
を

事
業

に
反

映
し

や
す

く
な

る
。

⾃
治

体
に

よ
る

明
確

な
エ

リ
ア

の
提

⽰
に

よ
り

、
無

秩
序

な
開

発
を

抑
制

で
き

る

ゾ
ー

ニ
ン

グ
の

実
施

事
業

計
画

の
検

討

候
補

地
の

選
定

環
境

影
響

評
価

の
実

施

事
業

の
実

施

・
「

保
全

・
不

適
・

調
整

・
促

進
エ

リ
ア

」
を

区
分

・
事

業
実

施
の

際
の

環
境

配
慮

事
項

を
整

理

具
体

的
な

事
業

に
お

け
る

、
環

境
影

響
の

低
減

に
向

け
た

環
境

保
全

措
置

の
検

討

・
地

域
の

懸
念

事
項

等
を

早
期

段
階

で
事

業
計

画
に

反
映

・
柔

軟
な

事
業

計
画

の
検

討
が

可
能

具
体

的
な

事
業

検
討

前

具
体

的
な

事
業

の
検

討
段

階

8

１
．

は
じ

め
に

- 20 -



（
４

）
ゾ

ー
ニ

ン
グ

の
対

象
と

す
る

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
再

エ
ネ

の
導

⼊
実

績
お

よ
び

導
⼊

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

を
踏

ま
え

、
地

域
資

源
を

活
か

し
た

導
⼊

が
期

待
で

き
る

「
⾵

⼒
発

電
（

⼤
型

⾵
⼒

発
電

及
び

⼩
型

⾵
⼒

発
電

）
」

と
、

「
太

陽
光

発
電

（
野

⽴
て

型
太

陽
光

発
電

）
」

を
対

象
と

し
た

。

再
エ

ネ
種

別
主

な
事

業
形

態
出

⼒
規

模
導

⼊
件

数
導

⼊
実

績
（

kW
）

導
⼊

ﾎﾟ
ﾃﾝ

ｼｬ
ﾙ

（
kW

）

太
陽

光
発

電
注

）
野

⽴
て

型
太

陽
光

発
電

10
kW

以
上

50
kW

未
満

23
1,0

76
.9

-

1,0
00

kW
以

上
2,0

00
kW

未
満

2
2,0

00
.0

-

合
計

25
3,0

76
.9

38
8,9

82

⾵
⼒

発
電

⼩
型

⾵
⼒

発
電

20
kW

未
満

36
70

3.2
-

⼤
型

⾵
⼒

発
電

20
kW

以
上

3
61

,47
0.4

-

合
計

35
62

,09
4.7

35
6,2

00

再
エ

ネ
種

別
出

⼒
規

模
導

⼊
件

数
導

⼊
実

績
（

kW
）

導
⼊

ﾎﾟ
ﾃﾝ

ｼｬ
ﾙ

（
kW

）

中
⼩

⽔
⼒

発
電

20
0k

W
未

満
0

0
-

20
0k

W
以

上
1,0

00
kW

未
満

0
0

-
1,0

00
kW

以
上

30
,00

0k
W

未
満

0
0

-

合
計

0
0

36
3

地
熱

発
電

15
,00

0k
W

未
満

0
0

-

15
,00

0k
W

以
上

0
0

-

合
計

0
0

50

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
（

未
利

⽤
⽊

質
）

2,0
00

kW
未

満
0

0
-

2,0
00

kW
以

上
0

0
-

合
計

0
0

-

・
導

⼊
実

績
の

出
典

：
「

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
電

気
の

利
⽤

の
促

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

情
報

公
表

⽤
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
（

20
23

年
6⽉

末
時

点
の

状
況

）
」

（
経

済
産

業
省

）
・

導
⼊

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

の
出

典
：

「
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

情
報

提
供

シ
ス

テ
ム

（
RE

PO
S)

」
（

環
境

省
）

表
江

差
町

内
の

導
⼊

実
績

と
導

⼊
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル

9

注
：

太
陽

光
発

電
は

10
kW

以
上

の
事

業
に

対
す

る
導

⼊
件

数
及

び
導

⼊
実

績
を

⽰
す

。

１
．

は
じ

め
に
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（
５

）
対

象
と

す
る

⾵
⼒

発
電

機
の

規
模

ロ
ー

タ
ー

径
25

0m
程

度

ハ
ブ

⾼
17

5m
程

度ブ
レ

ー
ド

上
端

⾼
さ

30
0m

程
度

洋
上

⾵
⼒

発
電

機
：

20
M

W
級

陸
上

⾵
⼒

発
電

機
：

6M
W

級

ロ
ー

タ
ー

径
16

0m
程

度

ハ
ブ

⾼
13

0m
程

度

ブ
レ

ー
ド

上
端

⾼
さ

21
0m

程
度

⼩
型

⾵
⼒

発
電

機
：

0.0
2M

W
級

ブ
レ

ー
ド

上
端

⾼
さ

30
m

程
度

⼤
型

の
陸

上
⾵

⼒
発

電
及

び
洋

上
⾵

⼒
発

電
に

対
す

る
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
今

後
想

定
さ

れ
る

最
⼤

規
模

の
⾵

⼒
発

電
機

を
想

定
す

る
こ

と
と

し
、

下
記

の
図

に
⽰

す
⾵

⼒
発

電
規

模
を

対
象

と
し

た
。

10

１
．

は
じ

め
に
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（
６

）
ゾ

ー
ニ

ン
グ

の
対

象
と

す
る

範
囲

【
陸

上
】

⾏
政

界
の

範
囲

を
対

象
と

し
、

陸
上

⾵
⼒

発
電

（
⼤

型
及

び
⼩

型
）

と
太

陽
光

発
電

を
対

象
に

ゾ
ー

ニ
ン

グ
を

⾏
っ

た
。

【
洋

上
】

岸
沖

⽅
向

は
、

江
差

町
地

先
の

海
岸

線
か

ら
⽔

深
50

0m
ま

で
と

し
、

隣
接

町
と

の
境

界
は

、
海

域
に

は
⾏

政
界

が
設

定
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

便
宜

的
に

共
同

漁
業

権
区

域
を

⽔
深

50
0m

ま
で

延
⻑

し
て

設
定

し
た

。
洋

上
⾵

⼒
発

電
の

基
礎

形
式

は
、

⼀
般

に
⽔

深
50

〜
60

m
を

境
に

よ
り

浅
い

⽔
深

帯
で

は
着

床
式

、
よ

り
深

い
⽔

深
帯

で
は

浮
体

式
と

な
る

こ
と

か
ら

、
本

ゾ
ー

ニ
ン

グ
に

お
い

て
も

⽔
深

60
m

ま
で

は
着

床
式

、
⽔

深
60

m
か

ら
50

0m
に

お
い

て
は

浮
体

式
を

想
定

す
る

こ
と

と
し

た
。

な
お

、
対

象
海

域
で

は
⽔

深
50

〜
60

m
は

概
ね

共
同

漁
業

権
区

域
に

相
当

し
て

い
る

。

主
に

着
床

式
を

想
定

（
⽔

深
60

m
ま

で
）

主
に

浮
体

式
を

想
定

（
⽔

深
60

m
〜

50
0m

）

11

陸
上

の
対

象
範

囲
（

⾏
政

界
）

１
．

は
じ

め
に
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【
参

考
】

岸
か

ら
各

⽔
深

ま
で

の
距

離
に

つ
い

て

⽔
深

10
m

ま
で

⽔
深

60
m

ま
で

⽔
深

10
0m

ま
で

⽔
深

50
0m

ま
で

砂
坂

海
岸

林
付

近
0.8

4.0
6.8

10
.3

道
の

駅
江

差
付

近
1.3

4.9
7.6

11
.0

愛
宕

町
付

近
0.5

4.4
6.7

10
.2

か
も

め
島

中
⼼

付
近

0.1
2.6

5.0
8.6

五
勝

⼿
漁

港
付

近
0.6

3.6
5.6

8.8

国
道

沿
い

駐
⾞

場
付

近
1.1

4.1
5.5

8.1

右
図

に
⽰

す
各

地
点

か
ら

各
⽔

深
ま

で
の

距
離

は
下

表
に

⽰
す

と
お

り
で

あ
る

。

単
位

：
km

12

１
．

は
じ

め
に

- 24 -



（
７

）
ゾ

ー
ニ

ン
グ

の
最

終
結

果

13

1）
各

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

を
地

図
に

落
と

し
込

ん
だ

「
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
」

2）
事

業
が

実
施

さ
れ

る
際

に
留

意
す

べ
き

事
項

を
整

理
し

た
「

環
境

配
慮

事
項

」
を

作
成

し
た

「
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
」

「
環

境
配

慮
事

項
（

⼀
部

抜
粋

）
」

１
．

は
じ

め
に
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２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法

14
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15

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

１
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

作
成

に
向

け
た

検
討

の
流

れ

エ
リ

ア
の

考
え

⽅
・

条
件

設
定

ゾ
ー

ニ
ン

グ
の

基
本

⽅
針

の
決

定

各
エ

リ
ア

の
整

理

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

（
素

案
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

（
案

）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

既
存

⽂
献

調
査

・
HP

等
の

公
開

情
報

・
⾃

治
体

や
関

連
機

関
が

保
有

す
る

情
報

詳
細

調
査

・
動

物
の

⽣
息

状
況

や
漁

場
利

⽤
等

に
関

す
る

ヒ
ア

リ
ン

グ
調

査
・

景
観

調
査

随
時

反
映

江
差

町
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

ゾ
ー

ニ
ン

グ
検

討
協

議
会

検
討

・
協

議

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

作
成

に
向

け
た

検
討

の
流

れ
を

下
記

に
⽰

す
。
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16

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

２
）

江
差

町
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

ゾ
ー

ニ
ン

グ
検

討
協

議
会

の
開

催
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
作

成
に

向
け

下
表

に
⽰

す
構

成
員

か
ら

な
る

協
議

会
を

開
催

し
た

。
ま

た
、

よ
り

具
体

的
な

内
容

に
つ

い
て

は
陸

上
及

び
洋

上
の

専
⾨

部
会

を
設

け
検

討
を

⾏
っ

た
。

委 員

・
学

識
経

験
者

2名
・

地
域

関
係

者
：

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合
、

JA
新

は
こ

だ
て

農
業

協
同

組
合

、
江

差
⼟

地
改

良
区

、
檜

⼭
南

部
森

林
組

合
、

江
差

商
⼯

会
、

江
差

建
設

協
会

、
江

差
観

光
コ

ン
ベ

ン
シ

ョ
ン

協
会

、
江

差
町

議
会

総
務

産
業

常
任

委
員

会
、

江
差

町
町

内
会

連
合

会
、

江
差

町
⻑

陸
上

専
⾨

部
会

洋
上

専
⾨

部
会

・
学

識
経

験
者

2名
・

地
域

関
係

者
：

JA
新

は
こ

だ
て

農
業

協
同

組
合

、
江

差
⼟

地
改

良
区

、
檜

⼭
南

部
森

林
組

合
、

江
差

建
設

協
会

、
江

差
町

町
内

会
連

合
会

、
江

差
町

⻑

・
学

識
経

験
者

2名
・

地
域

関
係

者
：

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合
、

江
差

商
⼯

会
、

江
差

観
光

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ

ン
協

会
、

江
差

町
議

会
総

務
産

業
常

任
委

員
会

、
江

差
町

⻑

オ ブ ザ ー バ ー

環
境

省
⼤

⾂
官

房
地

域
脱

炭
素

政
策

調
整

担
当

参
事

官
室

、
環

境
省

北
海

道
地

⽅
環

境
事

務
所

地
域

脱
炭

素
創

⽣
室

、
海

上
保

安
庁

江
差

海
上

保
安

署
、

国
⼟

交
通

省
北

海
道

開
発

局
函

館
開

発
建

設
部

江
差

港
湾

事
務

所
、

北
海

道
森

林
管

理
局

檜
⼭

森
林

管
理

署
、

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

保
健

環
境

部
環

境
⽣

活
課

、
北

海
道

檜
⼭

振
興

局
産

業
振

興
部

⽔
産

課
、

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

産
業

振
興

部
林

務
課

、
北

海
道

檜
⼭

振
興

局
産

業
振

興
部

商
⼯

労
働

観
光

課
、

江
差

グ
リ

ー
ン

エ
ナ

ジ
ー

㈱
、

㈱
ユ

ー
ラ

ス
テ

ク
ニ

カ
ル

サ
ー

ビ
ス

江
差

事
業

所
、

北
海

道
電

⼒
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
㈱

、
ハ

ー
ト

ラ
ン

ド
フ

ェ
リ

ー
㈱

、
⽇

本
⼯

営
㈱

、
江

差
町

副
町

⻑
、

江
差

町
産

業
振

興
課

、
江

差
町

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

、
江

差
町

追
分

観
光

課
協

議
会

・
専

⾨
部

会
開

催
の

様
⼦
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17

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

２
）

協
議

会
及

び
専

⾨
部

会
に

お
け

る
協

議
内

容
等

【
第

⼀
回

協
議

会
に

お
け

る
主

な
議

題
】

1）
地

球
温

暖
化

対
策

と
し

て
の

再
エ

ネ
導

⼊
の

背
景

と
再

エ
ネ

に
よ

る
地

域
振

興
、

江
差

町
に

お
け

る
再

エ
ネ

導
⼊

に
向

け
た

取
組

2）
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

ゾ
ー

ニ
ン

グ
の

概
要

（
各

エ
リ

ア
区

分
や

ゾ
ー

ニ
ン

グ
⽅

針
の

説
明

）
景

観
調

査

町
内

の
主

要
な

眺
望

点
に

お
い

て
景

観
調

査
を

実
施

北
前

坂
か

ら
の

眺
望

の
様

⼦

か
も

め
島

か
ら

の
眺

望
の

様
⼦

委
員

（
学

識
経

験
者

）
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

第
⼀

回
協

議
会

令
和

5年
9⽉

11
⽇

協
議

会
の

主
な

議
題

と
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
作

成
に

向
け

た
⾏

程
等

を
下

記
に

⽰
す

。

地
域

環
境

情
報

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

（
函

館
⽔

産
試

験
場

）

地
域

環
境

情
報

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

（
ひ

や
ま

漁
業

協
同

組
合

）
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18

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

２
）

協
議

会
及

び
専

⾨
部

会
に

お
け

る
協

議
内

容
等

【
第

⼀
回

陸
上

・
洋

上
専

⾨
部

会
に

お
け

る
主

な
議

題
】

１
）

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

導
⼊

に
よ

る
地

域
振

興
や

環
境

影
響

へ
の

配
慮

に
つ

い
て

２
）

既
存

⽂
献

調
査

結
果

３
）

詳
細

調
査

結
果

及
び

そ
の

他
協

議
事

項
４

）
各

エ
リ

ア
の

条
件

設
定

（
案

）

第
⼆

回
陸

上
・

洋
上

専
⾨

部
会

令
和

5年
11

⽉
21

⽇

【
第

⼆
回

陸
上

・
洋

上
専

⾨
部

会
に

お
け

る
主

な
議

題
】

１
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
と

環
境

影
響

評
価

等
と

の
位

置
づ

け
の

説
明

２
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

（
案

）
の

説
明

景
観

調
査

・
第

⼀
回

専
⾨

部
会

で
の

意
⾒

を
踏

ま
え

、
景

観
の

追
加

調
査

を
実

施
・

洋
上

⾵
⼒

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
に

お
け

る
景

観
に

対
し

、
3D

表
現

モ
デ

ル
を

利
⽤

し
た

協
議

⽅
法

を
検

討

第
⼀

回
陸

上
・

洋
上

専
⾨

部
会

令
和

5年
10

⽉
16

⽇

・
専

⾨
部

会
で

の
意

⾒
を

踏
ま

え
、

⼩
型

⾵
⼒

発
電

施
設

を
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
作

成
の

対
象

に
選

定
・

景
観

の
観

点
か

ら
の

保
全

エ
リ

ア
を

検
討

委
員

（
学

識
経

験
者

・
地

域
関

係
者

）
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

委
員

（
学

識
経

験
者

・
地

域
関

係
者

）
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ
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19

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

２
）

協
議

会
及

び
専

⾨
部

会
に

お
け

る
協

議
内

容
等

【
第

⼆
回

協
議

会
に

お
け

る
主

な
議

題
】

１
）

陸
上

専
⾨

部
会

の
振

り
返

り
＆

陸
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

の
説

明
２

）
洋

上
専

⾨
部

会
の

振
り

返
り

＆
洋

上
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項
の

説
明

３
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
今

後
の

活
⽤

と
調

整
エ

リ
ア

に
お

け
る

協
議

先
に

つ
い

て

地
域

環
境

情
報

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

（
⽇

本
野

⿃
の

会
道

南
⽀

部
）

・
照

井
町

⻑
に

よ
る

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

、
江

差
町

議
会

全
員

協
議

会
に

お
い

て
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
（

案
）

を
説

明

・
北

海
道

主
催

の
東

邦
⼤

学
理

学
部

⽣
命

圏
環

境
科

学
科

⽵
内

彩
乃

准
教

授
に

よ
る

「
洋

上
⾵

⼒
発

電
の

理
解

促
進

に
向

け
た

勉
強

会
」

に
参

加
洋

上
⾵

⼒
発

電
事

業
に

対
す

る
町

⺠
の

考
え

等
を

確
認

委
員

（
学

識
経

験
者

）
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

の
様

⼦

勉
強

会
の

様
⼦

第
⼆

回
協

議
会

令
和

5年
12

⽉
27

⽇
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20

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

２
）

協
議

会
及

び
専

⾨
部

会
に

お
け

る
協

議
内

容
等

第
三

回
協

議
会

令
和

６
年

1⽉
29

⽇

【
第

三
回

協
議

会
に

お
け

る
主

な
議

題
】

１
）

陸
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

と
環

境
配

慮
事

項
の

説
明

２
）

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

と
環

境
配

慮
事

項
の

説
明

３
）

今
後

の
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
の

活
⽤

に
つ

い
て

「
江

差
町

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

係
る

ゾ
ー

ニ
ン

グ
報

告
書

」
の

と
り

ま
と

め

今
後

の
取

り
組

み
（

想
定

）
・

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

を
活

⽤
し

た
条

例
の

検
討

・
江

差
町

地
球

温
暖

化
対

策
実

⾏
計

画
〔

区
域

施
策

編
〕

の
⾒

直
し
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21

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

３
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

作
成

に
当

た
っ

て
の

基
本

事
項

区
分

考
え

⽅
再

エ
ネ

施
設

の
導

⼊
⽅

針

保
全

エ
リ

ア
•

法
令

等
の

指
定

か
ら

⽴
地

困
難

、
ま

た
は

重
⼤

な
環

境
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

施
設

（
⾵

⼒
発

電
、

太
陽

光
発

電
設

備
）

の
⽴

地
は

望
ま

し
く

な
く

、
環

境
保

全
を

優
先

す
べ

き
エ

リ
ア

•
不

可

不
適

エ
リ

ア
•

事
業

性
等

の
観

点
か

ら
、

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
施

設
の

⽴
地

に
は

適
さ

な
い

エ
リ

ア

•
基

本
的

に
は

不
可

※
詳

細
調

査
な

ど
に

よ
り

事
業

性
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
れ

ば
、

検
討

は
可

能

調
整

エ
リ

ア

•
保

全
エ

リ
ア

以
外

の
範

囲
で

、
⾵

況
、

地
形

等
に

よ
る

事
業

性
が

あ
る

エ
リ

ア
•

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
施

設
（

⾵
⼒

発
電

、
太

陽
光

発
電

設
備

）
の

⽴
地

に
あ

た
っ

て
は

、
⾃

然
・

社
会

環
境

へ
配

慮
す

べ
き

事
項

が
含

ま
れ

地
域

関
係

者
や

関
係

機
関

と
の

調
整

が
必

要
な

エ
リ

ア
•

設
置

可
能

促
進

エ
リ

ア
•

保
全

エ
リ

ア
以

外
の

範
囲

で
、

⾵
況

、
地

形
等

に
よ

る
事

業
性

が
あ

る
エ

リ
ア

•
⾃

然
・

社
会

環
境

へ
の

影
響

が
⼩

さ
い

と
想

定
さ

れ
、

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
施

設
（

⾵
⾞

、
太

陽
光

発
電

設
備

）
の

導
⼊

を
促

進
し

う
る

エ
リ

ア

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
お

け
る

各
エ

リ
ア

区
分

の
考

え
⽅

は
下

表
に

⽰
す

と
お

り
と

し
た

。
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22

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
（

３
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

作
成

に
当

た
っ

て
の

基
本

事
項

各
エ

リ
ア

を
作

成
す

る
に

あ
た

り
、

下
記

フ
ロ

ー
に

沿
っ

て
エ

リ
ア

を
区

分
し

た
。

各
エ

リ
ア

の
条

件
は

、
「

３
．

陸
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

」
及

び
「

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

」
に

⽰
す

。
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23

２
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
作

成
⽅

法
【

参
考

】
協

議
会

・
専

⾨
部

会
の

開
催

状
況

の
⼀

覧
検

討
協

議
会

開
催

⽇
時

主
な

議
題

第
⼀

回
協

議
会

令
和

5年
9⽉

11
⽇

（
⽉

）
13

時
30

分
〜

15
時

30
分

・
地

球
温

暖
化

対
策

と
し

て
の

再
エ

ネ
導

⼊
の

背
景

と
再

エ
ネ

に
よ

る
地

域
振

興
、

江
差

町
に

お
け

る
再

エ
ネ

導
⼊

に
向

け
た

取
組

・
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

ゾ
ー

ニ
ン

グ
の

概
要

第
⼀

回
陸

上
専

⾨
部

会
令

和
5年

10
⽉

16
⽇

（
⽉

）
13

時
00

分
〜

14
時

30
分

・
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
導

⼊
に

よ
る

地
域

振
興

や
環

境
影

響
へ

の
配

慮
に

つ
い

て
・

既
存

⽂
献

調
査

結
果

・
詳

細
調

査
結

果
及

び
そ

の
他

協
議

事
項

・
各

エ
リ

ア
の

条
件

設
定

（
案

）
第

⼀
回

洋
上

専
⾨

部
会

令
和

5年
10

⽉
16

⽇
（

⽉
）

15
時

30
分

〜
17

時
00

分

第
⼆

回
陸

上
専

⾨
部

会
令

和
5年

11
⽉

21
⽇

（
⽕

）
9時

00
分

〜
11

時
30

分
・

ゾ
ー

ニ
ン

グ
と

環
境

影
響

評
価

等
と

の
位

置
づ

け
の

説
明

・
ゾ

ー
ニ

ン
グ

エ
リ

ア
（

案
）

の
説

明

第
⼆

回
洋

上
専

⾨
部

会
令

和
5年

11
⽉

21
⽇

（
⽕

）
12

時
45

分
〜

15
時

15
分

・
ゾ

ー
ニ

ン
グ

と
環

境
影

響
評

価
等

と
の

位
置

づ
け

の
説

明
・

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

設
定

に
係

る
情

報
及

び
環

境
配

慮
事

項
に

関
す

る
説

明

第
⼆

回
協

議
会

令
和

5年
12

⽉
27

⽇
（

⽔
）

13
時

30
分

〜
16

時
00

分
・

陸
上

専
⾨

部
会

の
振

り
返

り
＆

陸
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

の
説

明
・

洋
上

専
⾨

部
会

の
振

り
返

り
＆

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

の
説

明
・

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
今

後
の

活
⽤

と
調

整
エ

リ
ア

に
お

け
る

協
議

先
に

つ
い

て

第
三

回
協

議
会

令
和

6年
1⽉

29
⽇

（
⽉

）
13

時
30

分
〜

16
時

00
分

・
陸

上
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
と

環
境

配
慮

事
項

の
説

明
・

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

と
環

境
配

慮
事

項
の

説
明

・
今

後
の

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

の
活

⽤
に

つ
い

て
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３
．

陸
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項

24
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25

３
．

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
１

）
陸

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
の

各
エ

リ
ア

の
条

件
設

定

【
住

宅
や

環
境

配
慮

施
設

と
の

離
隔

距
離

に
つ

い
て

】
現

在
建

設
さ

れ
て

い
る

⾵
⼒

発
電

機
と

住
宅

と
の

直
近

の
離

隔
距

離
が

概
ね

30
0m

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

住
宅

や
環

境
配

慮
施

設
（

病
院

、
福

祉
施

設
、

幼
稚

園
・

保
育

園
、

学
校

、
図

書
館

）
か

ら
30

0m
の

範
囲

を
保

全
エ

リ
ア

と
し

30
0m

〜
1,0

00
m

の
範

囲
は

調
整

エ
リ

ア
と

す
る

。 た
だ

し
、

保
全

エ
リ

ア
を

外
せ

ば
建

設
し

て
よ

い
と

い
う

こ
と

で
は

な
く

、
⾵

⼒
発

電
機

の
設

置
位

置
を

検
討

す
る

に
は

、
環

境
影

響
評

価
等

を
踏

ま
え

た
⾵

⼒
発

電
機

の
稼

働
に

よ
る

騒
⾳

・
超

低
周

波
⾳

や
⾵

⾞
の

影
等

に
対

す
る

調
査

・
予

測
・

評
価

が
必

要
と

な
る

。
ま

た
、

現
在

建
設

さ
れ

て
い

る
⾵

⼒
発

電
施

設
が

今
後

建
て

替
え

ら
れ

る
際

に
、

保
全

エ
リ

ア
に

位
置

し
て

い
る

場
合

に
は

、
建

て
替

え
る

前
よ

り
も

⾵
⼒

発
電

機
が

住
宅

等
に

近
づ

か
な

い
よ

う
事

業
を

検
討

い
た

だ
く

と
と

も
に

、
⾵

⼒
発

電
機

の
設

置
位

置
は

住
⺠

と
の

協
議

が
成

さ
れ

た
う

え
で

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。
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26

３
．

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
１

）
陸

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
の

各
エ

リ
ア

の
条

件
設

定
陸

上
⾵

⼒
発

電
に

お
け

る
「

保
全

エ
リ

ア
」

、
「

不
適

エ
リ

ア
」

、
「

調
整

エ
リ

ア
」

は
、

下
表

に
⽰

す
項

⽬
を

対
象

と
し

た
。

情
報

保
全

エ
リ

ア
不

適
エ

リ
ア

調
整

エ
リ

ア
事

業
性

1
傾

斜
区

分
（

20
度

以
上

）
〇

⾃
然

環
境

2
保

護
林

〇
3

記
念

保
護

樹
⽊

〇
4

砂
坂

海
岸

林
（

国
有

林
及

び
⺠

有
林

）
〇

5
道

指
定

⿃
獣

保
護

区
⿃

獣
保

護
区

（
特

別
保

護
区

）
⿃

獣
保

護
区

6
道

⽴
⾃

然
公

園
第

2種
特

別
地

域
普

通
地

域
7

湿
地

〇
8

特
定

植
物

群
落

〇
9

巨
樹

・
巨

⽊
〇

10
植

⽣
⾃

然
度

図
（

9、
10

以
上

）
〇

11
主

要
な

眺
望

点
〇

12
⻑

距
離

⾃
然

歩
道

〇
13

キ
ャ

ン
プ

場
・

海
⽔

浴
場

〇
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27

情
報

保
全

エ
リ

ア
不

適
エ

リ
ア

調
整

エ
リ

ア

社
会

条
件

14
歴

史
を

⽣
か

す
ま

ち
づ

く
り

基
本

計
画

（
地

区
整

備
計

画
区

域
）

〇
15

国
・

道
・

町
指

定
⽂

化
財

〇
16

埋
蔵

⽂
化

財
〇

17
住

宅
や

環
境

配
慮

施
設

と
の

離
隔

距
離

30
0m

以
内

30
0m

〜
1,0

00
m

以
内

18
⼟

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
〇

19
⼟

砂
災

害
警

戒
区

域
〇

20
砂

防
指

定
地

〇
21

地
す

べ
り

防
⽌

区
域

〇
22

急
傾

斜
地

崩
壊

危
険

区
域

〇
23

河
川

区
域

〇
24

⼟
地

利
⽤

図
（

河
川

地
及

び
湖

沼
）

〇
25

⽔
道

給
⽔

区
域

〇
26

公
共

下
⽔

道
供

⽤
開

始
区

域
〇

27
⽤

途
地

域
〇

28
騒

⾳
・

振
動

規
制

区
域

〇
29

国
有

林
（

保
安

林
及

び
⼭

地
災

害
危

険
地

区
を

含
む

）
〇

30
⺠

有
林

（
保

安
林

及
び

⼭
地

災
害

危
険

地
区

を
含

む
）

〇
31

廃
棄

物
が

地
下

に
あ

る
⼟

地
に

係
る

指
定

区
域

〇
32

農
⽤

地
区

域
〇

33
都

市
公

園
〇

34
避

難
所

（
指

定
避

難
所

、
福

祉
避

難
所

）
〇

35
津

波
浸

⽔
想

定
区

域
（

3m
以

上
）

〇
36

海
岸

保
全

区
域

〇

３
．

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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28

（
２

）
陸

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

お
け

る
各

エ
リ

ア
の

整
理

結
果

陸
上

⾵
⼒

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
お

け
る

「
保

全
エ

リ
ア

」
、

「
不

適
エ

リ
ア

」
、

「
調

整
エ

リ
ア

」
、

「
促

進
エ

リ
ア

」
の

作
成

結
果

は
下

図
に

⽰
す

と
お

り
で

あ
る

。
「

保
全

エ
リ

ア
」

「
不

適
エ

リ
ア

」
「

調
整

エ
リ

ア
」

「
促

進
エ

リ
ア

」

３
．

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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29

（
３

）
陸

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

⾯
積

（
km

2 ）
割

合

保
全

エ
リ

ア
25

.7
23

.4%
不

適
エ

リ
ア

40
.6

37
.0%

調
整

エ
リ

ア
41

.5
37

.8%
促

進
エ

リ
ア

2.1
1.9

%
10

9.8

陸
上

⾵
⼒

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
お

け
る

各
エ

リ
ア

の
⾯

積
及

び
割

合
を

下
表

に
⽰

す
。

注
：

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

⾯
積

に
つ

い
て

、
ゾ

ー
ニ

ン
グ

対
象

範
囲

（
⾏

政
界

区
域

内
）

を
10

m
単

位
の

メ
ッ

シ
ュ

に
置

き
換

え
た

う
え

で
算

出
し

て
い

る
た

め
、

統
計

情
報

等
と

わ
ず

か
に

異
な

っ
て

い
る

。

３
．

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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30

（
４

）
陸

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

No
項

⽬
環

境
配

慮
事

項

1
騒

⾳
・

超
低

周
波

⾳

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
町

内
の

既
存

の
⾵

⼒
発

電
施

設
と

住
宅

と
の

位
置

関
係

を
踏

ま
え

、
⼀

定
の

離
隔

距
離

を
も

っ
て

、
保

全
エ

リ
ア

や
調

整
エ

リ
ア

を
設

定
し

て
お

り
、

⽔
堀

町
の

北
部

付
近

に
は

⾵
⼒

発
電

施
設

設
置

の
候

補
地

と
な

り
う

る
促

進
エ

リ
ア

が
位

置
し

て
い

る
。

た
だ

し
、

現
地

の
地

形
や

⾵
向

き
等

に
よ

り
、

⾳
の

伝
達

も
異

な
る

こ
と

か
ら

、
保

全
エ

リ
ア

で
は

な
い

場
所

で
事

業
を

⾏
え

ば
問

題
な

い
と

す
る

も
の

で
は

な
い

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

環
境

影
響

評
価

⼿
続

き
の

中
で

、
周

辺
の

住
宅

や
環

境
配

慮
施

設
（

学
校

、
病

院
、

福
祉

施
設

）
等

の
分

布
を

調
査

し
た

う
え

で
、

採
⽤

す
る

⾵
⼒

発
電

機
の

規
模

お
よ

び
配

置
に

よ
る

騒
⾳

や
超

低
周

波
⾳

の
影

響
を

予
測

・
評

価
し

、
影

響
の

程
度

に
応

じ
た

環
境

保
全

措
置

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

地
域

住
⺠

に
対

す
る

丁
寧

な
説

明
を

⾏
う

な
ど

、
地

域
住

⺠
と

の
⼗

分
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

経
た

う
え

で
、

住
⺠

等
と

の
合

意
形

成
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

現
在

建
設

さ
れ

て
い

る
⾵

⼒
発

電
施

設
が

今
後

建
て

替
え

ら
れ

る
際

に
、

保
全

エ
リ

ア
に

位
置

し
て

い
る

場
合

に
は

、
建

て
替

え
る

前
よ

り
も

⾵
⼒

発
電

機
が

住
宅

等
に

近
づ

か
な

い
よ

う
事

業
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

な
お

、
⾵

⼒
発

電
機

の
設

置
位

置
は

住
⺠

と
の

協
議

が
成

さ
れ

た
う

え
で

決
定

す
る

こ
と

と
す

る
。

２
⾵

⾞
の

影

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
具

体
的

な
事

業
が

⾏
わ

れ
る

際
の

⾵
⼒

発
電

機
の

規
模

や
配

置
ま

で
設

定
で

き
な

い
た

め
、

⾵
⾞

の
影

の
影

響
に

つ
い

て
は

考
慮

し
て

い
な

い
。

事
業

計
画

を
具

体
化

す
る

段
階

で
は

、
⾵

⾞
の

影
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

⼀
般

的
な

調
査

範
囲

と
し

て
採

⽤
さ

れ
て

い
る

⾵
⾞

（
ロ

ー
タ

ー
）

直
径

の
10

倍
の

範
囲

に
お

い
て

、
周

辺
の

住
宅

や
環

境
保

全
施

設
等

の
分

布
（

必
要

に
応

じ
窓

の
有

無
等

）
を

調
査

し
、

採
⽤

す
る

⾵
⼒

発
電

機
の

規
模

お
よ

び
配

置
に

よ
る

⾵
⾞

の
影

の
影

響
を

予
測

・
評

価
し

た
う

え
で

、
影

響
の

程
度

（
⾵

⾞
の

影
が

か
か

る
可

能
性

及
び

そ
の

時
間

等
）

に
応

じ
た

環
境

保
全

措
置

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

地
域

住
⺠

に
対

す
る

丁
寧

な
説

明
を

⾏
う

な
ど

、
地

域
住

⺠
と

の
⼗

分
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

経
た

う
え

で
、

住
⺠

等
と

の
合

意
形

成
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。

３
⽔

の
濁

り

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

⾵
⼒

発
電

機
の

配
置

や
⼟

地
の

改
変

区
域

ま
で

設
定

で
き

な
い

た
め

、
⽔

の
濁

り
に

つ
い

て
は

考
慮

し
て

い
な

い
。

⼀
⽅

で
町

内
に

は
複

数
の

⽔
源

・
ポ

ン
プ

場
が

位
置

し
、

特
に

⽔
堀

町
の

北
部

に
位

置
す

る
促

進
エ

リ
ア

の
付

近
に

は
「

五
⾥

沢
深

井
⼾

⽔
源

」
が

位
置

し
、

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

湧
⽔

や
井

⼾
を

含
む

周
辺

の
利

⽔
状

況
を

調
査

し
た

う
え

で
、

⼟
地

の
改

変
区

域
か

ら
濁

⽔
の

流
出

等
の

影
響

を
予

測
・

評
価

し
、

影
響

の
程

度
に

応
じ

て
沈

砂
地

等
の

濁
⽔

処
理

施
設

を
設

置
す

る
等

適
切

な
濁

⽔
防

⽌
策

を
図

る
必

要
が

あ
る

。

陸
上

⾵
⼒

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
係

る
環

境
配

慮
事

項
を

下
表

に
⽰

す
。

■
環

境
配

慮
事

項
（

１
/2

）

３
．

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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31

（
４

）
陸

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

No
項

⽬
環

境
配

慮
事

項

４

動
植

物
の

重
要

種
、

注
⽬

す
べ

き
⽣

息
地

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
町

内
に

お
け

る
重

要
種

の
位

置
情

報
ま

で
反

映
で

き
て

い
な

い
た

め
、

事
業

計
画

を
具

体
化

す
る

段
階

で
は

、
有

識
者

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

現
地

調
査

を
実

施
し

た
う

え
で

、
事

業
に

よ
る

影
響

の
程

度
を

予
測

・
評

価
し

、
⼗

分
に

影
響

を
回

避
・

低
減

す
る

必
要

が
あ

る
。

特
に

、
⾵

⼒
発

電
に

お
い

て
は

事
業

計
画

地
お

よ
び

そ
の

周
辺

に
重

要
な

⿃
類

等
が

⽣
息

す
る

場
合

が
あ

り
、

バ
ー

ド
ス

ト
ラ

イ
ク

に
よ

る
個

体
数

の
減

少
等

が
発

⽣
す

る
恐

れ
が

考
え

ら
れ

る
。

そ
の

た
め

、
利

⽤
環

境
や

営
巣

場
所

も
含

め
た

詳
細

な
現

地
調

査
が

必
要

で
あ

る
。

ま
た

、
本

町
内

で
は

、
湿

地
や

特
定

植
物

群
落

、
巨

樹
・

巨
⽊

、
植

⽣
⾃

然
度

9及
び

10
の

区
域

と
い

っ
た

、
貴

重
な

⾃
然

環
境

に
関

す
る

情
報

が
確

認
さ

れ
て

い
る

。
事

業
の

検
討

に
あ

た
り

、
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
場

合
に

は
、

現
地

調
査

等
に

よ
り

現
況

を
確

認
し

た
上

で
、

必
要

に
応

じ
、

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
予

測
・

評
価

、
環

境
保

全
措

置
の

検
討

を
⾏

う
等

の
対

応
が

必
要

で
あ

る
。

５
景

観

江
差

町
内

に
は

か
も

め
島

を
は

じ
め

と
す

る
主

要
な

眺
望

点
が

複
数

存
在

し
、

事
業

を
実

施
す

る
際

に
は

、
環

境
影

響
評

価
等

に
よ

り
、

各
眺

望
点

か
ら

の
視

認
可

能
性

や
眺

望
特

性
（

主
要

な
眺

望
⽅

向
、

景
観

要
素

等
）

を
調

査
し

、
景

観
写

真
を

⽤
い

た
フ

ォ
ト

モ
ン

タ
ー

ジ
ュ

や
3D

表
現

モ
デ

ル
等

に
よ

り
、

景
観

へ
の

影
響

の
程

度
を

予
測

・
評

価
し

た
う

え
で

、
影

響
の

程
度

に
応

じ
⾵

⼒
発

電
機

の
配

置
な

ど
詳

細
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
地

域
住

⺠
に

対
す

る
丁

寧
な

説
明

を
⾏

う
な

ど
、

地
域

住
⺠

と
の

⼗
分

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
経

た
う

え
で

、
事

業
の

検
討

を
⾏

う
必

要
が

あ
る

。

６
⼈

と
⾃

然
と

の
触

れ
合

い
の

活
動

の
場

⾵
⼒

発
電

施
設

の
建

設
に

よ
り

⼈
と

⾃
然

と
の

触
れ

合
い

の
活

動
の

場
に

対
し

、
快

適
性

や
利

⽤
性

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

特
に

、
⻑

距
離

⾃
然

歩
道

（
整

備
中

）
に

お
い

て
は

、
⼯

事
関

係
⾞

両
の

通
⾏

等
に

よ
る

影
響

が
⽣

じ
る

可
能

性
が

あ
る

。
事

業
実

施
の

際
に

は
、

⼈
と

⾃
然

と
の

触
れ

合
い

の
活

動
の

場
の

利
⽤

状
況

を
調

査
し

、
事

業
に

よ
る

影
響

を
予

測
・

評
価

す
る

等
の

対
応

が
必

要
で

あ
る

。

■
環

境
配

慮
事

項
（

2/
2）

３
．

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

陸
上

⾵
⼒

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
係

る
環

境
配

慮
事

項
を

下
表

に
⽰

す
。
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３
．

陸
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項

32
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33

（
１

）
⼩

型
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
の

各
エ

リ
ア

の
条

件
設

定
⼩

型
⾵

⼒
発

電
に

お
け

る
「

保
全

エ
リ

ア
」

は
、

下
表

に
⽰

す
項

⽬
を

対
象

と
し

た
。

情
報

保
全

エ
リ

ア

⾃
然

環
境

1
保

護
林

〇
2

記
念

保
護

樹
⽊

〇
3

砂
坂

海
岸

林
（

国
有

林
及

び
⺠

有
林

）
〇

4
道

指
定

⿃
獣

保
護

区
（

特
別

保
護

区
）

〇
5

道
⽴

⾃
然

公
園

（
第

2種
特

別
地

域
）

〇

社
会

条
件

6
歴

史
を

⽣
か

す
ま

ち
づ

く
り

基
本

計
画

（
地

区
整

備
計

画
区

域
）

〇
7

国
・

道
・

町
指

定
⽂

化
財

〇
8

住
宅

や
環

境
配

慮
施

設
と

の
離

隔
距

離
10

0m
以

内
9

⼟
砂

災
害

特
別

警
戒

区
域

〇
10

⼟
砂

災
害

警
戒

区
域

〇
11

砂
防

指
定

地
〇

12
地

す
べ

り
防

⽌
区

域
〇

13
急

傾
斜

地
崩

壊
危

険
区

域
〇

14
⽤

途
地

域
〇

３
．

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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34

（
２

）
⼩

型
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

⾯
積

（
km

2 ）
保

全
エ

リ
ア

⾯
積

（
km

2 ）
割

合

10
9.8

15
.5

14
.1%

注
）

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

⾯
積

に
つ

い
て

、
ゾ

ー
ニ

ン
グ

対
象

範
囲

（
⾏

政
界

区
域

内
）

を
10

m
単

位
の

メ
ッ

シ
ュ

に
置

き
換

え
た

う
え

で
算

出
し

て
い

る
た

め
、

統
計

情
報

等
と

わ
ず

か
に

異
な

っ
て

い
る

。

【
⼩

型
⾵

⼒
発

電
に

関
す

る
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
の

考
え

⽅
】

・
事

業
者

の
⽅

が
、

今
後

⼩
型

⾵
⼒

発
電

機
を

新
規

に
設

置
も

し
く

は
建

て
替

え
の

検
討

を
さ

れ
る

際
に

、
事

業
地

か
ら

除
外

い
た

だ
き

た
い

範
囲

と
し

て
保

全
エ

リ
ア

を
設

定
す

る
。

・
現

在
建

設
さ

れ
て

い
る

⼩
型

⾵
⼒

発
電

機
や

、
固

定
価

格
買

取
制

度
に

よ
る

認
定

を
受

け
て

い
る

事
業

を
と

り
や

め
る

よ
う

に
す

る
も

の
で

は
な

い
。

３
．

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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35

（
３

）
⼩

型
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

「
江

差
町

⼩
形

⾵
⼒

発
電

（
２

０
ｋ

ｗ
未

満
）

施
設

建
設

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
の

基
準

に
関

連
し

、
環

境
配

慮
事

項
（

案
）

を
整

理
し

た
。

【
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

内
容

：
騒

⾳
】

対
象

と
な

る
⼩

形
⾵

⼒
発

電
施

設
等

に
つ

い
て

は
、

住
宅

等
か

ら
原

則
２

０
０

ｍ
以

上
離

れ
て

い
る

こ
と

。
た

だ
し

、
住

宅
等

か
ら

１
０

０
ｍ

以
上

離
れ

て
い

る
場

合
で

、
地

権
者

並
び

に
周

辺
居

住
者

等
の

承
諾

を
得

ら
れ

た
場

合
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
※

 住
宅

等
に

は
、

学
校

、
保

育
園

、
病

院
な

ど
の

⽂
教

施
設

、
保

健
福

祉
施

設
等

を
含

む
。

【
環

境
配

慮
事

項
】

江
差

町
内

で
は

複
数

の
住

宅
や

環
境

配
慮

施
設

（
病

院
、

福
祉

施
設

、
幼

稚
園

・
保

育
園

、
学

校
、

図
書

館
）

が
存

在
し

て
い

る
。

事
業

の
検

討
に

際
し

て
は

、
周

辺
の

住
宅

や
環

境
配

慮
施

設
の

分
布

状
況

を
確

認
し

た
上

で
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
⽰

す
離

隔
距

離
は

も
と

よ
り

、
可

能
な

限
り

離
隔

距
離

を
確

保
し

、
騒

⾳
の

影
響

低
減

に
努

め
る

こ
と

。

３
．

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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【
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

内
容

：
⾃

然
環

境
】

⼩
形

⾵
⼒

発
電

施
設

等
の

建
設

等
に

よ
っ

て
動

植
物

に
与

え
る

影
響

を
可

能
な

限
り

回
避

す
る

よ
う

に
⼗

分
配

慮
し

、
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。

【
環

境
配

慮
事

項
】

本
町

内
に

は
、

湿
地

や
特

定
植

物
群

落
、

巨
樹

・
巨

⽊
、

植
⽣

⾃
然

度
9及

び
10

の
区

域
と

い
っ

た
、

貴
重

な
⾃

然
環

境
に

関
す

る
情

報
が

確
認

さ
れ

て
い

る
。

事
業

の
検

討
に

あ
た

り
、

影
響

が
想

定
さ

れ
る

場
合

に
は

、
現

地
調

査
等

に
よ

り
現

況
を

確
認

し
た

上
で

、
必

要
に

応
じ

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
予

測
・

評
価

を
⾏

う
等

、
事

業
に

よ
る

影
響

の
回

避
・

低
減

に
努

め
る

こ
と

。

（
３

）
⼩

型
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

３
．

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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【
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

内
容

：
景

観
】

①
事

業
者

は
、

⼩
形

⾵
⼒

発
電

施
設

等
の

建
設

等
に

あ
た

っ
て

地
域

の
⾃

然
及

び
歴

史
的

環
境

と
調

和
し

た
良

好
な

景
観

の
形

成
に

努
め

る
よ

う
計

画
す

る
こ

と
。

②
⼩

形
⾵

⼒
発

電
施

設
等

の
配

置
、

デ
ザ

イ
ン

及
び

⾊
彩

は
、

周
囲

の
景

観
と

調
和

が
図

ら
れ

る
も

の
と

す
る

。
③

事
業

者
は

、
景

観
に

与
え

る
影

響
が

甚
⼤

で
良

好
な

景
観

若
し

く
は

⾵
致

を
著

し
く

阻
害

す
る

場
合

は
、

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
④

事
業

者
が

⼩
形

⾵
⼒

発
電

施
設

等
及

び
そ

の
周

辺
に

広
告

物
を

表
⽰

す
る

場
合

に
は

、
良

好
な

景
観

若
し

く
は

⾵
致

を
害

し
、

⼜
は

公
衆

に
対

し
危

害
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
で

、
管

理
上

必
要

と
さ

れ
る

最
⼩

限
の

広
告

物
の

み
を

表
⽰

す
る

も
の

と
す

る
。

【
環

境
配

慮
事

項
】

本
町

内
に

は
、

か
も

め
島

を
は

じ
め

と
す

る
景

観
資

源
や

眺
望

点
が

複
数

存
在

す
る

。
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

定
め

る
基

準
は

も
と

よ
り

、
町

内
の

主
要

な
眺

望
点

や
景

観
資

源
に

対
す

る
影

響
を

可
能

な
限

り
低

減
で

き
る

よ
う

事
業

の
検

討
に

努
め

る
こ

と
。

（
３

）
⼩

型
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

３
．

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項
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（
３

）
⼩

型
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

【
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

内
容

：
⽂

化
財

】
事

業
者

は
、

⼩
形

⾵
⼒

発
電

施
設

等
の

建
設

等
に

あ
た

っ
て

、
建

設
等

の
影

響
か

ら
⽂

化
財

を
保

護
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

【
環

境
配

慮
事

項
】

本
町

内
に

は
、

国
、

道
、

町
が

指
定

す
る

⽂
化

財
が

複
数

存
在

す
る

ほ
か

、
埋

蔵
⽂

化
財

包
蔵

地
も

複
数

確
認

さ
れ

て
い

る
。

事
業

の
検

討
に

あ
た

り
、

付
近

に
⽂

化
財

や
埋

蔵
⽂

化
財

包
蔵

地
が

位
置

す
る

場
合

に
は

、
現

地
調

査
や

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

に
よ

り
現

況
を

確
認

し
た

上
で

、
事

業
に

よ
る

影
響

が
⽣

じ
な

い
よ

う
保

護
に

努
め

る
こ

と
。

３
．

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

- 50 -



３
．

陸
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

１
）

陸
上

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

２
）

⼩
型

⾵
⼒

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項

39
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（
１

）
太

陽
光

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
で

の
各

エ
リ

ア
の

条
件

設
定

太
陽

光
発

電
に

お
け

る
「

保
全

エ
リ

ア
」

、
「

不
適

エ
リ

ア
」

、
「

調
整

エ
リ

ア
」

は
、

下
表

に
⽰

す
項

⽬
を

対
象

と
し

た
。

情
報

保
全

エ
リ

ア
不

適
エ

リ
ア

調
整

エ
リ

ア
事

業
性

1
傾

斜
区

分
（

30
度

以
上

）
〇

⾃
然

環
境

2
保

護
林

〇
3

記
念

保
護

樹
⽊

〇
4

砂
坂

海
岸

林
（

国
有

林
及

び
⺠

有
林

）
〇

5
道

指
定

⿃
獣

保
護

区
⿃

獣
保

護
区

（
特

別
保

護
区

）
⿃

獣
保

護
区

6
道

⽴
⾃

然
公

園
第

2種
特

別
地

域
普

通
地

域
7

湿
地

〇
8

特
定

植
物

群
落

〇
9

巨
樹

・
巨

⽊
〇

10
植

⽣
⾃

然
度

図
（

9、
10

以
上

）
〇

11
主

要
な

眺
望

点
〇

12
⻑

距
離

⾃
然

歩
道

〇
13

キ
ャ

ン
プ

場
・

海
⽔

浴
場

〇

社
会

条
件

14
歴

史
を

⽣
か

す
ま

ち
づ

く
り

基
本

計
画

（
地

区
整

備
計

画
区

域
）

〇

15
国

・
道

・
町

指
定

⽂
化

財
〇

16
埋

蔵
⽂

化
財

包
蔵

地
〇

３
．

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項
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情
報

保
全

エ
リ

ア
不

適
エ

リ
ア

調
整

エ
リ

ア

社
会

条
件

17
⼟

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
〇

18
⼟

砂
災

害
警

戒
区

域
〇

19
砂

防
指

定
地

〇
20

地
す

べ
り

防
⽌

区
域

〇
21

急
傾

斜
地

崩
壊

危
険

区
域

〇
22

河
川

区
域

〇
23

⼟
地

利
⽤

図
（

地
⽬

が
原

野
・

雑
種

地
以

外
の

範
囲

）
〇

24
⽔

道
給

⽔
区

域
〇

25
公

共
下

⽔
道

供
⽤

開
始

区
域

〇
26

⽤
途

地
域

〇
27

騒
⾳

・
振

動
規

制
区

域
〇

28
国

有
林

（
保

安
林

及
び

⼭
地

災
害

危
険

地
区

を
含

む
）

〇
29

⺠
有

林
（

保
安

林
及

び
⼭

地
災

害
危

険
地

区
を

含
む

）
〇

30
廃

棄
物

が
地

下
に

あ
る

⼟
地

に
係

る
指

定
区

域
〇

31
農

⽤
地

区
域

〇
32

都
市

公
園

〇
33

避
難

所
（

指
定

避
難

所
、

福
祉

避
難

所
）

〇
34

津
波

浸
⽔

想
定

区
域

（
3m

以
上

）
〇

35
海

岸
保

全
区

域
〇

３
．

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項

- 53 -



42

（
２

）
太

陽
光

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
お

け
る

各
エ

リ
ア

の
整

理
結

果
太

陽
光

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
お

け
る

「
保

全
エ

リ
ア

」
、

「
不

適
エ

リ
ア

」
、

「
調

整
エ

リ
ア

」
、

「
促

進
エ

リ
ア

」
の

作
成

結
果

は
下

図
に

⽰
す

と
お

り
で

あ
る

。
「

保
全

エ
リ

ア
」

「
不

適
エ

リ
ア

」
「

調
整

エ
リ

ア
」

「
促

進
エ

リ
ア

」

３
．

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項
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（
３

）
太

陽
光

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

⾯
積

（
km

2 ）
割

合

保
全

エ
リ

ア
79

.0
71

.9%
不

適
エ

リ
ア

1.5
1.4

%
調

整
エ

リ
ア

23
.7

21
.6%

促
進

エ
リ

ア
5.6

5.1
%

10
9.8

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

お
け

る
各

エ
リ

ア
の

⾯
積

及
び

割
合

を
下

表
に

⽰
す

。

注
ゾ

ー
ニ

ン
グ

エ
リ

ア
⾯

積
に

つ
い

て
、

ゾ
ー

ニ
ン

グ
対

象
範

囲
（

⾏
政

界
区

域
内

）
を

10
m

単
位

の
メ

ッ
シ

ュ
に

置
き

換
え

た
う

え
で

算
出

し
て

い
る

た
め

、
統

計
情

報
等

と
わ

ず
か

に
異

な
っ

て
い

る
。

３
．

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項
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（
４

）
太

陽
光

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
係

る
環

境
配

慮
事

項

No
項

⽬
環

境
配

慮
事

項

１
騒

⾳

太
陽

光
発

電
施

設
に

お
け

る
稼

働
中

の
パ

ワ
ー

コ
ン

デ
ィ

シ
ョ

ナ
を

コ
ン

テ
ナ

な
ど

に
格

納
す

る
場

合
、

騒
⾳

の
影

響
は

⼩
さ

い
と

想
定

さ
れ

る
が

、
周

辺
に

住
宅

や
環

境
配

慮
施

設
（

学
校

、
病

院
、

福
祉

施
設

）
等

が
存

在
す

る
場

合
は

、
騒

⾳
に

よ
る

影
響

が
発

⽣
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
住

宅
や

環
境

配
慮

施
設

等
の

分
布

は
整

理
し

た
も

の
の

、
太

陽
光

発
電

施
設

の
規

模
や

配
置

ま
で

設
定

で
き

な
い

た
め

、
騒

⾳
影

響
に

つ
い

て
は

考
慮

し
て

い
な

い
。

事
業

計
画

を
具

体
化

す
る

段
階

で
は

、
周

辺
の

住
宅

や
環

境
配

慮
施

設
（

学
校

、
病

院
、

福
祉

施
設

）
等

の
詳

細
を

調
査

し
た

う
え

で
、

騒
⾳

の
影

響
を

予
測

・
評

価
し

、
影

響
の

程
度

に
応

じ
た

環
境

保
全

措
置

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

２
反

射
光

太
陽

光
発

電
施

設
に

お
け

る
パ

ネ
ル

の
設

置
の

仕
⽅

や
季

節
、

時
間

帯
に

よ
り

、
近

隣
の

住
宅

や
環

境
配

慮
施

設
等

に
⼀

時
的

に
反

射
光

が
差

す
場

合
が

想
定

さ
れ

る
。

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
住

宅
や

環
境

配
慮

施
設

等
の

分
布

は
整

理
し

た
も

の
の

、
太

陽
光

発
電

施
設

の
規

模
や

配
置

ま
で

設
定

で
き

な
い

た
め

、
反

射
光

に
つ

い
て

は
考

慮
し

て
い

な
い

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

周
辺

の
住

宅
や

環
境

配
慮

施
設

等
の

詳
細

を
調

査
し

た
う

え
で

、
反

射
光

の
影

響
を

予
測

・
評

価
し

、
影

響
が

⽣
じ

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
は

設
置

す
る

太
陽

光
パ

ネ
ル

の
向

き
や

配
置

、
仕

様
（

反
射

を
抑

え
た

パ
ネ

ル
採

⽤
）

、
植

栽
な

ど
の

遮
蔽

物
の

設
置

な
ど

環
境

保
全

措
置

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

３
⽔

の
濁

り

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

太
陽

光
パ

ネ
ル

設
置

位
置

や
⼟

地
の

改
変

区
域

ま
で

設
定

で
き

な
い

た
め

、
⽔

の
濁

り
に

つ
い

て
は

考
慮

し
て

い
な

い
。

⼀
⽅

で
町

内
に

は
複

数
の

⽔
源

・
ポ

ン
プ

場
が

位
置

し
、

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

湧
⽔

や
井

⼾
を

含
む

周
辺

の
利

⽔
状

況
を

調
査

し
た

う
え

で
、

⼟
地

の
改

変
域

か
ら

濁
⽔

の
流

出
等

の
影

響
を

予
測

・
評

価
し

、
影

響
の

程
度

に
応

じ
て

沈
砂

地
等

の
濁

⽔
処

理
施

設
等

を
設

置
す

る
な

ど
適

切
な

濁
⽔

防
⽌

策
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

を
下

表
に

⽰
す

。
■

環
境

配
慮

事
項

（
1/

2）

３
．

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項
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45

（
４

）
太

陽
光

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
係

る
環

境
配

慮
事

項

No
.

項
⽬

配
慮

事
項

４
動

植
物

の
重

要
な

種
、

注
⽬

す
べ

き
⽣

息
地

⼟
地

の
造

成
に

よ
り

重
要

な
植

物
の

⽣
育

環
境

が
失

わ
れ

、
個

体
数

の
減

少
に

つ
な

が
る

恐
れ

な
ど

想
定

さ
れ

る
が

、
本

ゾ
ー

ニ
ン

グ
で

は
、

町
内

に
お

け
る

重
要

種
の

位
置

情
報

ま
で

反
映

で
き

て
い

な
い

。
本

町
内

に
は

、
湿

地
や

特
定

植
物

群
落

、
巨

樹
・

巨
⽊

、
植

⽣
⾃

然
度

9及
び

10
の

区
域

と
い

っ
た

、
貴

重
な

⾃
然

環
境

に
関

す
る

情
報

が
確

認
さ

れ
て

い
る

た
め

、
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

必
要

に
応

じ
有

識
者

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

現
地

調
査

を
実

施
し

た
う

え
で

、
事

業
に

よ
る

影
響

の
程

度
を

予
測

・
評

価
し

、
影

響
を

⼗
分

に
回

避
・

低
減

で
き

る
よ

う
な

環
境

保
全

措
置

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

５
景

観
江

差
町

内
に

は
か

も
め

島
を

は
じ

め
と

す
る

主
要

な
眺

望
点

や
景

観
資

源
が

複
数

存
在

す
る

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

景
観

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

等
を

⽤
い

た
各

眺
望

点
か

ら
の

視
認

可
能

性
や

眺
望

特
性

（
主

要
な

眺
望

⽅
向

、
景

観
要

素
等

）
を

調
査

し
た

う
え

で
、

景
観

へ
の

影
響

の
程

度
を

予
測

・
評

価
し

、
影

響
の

程
度

に
応

じ
た

太
陽

光
発

電
施

設
の

設
置

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

６
⼈

と
⾃

然
と

の
触

れ
合

い
の

活
動

の
場

太
陽

光
発

電
施

設
の

建
設

に
よ

っ
て

、
⼈

と
⾃

然
と

の
触

れ
合

い
の

活
動

の
場

が
消

失
・

縮
⼩

し
た

り
、

快
適

性
や

利
⽤

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
特

に
、

本
町

に
お

い
て

は
⻑

距
離

⾃
然

歩
道

（
整

備
中

）
が

存
在

し
、

⼯
事

関
係

⾞
両

の
通

⾏
等

に
よ

る
影

響
が

想
定

さ
れ

る
。

事
業

検
討

の
際

に
は

、
必

要
に

応
じ

⼈
と

⾃
然

と
の

触
れ

合
い

の
活

動
の

場
の

利
⽤

状
況

を
調

査
し

、
事

業
に

よ
る

影
響

を
予

測
・

評
価

し
た

う
え

で
、

影
響

の
程

度
に

応
じ

事
業

内
容

に
つ

い
て

検
討

す
る

等
の

対
応

が
必

要
で

あ
る

。

■
環

境
配

慮
事

項
（

2/
2）

３
．

３
）

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
及

び
環

境
配

慮
事

項

太
陽

光
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

を
下

表
に

⽰
す

。
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４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

46
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47

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

と
漁

業
施

設
等

と
の

離
隔

距
離

の
考

え
⽅

参
考

：
港

湾
に

お
け

る
洋

上
⾵

⼒
発

電
施

設
等

の
技

術
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

H2
7年

3⽉
，

国
⼟

交
通

省
港

湾
局

）
を

も
と

に
⽂

章
・

図
作

成

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

と
⽔

域
施

設
等

と
の

離
隔

は
、

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

の
破

壊
モ

ー
ド

を
考

慮
し

た
倒

壊
影

響
距

離
Hｆ

及
び

⾵
⾞

後
⽅

の
乱

流
範

囲
２

Ｄ
（

Ｄ
＝

ロ
ー

タ
径

）
の

離
隔

の
う

ち
、

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

が
⽔

域
施

設
等

か
ら

よ
り

遠
く

に
設

置
さ

れ
る

も
の

を
設

定
す

る
。

⾵
⾞

全
⾼

＋
最

⼤
⽔

深
（

m
）

20
M

W
級

：
30

0m
＋

60
m

＝
36

0m
ロ

ー
タ

直
径

×
２

倍
（

m
）

20
M

W
級

：
25

0m
×

２
D

＝
50

0m

倒
壊

影
響

距
離

Hｆ
⾵

⾞
後

⽅
の

乱
流

範
囲

２
Ｄ

＜

ロ
ー

タ
直

径

※
浮

体
式

は
、

倒
壊

影
響

距
離

等
を

検
討

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
が

存
在

し
て

い
な

い
た

め
、

⾵
⾞

後
⽅

の
乱

流
範

囲
を

準
⽤

す
る

こ
と

と
し

た
。

倒
壊

影
響

距
離

H ｆ
36

0m
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48

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

を
作

成
す

る
に

あ
た

り
、

景
観

に
関

す
る

検
討

⽅
針

を
定

め
、

景
観

の
観

点
か

ら
の

「
保

全
エ

リ
ア

」
の

検
討

を
⾏

っ
た

。

基
本

⽅
針

：
江

差
町

が
有

す
る

景
観

に
配

慮
し

つ
つ

、
洋

上
⾵

⼒
発

電
事

業
の

導
⼊

促
進

を
⾏

う
。

⽅
針

１
：

か
も

め
島

か
ら

の
景

観
、

か
も

め
島

を
含

め
た

景
観

へ
の

配
慮

を
検

討
す

る
。

⽅
針

２
：

町
内

や
近

隣
町

に
あ

る
陸

上
⾵

⼒
発

電
と

の
関

係
を

考
慮

し
て

、
洋

上
⾵

⼒
発

電
の

導
⼊

促
進

を
図

る
。

⽅
針

３
：

最
新

の
知

⾒
や

事
例

を
参

考
に

、
洋

上
⾵

⼒
発

電
の

導
⼊

促
進

を
図

る
。

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
対

す
る

景
観

検
討
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49

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
対

す
る

景
観

検
討 下

記
に

⽰
す

位
置

に
⾵

⼒
発

電
機

を
配

置
し

、
3D

表
現

モ
デ

ル
を

⽤
い

て
⾵

⼒
発

電
機

の
⾒

え
⽅

を
確

認
し

た
。

【
⾵

⼒
発

電
機

配
置

の
考

え
⽅

（
着

床
式

を
想

定
）

】


沿
岸

に
最

も
近

い
ラ

イ
ン

と
し

て
⽔

深
10

m
〜

20
m

範
囲

に
1本

設
定

（
ラ

イ
ン

①
）

。


ラ
イ

ン
①

及
び

ラ
イ

ン
③

は
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
検

討
す

る
最

⼤
の

⾵
⼒

発
電

機
の

ロ
ー

タ
ー

直
径

（
25

0m
）

の
約

10
倍

（
2,5

00
m

）
を

確
保

し
配

置
。


ラ

イ
ン

②
は

ラ
イ

ン
①

と
ラ

イ
ン

③
の

中
間

で
の

⾒
え

⽅
を

確
認

す
る

た
め

に
配

置


南
北

⽅
向

は
20

M
W

の
ロ

ー
タ

ー
径

の
3倍

（
75

0m
）

を
確

保
し

配
置

。
※

本
図

に
⽰

す
⾵

⼒
発

電
機

位
置

は
あ

く
ま

で
も

⾵
⼒

発
電

機
の

⾒
え

⽅
を

確
認

す
る

た
め

の
位

置
で

あ
り

、
実

際
に

⾵
⼒

発
電

機
が

建
設

さ
れ

る
位

置
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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50

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

3D
表

現
モ

デ
ル

を
⽤

い
て

⾵
⼒

発
電

機
の

⾒
え

⽅
を

確
認

し
た

。

※
本

図
に

⽰
す

⾵
⼒

発
電

機
位

置
は

あ
く

ま
で

も
⾵

⼒
発

電
機

の
⾒

え
⽅

を
確

認
す

る
た

め
の

位
置

で
あ

り
、

実
際

に
⾵

⼒
発

電
機

が
建

設
さ

れ
る

位
置

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
対

す
る

景
観

検
討
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51

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

【
景

観
に

お
け

る
保

全
エ

リ
ア

の
考

え
⽅

】
①

道
の

駅
江

差
か

ら
五

勝
⼿

漁
港

に
⾄

る
国

道
か

ら
の

景
観

の
保

全
・

道
の

駅
江

差
及

び
五

勝
⼿

漁
港

か
ら

か
も

め
島

ま
で

の
視

軸
を

作
成

・
か

も
め

島
内

側
の

範
囲

を
保

全
エ

リ
ア

と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
道

の
駅

江
差

か
ら

五
勝

⼿
漁

港
の

範
囲

に
お

い
て

、
か

も
め

島
⼿

前
に

⾵
⼒

発
電

機
が

介
在

す
る

こ
と

を
防

ぐ

②
か

も
め

島
周

辺
の

景
観

の
保

全
と

し
て

、
港

湾
区

域
の

範
囲

を
保

全
エ

リ
ア

に
設

定
す

る

基
本

⽅
針

：
江

差
町

が
有

す
る

景
観

に
配

慮
し

つ
つ

、
洋

上
⾵

⼒
発

電
事

業
の

導
⼊

促
進

を
⾏

う
。

道
の

駅
江

差
道

の
駅

江
差

五
勝

手
漁

港
五

勝
手

漁
港

景
観

検
討

に
お

け
る

基
本

⽅
針

を
踏

ま
え

、
下

記
に

⽰
す

景
観

の
観

点
か

ら
の

保
全

エ
リ

ア
を

設
定

し
た

。

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
対

す
る

景
観

検
討
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52

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
対

す
る

景
観

検
討

保
全

エ
リ

ア
内

に
⾵

⼒
発

電
機

を
設

置
し

た
場

合
ど

の
よ

う
に

⾒
え

る
の

か
3D

表
現

モ
デ

ル
を

⽤
い

て
確

認
し

た
。

ま
た

、
景

観
に

関
す

る
環

境
配

慮
事

項
の

内
容

を
精

査
し

た
。

※
本

図
に

⽰
す

⾵
⼒

発
電

機
位

置
は

あ
く

ま
で

も
⾵

⼒
発

電
機

の
⾒

え
⽅

を
確

認
す

る
た

め
の

位
置

で
あ

り
、

実
際

に
⾵

⼒
発

電
機

が
建

設
さ

れ
る

位
置

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。
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53

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
１

）
洋

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
の

各
エ

リ
ア

の
条

件
設

定
洋

上
⾵

⼒
発

電
に

お
け

る
「

保
全

エ
リ

ア
」

、
「

不
適

エ
リ

ア
」

、
「

調
整

エ
リ

ア
」

、
「

促
進

エ
リ

ア
」

は
、

下
表

に
⽰

す
項

⽬
を

対
象

と
し

た
。

項
⽬

不
適

エ
リ

ア
保

全
エ

リ
ア

調
整

エ
リ

ア
促

進
エ

リ
ア

1
事

業
性

⾵
況

＜
6.5

m
/s

−
−

＞
6.5

m
/s

２
⾃ 然

条 件
藻

場
分

布
−

−
該

当
範

囲
−

3
⽣

物
多

様
性

の
観

点
か

ら
重

要
度

の
⾼

い
海

域
−

−
該

当
範

囲
−

4
マ

リ
ー

ン
IB

A（
海

⿃
の

重
要

⽣
息

地
）

−
−

該
当

範
囲

−
5

社 会 条 件

住
居

、
環

境
配

慮
施

設
等

か
ら

の
距

離
−

＜
30

0ｍ
＜

1,0
00

m
＞

1,0
00

m
６

定
期

航
路

−
＜

1,0
00

m
−

−
７

港
湾

区
域

及
び

漁
港

区
域

−
−

該
当

範
囲

−
８

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
よ

る
影

響
を

受
け

や
す

い
漁

法
−

−
移

動
漁

法
−

９
河

⼝
規

制
区

域
（

さ
け

・
ま

す
）

−
該

当
範

囲
−

−
10

道
⽴

⾃
然

公
園

−
第

2種
特

別
地

域
普

通
地

域
−

11
海

岸
保

全
区

域
−

−
該

当
範

囲
−

12
漁

業
権

（
定

置
漁

業
権

・
区

画
漁

業
権

）
−

該
当

範
囲

＜
50

0m
−

13
⿂

礁
−

＜
20

0m
＜

70
0m

−
14

沈
船

−
＜

20
0m

＜
70

0m
−

15
景

観
−

協
議

区
域

内
−

16
−

底
質

（
岩

盤
）

−
−

該
当

範
囲

−
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４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
２

）
洋

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ

導
⼊

想
定

量
は

、
1k

㎡
あ

た
り

の
設

備
容

量
で

あ
る

9.8
M

W
（

最
⼩

４
M

W
級

）
及

び
10

.7M
W

（
最

⼤
20

M
W

級
）

か
ら

算
出

し
た

。
1k

m
2 あ

た
り

の
設

備
容

量
は

、
ウ

エ
イ

ク
領

域
に

よ
る

ロ
ー

タ
直

径
（

D
）

：
3D

×
10

D
の

考
え

⽅
に

基
づ

い
て

算
出

し
た

設
置

⾯
積

（
km

2 ）
か

ら
、

最
⼩

条
件

（
4M

W
）

及
び

最
⼤

条
件

（
20

M
W

）
の

各
値

を
算

出
し

た
。

な
お

配
列

数
に

よ
る

変
化

は
考

慮
し

て
い

な
い

。
参

考
：

「
令

和
元

年
度

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

関
す

る
ゾ

ー
ニ

ン
グ

基
礎

情
報

等
の

整
備

・
公

開
等

に
関

す
る

委
託

業
務

報
告

書
」

（
環

境
省

,令
和

2年
3⽉

、
令

和
5年

6⽉
修

正
）

共
同

漁
業

権
ラ

イ
ン

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

各
エ

リ
ア

の
⾯

積
、

導
⼊

想
定

量
を

⽰
す

。


図
⾯

の
拡

⼤
図

は
参

考
資

料
2ま

た
は

参
考

資
料

3を
参

照


ゾ
ー

ニ
ン

グ
範

囲
の

う
ち

1/
4は

保
全

エ
リ

ア
、

残
り

3/
4は

調
整

エ
リ

ア
が

占
め

る
結

果
と

な
っ

た
。

エ
リ

ア
区

分
⾯

積
（

割
合

）
※

1
導

⼊
想

定
量

４
M

W
級

導
⼊

想
定

量
20

M
W

級

保
全

3，
05

7.5
ha

（
25

.0％
）

共
同

漁
業

権
内

：
1,4

90
.7h

a
共

同
漁

業
権

外
：

1,5
65

.7h
a

―
―

調
整

9，
19

1.7
ha

(7
5.0

%
)

共
同

漁
業

権
内

：
3,2

55
.2h

a
共

同
漁

業
権

外
：

5,9
36

.5h
a

90
0.8

M
W

共
同

漁
業

権
内

：
31

9.0
M

W
共

同
漁

業
権

外
：

58
1.8

M
W

98
3.5

M
W

共
同

漁
業

権
内

：
34

8.3
M

W
共

同
漁

業
権

外
：

63
5.2

M
W

促
進

0.0
ha

(0
.0%

)
0.0

M
W

0.0
M

W

※
1）

洋
上

⾵
⼒

発
電

ゾ
ー

ニ
ン

グ
エ

リ
ア

の
⾯

積
（

12
,24

8.0
ha

 ）
に

占
め

る
割

合
を

算
出

各
⾯

積
は

⼩
数

点
第

2位
で

四
捨

五
⼊

し
て

お
り

、
ゾ

ー
ニ

ン
グ

エ
リ

ア
の

⾯
積

と
合

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
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55

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

⾵
⼒

発
電

機
の

設
置

間
隔

は
ウ

エ
イ

ク
領

域
（

⾵
⼒

発
電

機
の

⾵
下

に
形

成
さ

れ
る

⾵
況

の
乱

れ
）

を
勘

案
し

、
卓

越
⾵

向
に

対
し

て
⾵

下
⽅

向
に

ロ
ー

タ
ー

径
の

10
 倍

、
⾵

向
と

直
⾓

⽅
向

に
ロ

ー
タ

径
の

3 倍
を

離
す

こ
と

が
⽬

安
と

さ
れ

て
い

る
。

出
典

：
「

NE
D

O
 ⾵

⼒
発

電
導

⼊
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
」

（
20

08
 年

2 ⽉
改

訂
第

9 版
）

図
の

出
典

：
「

港
湾

に
お

け
る

⾵
⼒

発
電

に
つ

い
て

-港
湾

の
管

理
運

営
と

の
共

⽣
の

た
め

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

-v
er

.1」
（

平
成

24
 年

6 ⽉
国

⼟
交

通
省

港
湾

局
・

環
境

省
地

球
環

境
局

）

４
M

W
級

20
M

W
級

ロ
ー

タ
直

径
(m

)
11

7m
25

0m

卓
越

⾵
向

10
D

1,1
70

m
(1

.17
km

)
2,5

00
m

(2
.5k

m
)

⾵
向

直
⾓

３
D

35
1m

(0
.35

km
)

75
0m

(0
.75

km
)

1基
あ

た
り

必
要

⾯
積

0.4
1k

m
2

1.8
8k

m
2

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

に
お

け
る

⾵
⼒

発
電

機
の

配
置

間
隔

の
考

え
⽅
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４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
３

）
洋

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

■
環

境
配

慮
事

項
（

１
/４

）
No

項
⽬

配
慮

事
項

1
騒

⾳
・

超
低

周
波

⾳

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
町

内
の

既
存

⾵
⼒

発
電

施
設

と
住

宅
と

の
位

置
関

係
を

踏
ま

え
、

離
隔

距
離

30
0m

以
内

を
保

全
エ

リ
ア

、
30

0m
〜

1,0
00

m
を

調
整

エ
リ

ア
と

し
て

設
定

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
現

地
の

地
形

や
⾵

向
き

等
に

よ
り

、
⾳

の
伝

達
も

異
な

る
こ

と
か

ら
、

保
全

エ
リ

ア
で

は
な

い
場

所
で

事
業

を
⾏

え
ば

問
題

な
い

と
す

る
も

の
で

は
な

い
。

事
業

計
画

を
具

体
化

す
る

段
階

で
は

、
環

境
影

響
評

価
⼿

続
き

の
中

で
、

周
辺

の
住

宅
や

環
境

配
慮

施
設

（
学

校
、

病
院

、
福

祉
施

設
）

等
の

分
布

を
調

査
し

、
採

⽤
す

る
⾵

⼒
発

電
施

設
の

規
模

お
よ

び
配

置
に

よ
る

騒
⾳

や
超

低
周

波
⾳

の
影

響
を

予
測

・
評

価
し

た
う

え
で

、
影

響
の

程
度

に
応

じ
た

環
境

保
全

措
置

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

地
域

住
⺠

に
対

す
る

丁
寧

な
説

明
を

⾏
う

な
ど

、
地

域
住

⺠
と

の
⼗

分
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

経
た

う
え

で
、

住
⺠

等
と

の
合

意
形

成
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。

２
⾵

⾞
の

影

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
具

体
的

な
事

業
が

⾏
わ

れ
る

際
の

⾵
⼒

発
電

施
設

の
規

模
や

配
置

ま
で

設
定

で
き

な
い

た
め

、
⾵

⾞
の

影
の

影
響

に
つ

い
て

は
考

慮
し

て
い

な
い

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

⾵
⾞

の
影

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
⼀

般
的

な
調

査
範

囲
と

し
て

採
⽤

さ
れ

て
い

る
⾵

⾞
（

ロ
ー

タ
ー

）
直

径
の

10
倍

の
範

囲
に

お
い

て
、

周
辺

の
住

宅
や

環
境

保
全

施
設

等
の

分
布

（
窓

の
有

無
等

）
を

調
査

し
、

採
⽤

す
る

⾵
⼒

発
電

施
設

の
規

模
お

よ
び

配
置

に
よ

る
⾵

⾞
の

影
の

影
響

を
予

測
・

評
価

し
た

う
え

で
、

影
響

の
程

度
（

⾵
⾞

の
影

が
か

か
る

可
能

性
及

び
そ

の
時

間
等

）
に

応
じ

た
環

境
保

全
措

置
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
地

域
住

⺠
に

対
す

る
丁

寧
な

説
明

を
⾏

う
等

、
地

域
住

⺠
と

の
⼗

分
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

経
た

う
え

で
、

住
⺠

等
と

の
合

意
形

成
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。

３
動

植
物

の
重

要
種

、
注

⽬
す

べ
き

⽣
息

地

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
既

存
⽂

献
に

よ
る

情
報

収
集

を
⾏

い
、

藻
場

分
布

図
、

⽣
物

多
様

性
の

観
点

か
ら

重
要

度
の

⾼
い

海
域

、
マ

リ
ー

ン
IB

Aの
デ

ー
タ

を
整

理
し

た
ほ

か
、

函
館

⽔
産

試
験

場
及

び
⽇

本
野

⿃
の

会
道

南
江

差
⽀

部
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
実

施
し

、
動

植
物

の
⽣

息
状

況
の

整
理

を
⾏

っ
た

。
そ

の
な

か
で

⿂
類

等
で

は
ス

ケ
ト

ウ
ダ

ラ
の

産
卵

場
が

隣
接

す
る

⼄
部

町
沖

に
お

い
て

形
成

さ
れ

て
い

る
点

の
ほ

か
、

厚
沢

部
川

河
⼝

域
で

は
サ

ケ
・

マ
ス

の
遡

上
、

岩
礁

域
で

は
ニ

シ
ン

、
ミ

ズ
ダ

コ
、

ホ
ッ

ケ
等

、
砂

場
で

は
ヒ

ラ
メ

・
カ

レ
イ

等
の

⽣
育

・
産

卵
場

と
な

っ
て

い
る

可
能

性
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

⿃
類

で
は

ハ
シ

ボ
ソ

ミ
ズ

ナ
キ

ド
リ

等
の

渡
り

⿃
の

経
路

と
な

っ
て

い
る

点
や

か
も

め
島

や
伏

⽊
⼾

町
〜

道
の

駅
「

江
差

」
間

の
国

道
沿

い
の

海
⾷

崖
や

⽴
岩

等
の

岩
礁

部
等

に
コ

ロ
ニ

ー
が

形
成

さ
れ

て
い

る
可

能
性

に
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
江

差
町

内
に

お
け

る
具

体
な

重
要

種
の

⽣
息

地
や

繁
殖

、
産

卵
地

等
の

具
体

的
な

位
置

情
報

ま
で

は
得

ら
れ

て
い

な
い

た
め

、
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
へ

の
反

映
は

で
き

て
い

な
い

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

⿂
類

、
⿃

類
（

海
⿃

・
渡

り
⿃

・
希

少
猛

禽
類

を
含

む
）

等
に

関
す

る
⽣

息
分

布
情

報
に

つ
い

て
、

関
係

機
関

、
専

⾨
家

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

現
地

調
査

を
実

施
し

た
う

え
で

、
事

業
に

よ
る

影
響

の
程

度
を

予
測

・
評

価
し

、
可

能
な

限
り

影
響

を
回

避
・

低
減

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
。
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57

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
３

）
洋

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

■
環

境
配

慮
事

項
（

２
/４

）
No

項
⽬

配
慮

事
項

４
岩

盤

岩
盤

エ
リ

ア
は

、
⾃

然
条

件
の

観
点

と
し

て
、

特
に

浅
海

域
に

お
い

て
藻

場
が

形
成

さ
れ

る
な

ど
、

⽣
物

多
様

性
の

観
点

か
ら

重
要

性
が

⾼
く

、
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

ま
た

、
社

会
条

件
（

漁
業

）
か

ら
の

観
点

に
お

い
て

も
、

い
わ

ゆ
る

「
根

」
や

「
瀬

」
と

呼
ば

れ
る

好
漁

場
と

し
て

の
利

⽤
率

が
⾼

く
、

重
要

性
の

⾼
い

エ
リ

ア
と

し
て

扱
わ

れ
る

場
合

が
多

い
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
そ

の
た

め
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

海
底

地
形

の
現

地
計

測
に

よ
っ

て
詳

細
な

地
形

情
報

を
取

得
す

る
ほ

か
、

藻
場

分
布

の
状

況
や

⽣
息

す
る

⽣
物

の
状

況
を

把
握

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

得
ら

れ
た

結
果

を
も

と
に

、
⾃

然
条

件
で

は
、

事
業

に
よ

る
影

響
の

程
度

を
予

測
・

評
価

し
、

可
能

な
限

り
影

響
を

回
避

・
低

減
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
社

会
条

件
で

は
、

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

に
よ

り
海

域
の

利
⽤

状
況

を
調

査
し

、
漁

労
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
を

考
慮

し
た

事
業

計
画

と
す

る
よ

う
に

、
ひ

や
ま

漁
業

協
同

組
合

を
は

じ
め

に
⼗

分
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
り

、
可

能
な

限
り

漁
業

影
響

緩
和

策
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

５
景

観

「
江

差
町

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
ゾ

ー
ニ

ン
グ

検
討

協
議

会
」

（
以

下
、

協
議

会
と

す
る

）
に

お
け

る
協

議
や

ア
ン

ケ
ー

ト
に

お
い

て
、

町
内

の
主

要
な

眺
望

点
か

ら
の

景
観

に
加

え
て

、
特

に
重

要
と

考
え

ら
れ

る
景

観
と

し
て

、
⽇

本
の

⼣
⽇

百
選

に
も

選
ば

れ
て

い
る

か
も

め
島

か
ら

⽇
本

海
を

望
む

景
観

や
、

道
の

駅
江

差
か

ら
五

勝
⼿

漁
港

に
わ

た
る

国
道

沿
い

か
ら

の
か

も
め

島
を

望
む

景
観

に
関

す
る

意
⾒

が
挙

げ
ら

れ
た

。
協

議
会

に
お

い
て

挙
げ

ら
れ

た
眺

望
点

の
多

く
は

、
⽇

本
海

を
望

む
地

点
で

あ
り

、
洋

上
⾵

⼒
発

電
事

業
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

⾵
⼒

発
電

機
が

⼀
定

程
度

視
認

さ
れ

る
。

こ
の

た
め

、
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

環
境

影
響

評
価

⼿
続

き
等

の
中

で
、

各
眺

望
点

か
ら

の
視

認
の

可
能

性
や

眺
望

特
性

（
主

要
な

眺
望

⽅
向

、
景

観
要

素
等

）
を

調
査

す
る

必
要

が
あ

る
。

そ
の

う
え

で
、

フ
ォ

ト
モ

ン
タ

ー
ジ

ュ
や

3D
表

現
モ

デ
ル

等
を

使
⽤

し
た

⾵
⼒

発
電

施
設

の
視

認
状

況
の

確
認

の
ほ

か
、

か
も

め
島

周
辺

の
眺

望
点

に
お

い
て

は
、

景
観

評
価

⽅
法

に
関

す
る

知
⾒

等
、

最
新

の
知

⾒
を

踏
ま

え
た

影
響

予
測

・
評

価
を

実
施

し
、

影
響

の
程

度
に

応
じ

て
⾵

⼒
発

電
機

の
配

置
や

⾼
さ

等
を

検
討

す
る

等
、

可
能

な
限

り
景

観
影

響
の

低
減

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

景
観

へ
の

影
響

を
考

え
る

う
え

で
は

、
⾵

⼒
発

電
施

設
を

視
認

す
る

側
の

事
業

に
対

す
る

理
解

も
重

要
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
こ

と
を

踏
ま

え
、

実
施

し
た

環
境

影
響

評
価

等
の

結
果

に
つ

い
て

は
、

⾏
政

や
関

係
機

関
、

地
域

住
⺠

に
対

し
て

説
明

を
⾏

う
等

、
⼗

分
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

そ
の

際
に

は
、

⾵
⼒

発
電

機
の

存
在

に
よ

る
眺

望
状

況
の

変
化

に
加

え
て

、
事

業
の

実
施

に
よ

る
社

会
的

意
義

（
地

域
振

興
や

地
球

温
暖

化
対

策
と

し
て

の
効

果
等

）
に

つ
い

て
も

⼗
分

に
説

明
を

⾏
い

、
事

業
に

対
す

る
理

解
醸

成
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
さ

ら
に

、
施

設
稼

働
後

に
お

い
て

も
、

地
域

住
⺠

と
の

継
続

的
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
や

地
域

へ
の

貢
献

活
動

、
再

エ
ネ

施
設

を
活

⽤
し

た
観

光
や

環
境

教
育

へ
の

参
画

等
に

取
り

組
む

こ
と

を
通

し
て

、
洋

上
⾵

⼒
発

電
事

業
に

対
す

る
継

続
的

な
理

解
醸

成
を

図
る

よ
う

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
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No
項

⽬
配

慮
事

項
の

内
容

６
⼈

と
⾃

然
と

の
触

れ
合

い
の

活
動

の
場

⾵
⼒

発
電

施
設

の
建

設
に

よ
り

⼈
と

⾃
然

と
の

触
れ

合
い

の
活

動
の

場
の

快
適

性
や

利
⽤

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
本

ゾ
ー

ニ
ン

グ
で

は
主

な
⼈

と
⾃

然
と

の
触

れ
合

い
の

活
動

の
場

に
つ

い
て

情
報

整
理

を
⾏

い
、

町
内

で
は

か
も

め
島

キ
ャ

ン
プ

場
や

か
も

め
島

海
⽔

浴
場

、
え

び
す

浜
海

⽔
浴

場
、

⻑
距

離
⾃

然
歩

道
（

整
備

中
）

が
存

在
し

て
い

る
。

事
業

計
画

を
具

体
化

す
る

段
階

で
は

、
事

業
計

画
地

お
よ

び
そ

の
周

辺
に

⼈
と

⾃
然

と
の

触
れ

合
い

の
活

動
の

場
が

存
在

す
る

場
合

は
⾵

⼒
発

電
施

設
か

ら
の

離
隔

を
確

保
し

、
改

変
し

な
い

よ
う

に
す

る
な

ど
、

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

７
定

期
航

路
船

舶
通

航
量

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
江

差
港

〜
奥

尻
島

を
結

ぶ
定

期
航

路
の

中
⼼

線
か

ら
両

側
各

1k
m

の
距

離
を

保
全

エ
リ

ア
と

し
て

整
理

し
て

い
る

。
こ

の
距

離
つ

い
て

、
「

広
く

す
れ

ば
す

る
ほ

ど
よ

り
安

全
な

航
路

確
保

に
な

る
」

と
運

航
会

社
か

ら
要

望
が

出
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

令
和

元
年

度
時

点
の

船
舶

通
航

量
を

整
理

し
た

が
、

AI
Sを

搭
載

し
て

い
な

い
漁

船
、

⼩
型

船
舶

等
の

情
報

ま
で

は
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

て
い

な
い

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

定
期

航
路

の
運

航
会

社
の

ハ
ー

ト
ラ

ン
ド

フ
ェ

リ
ー

株
式

会
社

と
⼗

分
に

調
整

の
う

え
、

航
⾏

の
安

全
確

保
を

⼗
分

に
考

慮
し

た
事

業
計

画
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

さ
ら

に
、

定
期

航
路

外
の

エ
リ

ア
に

対
し

て
は

、
海

上
保

安
庁

等
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

や
現

地
調

査
に

よ
り

最
新

の
船

舶
通

航
量

を
調

査
し

た
う

え
、

海
上

交
通

の
安

全
を

確
保

で
き

る
よ

う
に

、
関

係
機

関
と

の
調

整
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。

８
漁

業
権

（
定

置
漁

業
権

・
区

画
漁

業
権

）

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
既

存
⽂

献
に

よ
る

情
報

収
集

を
⾏

い
、

定
置

漁
業

権
お

よ
び

区
画

漁
業

権
を

確
認

し
た

。
こ

れ
ら

の
漁

業
権

区
域

内
で

は
固

定
式

漁
具

が
設

置
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
漁

業
権

区
域

内
を

保
全

エ
リ

ア
と

し
て

設
定

し
、

最
⼤

20
M

W
規

模
の

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

か
ら

の
離

隔
距

離
50

0m
内

を
調

整
エ

リ
ア

と
し

て
い

る
。

事
業

計
画

を
具

体
化

す
る

段
階

に
お

い
て

、
事

業
実

施
区

域
と

重
複

す
る

場
合

は
、

定
置

漁
業

権
や

区
画

漁
業

権
の

⾏
使

状
況

を
調

査
し

、
ひ

や
ま

漁
業

協
同

組
合

、
そ

の
他

関
係

機
関

と
⼗

分
に

調
整

す
る

必
要

が
あ

る
。

９

⽔
産

資
源

保
護

法
に

お
け

る
河

⼝
規

制
区

域
（

さ
け

・
ま

す
）

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
⽔

産
資

源
保

護
法

に
よ

る
河

⼝
規

制
区

域
で

あ
る

各
河

川
の

河
⼝

か
ら

70
0m

の
範

囲
（

さ
け

・
ま

す
の

採
捕

が
禁

じ
ら

れ
て

い
る

）
に

配
慮

が
必

要
で

あ
る

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

さ
け

・
ま

す
の

遡
上

時
期

に
お

い
て

は
、

檜
⼭

沖
に

お
け

る
⽣

活
史

の
特

性
等

を
関

係
機

関
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
に

よ
り

把
握

し
た

う
え

で
、

事
業

に
よ

る
影

響
の

程
度

を
予

測
・

評
価

し
、

可
能

な
限

り
影

響
を

回
避

・
低

減
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。

58

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
３

）
洋

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

■
環

境
配

慮
事

項
（

３
/４

）
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59

４
．

洋
上

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

及
び

環
境

配
慮

事
項

（
３

）
洋

上
⾵

⼒
発

電
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

係
る

環
境

配
慮

事
項

■
環

境
配

慮
事

項
（

４
/４

）
No

項
⽬

配
慮

事
項

の
内

容

10
⿂

礁
・

増
殖

場
、

沈
船

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

既
存

⽂
献

に
よ

る
情

報
収

集
及

び
檜

⼭
振

興
局

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
⾏

い
、

⿂
礁

・
増

殖
場

、
沈

船
の

位
置

を
整

理
し

、
離

隔
距

離
を

設
定

し
た

。
こ

の
う

ち
⿂

礁
・

増
殖

場
デ

ー
タ

に
関

し
て

は
下

記
の

事
項

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
•

⿂
礁

・
増

殖
場

デ
ー

タ
は

、
密

漁
防

⽌
等

の
観

点
か

ら
秘

匿
性

の
⾼

い
情

報
と

し
て

取
り

扱
う

必
要

が
あ

る
た

め
、

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
で

は
海

図
等

に
よ

り
⼀

般
に

公
開

さ
れ

て
い

る
⿂

礁
の

位
置

情
報

の
み

を
反

映
し

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
同

マ
ッ

プ
以

外
に

も
施

設
が

多
く

存
在

し
て

い
る

。
•

設
置

年
数

が
古

い
⿂

礁
・

増
殖

場
デ

ー
タ

は
、

設
置

当
時

の
測

量
＆

施
⼯

技
術

等
に

よ
っ

て
設

置
位

置
に

誤
差

が
⽣

じ
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

。
•

今
後

も
新

規
に

計
画

さ
れ

る
⿂

礁
・

増
殖

場
の

設
置

計
画

に
も

⼗
分

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
•

沿
岸

域
に

は
、

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合
や

町
が

整
備

し
た

⽯
材

投
⼊

礁
等

が
存

在
し

て
い

る
可

能
性

が
あ

る
。

•
⿂

礁
設

置
範

囲
の

⽬
安

を
20

0m
と

し
た

が
、

⿂
礁

の
型

や
配

列
に

よ
っ

て
範

囲
が

変
動

す
る

可
能

性
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

そ
の

た
め

、
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

⿂
礁

の
管

理
者

で
あ

る
檜

⼭
振

興
局

や
利

⽤
者

で
あ

る
ひ

や
ま

漁
業

協
同

組
合

に
対

し
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

⾏
う

ほ
か

、
海

底
地

形
等

の
現

地
計

測
に

よ
り

、
最

新
の

情
報

を
取

得
し

、
同

関
係

者
と

⼗
分

な
調

整
を

⾏
う

必
要

が
あ

る
。

１
１

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
よ

る
影

響
を

受
け

や
す

い
漁

法

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

で
は

、
既

存
⽂

献
に

よ
る

情
報

収
集

及
び

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合
江

差
⽀

所
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
を

⾏
い

、
漁

場
利

⽤
実

態
状

況
に

関
し

て
整

理
を

⾏
っ

た
。

こ
れ

に
よ

り
共

同
漁

業
権

内
外

と
も

に
多

種
多

様
な

漁
法

に
よ

っ
て

、
漁

場
が

形
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

明
ら

か
に

な
り

、
江

差
町

の
主

要
産

業
の

ひ
と

つ
で

あ
る

漁
業

へ
の

影
響

に
は

配
慮

が
必

要
と

な
る

。
こ

の
う

ち
当

⽇
の

海
況

に
よ

っ
て

操
業

エ
リ

ア
が

変
動

す
る

「
た

こ
い

さ
り

」
「

い
か

釣
り

」
「

ヒ
ラ

メ
・

カ
ス

ベ
延

縄
」

「
ひ

ら
め

・
め

ば
る

曳
縄

釣
」

を
よ

り
留

意
が

必
要

な
漁

法
と

し
て

調
査

エ
リ

ア
に

整
理

し
た

。
加

え
て

、
共

同
漁

業
権

内
で

は
、

時
期

や
漁

法
に

よ
っ

て
利

⽤
頻

度
が

⾼
く

な
る

重
要

な
エ

リ
ア

が
存

在
し

て
い

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
共

同
漁

業
権

外
で

は
、

地
先

の
ひ

や
ま

漁
業

協
同

組
合

以
外

に
も

関
係

調
整

先
が

増
え

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
事

業
計

画
を

具
体

化
す

る
段

階
で

は
、

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合
、

そ
の

他
の

関
係

機
関

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
な

ど
に

よ
り

海
域

の
利

⽤
状

況
を

調
査

し
、

漁
労

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

を
考

慮
し

た
事

業
計

画
と

す
る

よ
う

に
、

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合
と

⼗
分

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

り
、

可
能

な
限

り
の

漁
業

影
響

緩
和

策
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。
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５
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

活
⽤

の
際

の
留

意
事

項
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②
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

お
い

て
詳

細
な

情
報

が
不

⾜
し

て
お

り
、

今
後

の
情

報
取

得
に

伴
っ

て
、

ま
た

は
、

事
業

特
性

の
観

点
か

ら
環

境
影

響
が

⽣
じ

る
可

能
性

が
あ

る
以

下
の

よ
う

な
項

⽬
に

つ
い

て
は

、
事

業
計

画
の

検
討

段
階

で
必

要
な

調
査

を
⾏

う
こ

と
。

そ
の

う
え

で
想

定
さ

れ
る

環
境

影
響

の
程

度
を

予
測

・
評

価
し

、
環

境
配

慮
事

項
を

ふ
ま

え
た

住
⺠

等
と

の
合

意
形

成
に

努
め

必
要

に
応

じ
た

回
避

、
低

減
策

を
検

討
す

る
こ

と
。

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
を

活
⽤

す
る

に
あ

た
っ

て
は

下
記

に
⽰

す
内

容
に

つ
い

て
留

意
す

る
こ

と
①

今
後

の
事

業
計

画
を

検
討

す
る

際
に

は
、

以
下

に
⽰

す
よ

う
な

関
連

法
令

や
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
な

ど
に

基
づ

き
、

必
要

な
⼿

続
き

・
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

・
環

境
影

響
評

価
法

・
景

観
法

・
森

林
法

・
⽔

産
資

源
保

護
法

・
農

地
法

・
電

波
法

・
航

空
法

・
建

築
基

準
法

・
漁

業
法

・
港

湾
法

・
海

洋
再

⽣
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

発
電

設
備

の
整

備
に

係
る

海
域

の
利

⽤
の

促
進

に
関

す
る

法
律

・
港

則
法

・
海

岸
法

・
漁

港
漁

場
整

備
法

・
北

海
道

環
境

影
響

評
価

条
例

・
北

海
道

⽴
⾃

然
公

園
条

例
・

北
海

道
⾃

然
環

境
等

保
全

条
例

・
ふ

る
さ

と
江

差
の

街
並

み
景

観
形

成
地

区
条

例
・

江
差

町
⼩

型
⾵

⼒
発

電
（

20
kW

未
満

）
施

設
建

設
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
・

そ
の

他
関

係
法

令
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

・
騒

⾳
・

⾵
⾞

の
影

（
シ

ャ
ド

ー
フ

リ
ッ

カ
ー

）
・

太
陽

光
パ

ネ
ル

の
反

射
光

・
電

波
障

害
・

⽔
の

濁
り

・
動

植
物

の
重

要
種

、
注

⽬
す

べ
き

⽣
息

地
・

漁
業

・
景

観
・

⼈
と

⾃
然

と
の

触
れ

合
い

の
場

等

③
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
で

は
現

時
点

（
令

和
6年

1⽉
時

点
）

で
⼊

⼿
可

能
な

環
境

情
報

を
⽤

い
て

作
成

し
て

い
る

た
め

、
必

要
に

応
じ

て
最

新
の

情
報

を
収

集
し

た
う

え
で

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

を
確

認
す

る
こ

と
。

ま
た

、
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
に

⽰
さ

れ
る

各
エ

リ
ア

の
境

界
付

近
で

事
業

を
検

討
す

る
際

に
は

、
エ

リ
ア

の
設

定
状

況
や

設
定

根
拠

と
な

っ
て

い
る

情
報

に
つ

い
て

、
特

に
確

認
を

⾏
っ

た
う

え
で

事
業

を
検

討
す

る
こ

と
。

（
※

促
進

エ
リ

ア
に

お
い

て
事

業
を

検
討

す
る

際
に

お
い

て
も

、
関

係
法

令
や

必
要

な
⼿

続
き

な
ど

を
確

認
し

た
う

え
で

事
業

を
検

討
す

る
こ

と
）

本
ゾ

ー
ニ

ン
グ

マ
ッ

プ
は

令
和

６
年

1⽉
時

点
で

⼊
⼿

可
能

な
環

境
情

報
を

⽤
い

て
作

成
し

て
お

り
、

今
後

の
情

報
の

更
新

や
社

会
情

勢
の

変
化

等
を

踏
ま

え
必

要
に

応
じ

随
時

⾒
直

す
こ

と
と

す
る

。

５
．

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

活
⽤

の
際

の
留

意
事

項
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６
．

調
整

エ
リ

ア
に

お
け

る
相

談
先

等
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エ
リ

ア
区

分
情

報
名

洋
上

⾵
⼒

陸
上

⾵
⼒

太
陽 光

必
要

対
応

事
項

・
相

談
先

な
ど

調
整

エ
リ

ア

湿
地

-
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

総
務

課
、

産
業

振
興

課
※

具
体

な
事

業
計

画
時

に
は

、
地

域
特

性
や

専
⾨

的
な

知
識

に
精

通
し

た
有

識
者

等
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

や
⽂

献
調

査
、

現
地

調
査

等
を

必
要

に
応

じ
て

実
施

し
、

最
新

の
知

⾒
を

把
握

す
る

こ
と

で
、

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
可

能
な

限
り

影
響

を
回

避
⼜

は
低

減
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
。

特
定

植
物

群
落

-
〇

〇
巨

樹
・

巨
⽊

-
〇

〇
植

⽣
⾃

然
度

図
（

9、
10

以
上

）
-

〇
〇

主
要

な
眺

望
点

〇
〇

〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

江
差

観
光

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ

ン
協

会
江

差
町

役
場

建
設

⽔
道

課
江

差
町

役
場

追
分

観
光

課
江

差
町

役
場

総
務

課
※

具
体

な
事

業
計

画
時

に
は

、
⽂

献
調

査
や

現
地

調
査

等
を

必
要

に
応

じ
て

実
施

し
、

最
新

の
知

⾒
を

把
握

す
る

こ
と

で
、

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
可

能
な

限
り

影
響

を
回

避
⼜

は
低

減
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
眺

望
点

に
管

理
者

等
が

い
る

場
合

に
は

、
必

要
に

応
じ

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
確

認
を

⾏
う

必
要

が
あ

る
。

※
事

業
の

検
討

状
況

に
応

じ
、

必
要

に
応

じ
て

関
係

団
体

、
学

識
経

験
者

等
の

意
⾒

を
聴

衆
す

る
こ

と
。

⻑
距

離
⾃

然
歩

道
-

〇
〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

北
海

道
環

境
⽣

活
部

⾃
然

環
境

局
⾃

然
環

境
課

キ
ャ

ン
プ

場
・

海
⽔

浴
場

〇
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

財
政

課

道
指

定
⿃

獣
保

護
区

-
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
北

海
道

環
境

⽣
活

部
⾃

然
環

境
局

野
⽣

動
物

対
策

課

６
．

調
整

エ
リ

ア
に

お
け

る
⾏

政
機

関
窓

⼝
本

ゾ
ー

ニ
ン

グ
マ

ッ
プ

に
お

け
る

調
整

エ
リ

ア
に

お
い

て
事

業
を

検
討

す
る

場
合

に
は

、
事

業
の

検
討

状
況

に
応

じ
下

記
に

⽰
す

⾏
政

機
関

窓
⼝

へ
相

談
・

協
議

を
⾏

い
な

が
ら

事
業

を
検

討
す

る
こ

と
。
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エ
リ

ア
区

分
情

報
名

洋
上

⾵
⼒

陸
上

⾵
⼒

太
陽

光
必

要
対

応
事

項
・

相
談

先
な

ど

調
整

エ
リ

ア

道
⽴

⾃
然

公
園

（
普

通
地

域
）

〇
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
北

海
道

檜
⼭

振
興

局
保

健
環

境
部

環
境

⽣
活

課

⽔
道

給
⽔

区
域

-
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

建
設

⽔
道

課

公
共

下
⽔

道
供

⽤
開

始
区

域
-

〇
〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

江
差

町
役

場
建

設
⽔

道
課

⽤
途

地
域

-
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

建
設

⽔
道

課

騒
⾳

・
振

動
規

制
区

域
-

〇
〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

北
海

道
環

境
保

全
局

循
環

型
社

会
推

進
課

江
差

町
役

場
総

務
課

国
有

林
（

保
安

林
及

び
⼭

地
災

害
危

険
地

区
を

含
む

）
-

〇
-

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

林
野

庁
檜

⼭
森

林
管

理
署

⺠
有

林
（

保
安

林
及

び
⼭

地
災

害
危

険
地

区
を

含
む

）
-

〇
-

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

産
業

振
興

部
林

務
課

廃
棄

物
が

地
下

に
あ

る
⼟

地
に

係
る

指
定

区
域

-
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
北

海
道

檜
⼭

振
興

局
保

健
環

境
部

環
境

⽣
活

課

６
．

調
整

エ
リ

ア
に

お
け

る
⾏

政
機

関
窓

⼝
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エ
リ

ア
区

分
情

報
名

洋
上

⾵
⼒

陸
上

⾵
⼒

太
陽

光
必

要
対

応
事

項
・

相
談

先
な

ど

調
整

エ
リ

ア

⼟
地

利
⽤

（
地

⽬
が

原
野

・
雑

種
地

以
外

の
範

囲
）

-
-

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

※
具

体
な

事
業

計
画

時
に

は
、

地
権

者
等

と
の

協
議

が
必

要
で

あ
る

。

農
⽤

地
区

域
-

〇
〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

江
差

町
役

場
産

業
振

興
課

都
市

公
園

-
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

財
政

課
江

差
町

教
育

委
員

会
社

会
教

育
課

埋
蔵

⽂
化

財
-

〇
〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

北
海

道
教

育
庁

⽣
涯

学
習

推
進

局
⽂

化
財

・
博

物
館

課
江

差
町

教
育

委
員

会
社

会
教

育
課

避
難

所
（

指
定

避
難

所
、

福
祉

避
難

所
）

-
〇

〇
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

総
務

課

津
波

浸
⽔

想
定

区
域

（
3m

以
上

）
-

〇
〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

江
差

町
役

場
総

務
課

６
．

調
整

エ
リ

ア
に

お
け

る
⾏

政
機

関
窓

⼝
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エ
リ

ア
区

分
情

報
名

洋
上

⾵
⼒

陸
上

⾵
⼒

太
陽

光
必

要
対

応
事

項
・

相
談

先
な

ど

調
整

エ
リ

ア

海
岸

保
全

区
域

〇
〇

〇

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

▼
区

域
図

管
理

渡
島

総
合

振
興

局
函

館
建

設
管

理
部

維
持

管
理

課
／

江
差

出
張

所
▼

管
理

区
域

ご
と

港
湾

局
管

理
区

域
：

江
差

町
役

場
産

業
振

興
課

⽔
管

理
・

国
⼟

保
全

局
管

理
区

域
：

北
海

道
渡

島
総

合
振

興
局

函
館

建
設

管
理

部
維

持
管

理
課

／
江

差
出

張
所

⽔
産

庁
管

理
区

域
：

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

産
業

振
興

部
⽔

産
課

農
村

振
興

局
管

理
区

域
：

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

産
業

振
興

部
整

備
課

マ
リ

ー
ン

IB
A

〇
-

-

明
確

な
⾏

政
機

関
窓

⼝
等

は
無

い
が

、
具

体
な

事
業

計
画

時
に

は
、

地
域

特
性

や
専

⾨
的

な
知

識
に

精
通

し
た

有
識

者
等

に
対

す
る

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

⽂
献

調
査

、
現

地
調

査
等

を
必

要
に

応
じ

て
実

施
し

、
最

新
の

知
⾒

を
把

握
す

る
こ

と
で

、
事

業
に

よ
る

影
響

に
つ

い
て

可
能

な
限

り
影

響
を

回
避

⼜
は

低
減

さ
せ

る
こ

と
に

努
め

る
。

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

江
差

町
役

場
総

務
課

＜
主

な
相

談
先

の
例

＞
公

益
財

団
法

⼈
⽇

本
野

⿃
の

会
⼀

般
社

団
法

⼈
バ

ー
ド

ラ
イ

フ
・

イ
ン

タ
ー

ナ
シ

ョ
ナ

ル
東

京

定
期

航
路

船
舶

通
航

量
〇

-
-

＜
問

い
合

わ
せ

窓
⼝

＞
定

期
航

路
：

ハ
ー

ト
ラ

ン
ド

フ
ェ

リ
ー

株
式

会
社

江
差

⽀
店

船
舶

通
航

量
：

第
⼀

管
区

海
上

保
安

本
部

交
通

部
航

⾏
安

全
課

６
．

調
整

エ
リ

ア
に

お
け

る
⾏

政
機

関
窓

⼝

66
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エ
リ

ア
区

分
情

報
名

洋
上

⾵
⼒

陸
上

⾵
⼒

太
陽

光
必

要
対

応
事

項
・

相
談

先
な

ど

調
整

エ
リ

ア

定
期

航
路

船
舶

通
航

量
〇

-
-

＜
問

い
合

わ
せ

窓
⼝

＞
定

期
航

路
：

ハ
ー

ト
ラ

ン
ド

フ
ェ

リ
ー

株
式

会
社

江
差

⽀
店

船
舶

通
航

量
：

第
⼀

管
区

海
上

保
安

本
部

交
通

部
航

⾏
安

全
課

洋
上

⾵
⼒

発
電

施
設

に
よ

る
影

響
を

受
け

や
す

い
漁

法
〇

-
-

＜
⾏

政
機

関
窓

⼝
＞

江
差

町
役

場
総

務
課

、
産

業
振

興
課

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

産
業

振
興

部
⽔

産
課

＜
問

い
合

わ
せ

窓
⼝

＞
ひ

や
ま

漁
業

協
同

組
合

漁
業

権
（

定
置

漁
業

権
・

区
画

漁
業

権
）

〇
-

-
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
北

海
道

檜
⼭

振
興

局
産

業
振

興
部

⽔
産

課
＜

問
い

合
わ

せ
窓

⼝
＞

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合

藻
場

分
布

〇
-

-

明
確

な
⾏

政
機

関
窓

⼝
等

は
無

い
が

、
具

体
な

事
業

計
画

時
に

は
、

地
域

特
性

や
専

⾨
的

な
知

識
に

精
通

し
た

有
識

者
等

に
対

し
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

⾏
う

ほ
か

、
⽂

献
調

査
や

現
地

調
査

等
を

必
要

に
応

じ
て

実
施

し
、

最
新

の
知

⾒
を

整
理

す
る

こ
と

で
、

事
業

に
よ

る
影

響
に

つ
い

て
可

能
な

限
り

影
響

を
回

避
⼜

は
低

減
さ

せ
る

こ
と

に
努

め
る

。
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
江

差
町

役
場

総
務

課
、

産
業

振
興

課
＜

主
な

相
談

先
の

例
＞

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合

６
．

調
整

エ
リ

ア
に

お
け

る
⾏

政
機

関
窓

⼝

67
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エ
リ

ア
区

分
情

報
名

洋
上

⾵
⼒

陸
上

⾵
⼒

太
陽

光
必

要
対

応
事

項
・

相
談

先
な

ど

調
整

エ
リ

ア

⿂
礁

〇
-

-
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
北

海
道

檜
⼭

振
興

局
産

業
振

興
部

⽔
産

課
＜

問
い

合
わ

せ
窓

⼝
＞

ひ
や

ま
漁

業
協

同
組

合

沈
船

〇
-

-
＜

⾏
政

機
関

窓
⼝

＞
函

館
海

上
保

安
部

江
差

海
上

保
安

署

６
．

調
整

エ
リ

ア
に

お
け

る
⾏

政
機

関
窓

⼝

68

- 80 -



７
．

そ
の

他
事

業
検

討
に

関
す

る
主

な
⼿

続
き

・
関

係
法

規
等

69
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許
可

・
申

請
⼿

続
関

連
法

規
関

連
す

る
指

定
区

域
等

⾵
⼒

太
陽

光
根

拠
法

令
の

照
会

先

１
⼟

地
売

買
等

の
契

約
届

出
⼿

続
国

⼟
利

⽤
計

画
法

-
〇

〇
江

差
町

役
場

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

２
道

路
使

⽤
許

可
等

⼿
続

道
路

交
通

法
道

路
〇

〇
函

館
⽅

⾯
江

差
警

察
署

３
道

路
の

占
⽤

許
可

⼿
続

等
道

路
法

道
路

〇
〇

国
道

：
国

⼟
交

通
省

北
海

道
開

発
局

函
館

開
発

建
設

部
江

差
道

路
事

務
所

道
道

：
北

海
道

渡
島

総
合

振
興

局
函

館
建

設
管

理
部

江
差

出
張

所
町

道
：

江
差

町
役

場
建

設
⽔

道
課

４
景

観
法

等
に

基
づ

く
届

出
景

観
法

町
内

全
域

〇
〇

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

産
業

振
興

部
建

設
指

導
課

５
環

境
ア

セ
ス

メ
ン

ト
環

境
影

響
評

価
法

北
海

道
環

境
影

響
評

価
条

例
-

〇
〇

経
済

産
業

省
電

気
産

業
保

安
グ

ル
ー

プ
電

⼒
安

全
課

北
海

道
環

境
保

全
局

環
境

政
策

課
江

差
町

役
場

総
務

課

６
臨

港
地

区
内

に
お

け
る

⾏
為

の
届

出
港

湾
法

港
湾

区
域

〇
〇

江
差

町
産

業
振

興
課

７
港

湾
区

域
内

等
に

お
け

る
占

⽤
許

可
港

湾
法

港
湾

区
域

〇
-

８
漁

港
の

区
域

内
の

⽔
域

等
に

お
け

る
占

⽤
等

の
許

可
漁

港
漁

場
整

備
法

漁
港

区
域

〇
-

北
海

道
檜

⼭
振

興
局

産
業

振
興

部
⽔

産
課

注
）

⾵
⼒

は
陸

上
⾵

⼒
及

び
洋

上
⾵

⼒
を

含
む

７
．

そ
の

他
事

業
検

討
に

関
す

る
主

な
⼿

続
き

・
関

係
法

規
等

事
業

を
検

討
す

る
際

に
は

下
表

に
⽰

す
関

係
法

規
等

を
踏

ま
え

た
う

え
で

、
事

業
を

検
討

す
る

こ
と

。
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【
江

差
町

再
⽣

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

係
る

ゾ
ー

ニ
ン

グ
報

告
書

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
先

】

〒
04

3-
85

60
北

海
道

檜
⼭

郡
江

差
町

字
中

歌
町

19
3番

地
1

江
差

町
役

場
総

務
課

TE
L：

01
39

-5
2-

67
11

FA
X：

01
39

-5
2-

02
34

71
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【参考資料】陸上⾵⼒発電ゾーニングマップ
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【参考資料】⼩型⾵⼒発電ゾーニングマップ
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【参考資料】太陽光発電ゾーニングマップ
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【参考資料】洋上⾵⼒発電ゾーニングマップ
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
職

員
）
 

（
職
員
）
 

第
２

９
条
 

（
略

）
 

第
２
９
条
 

（
略
）
 

２
 

保
育
士

の
数

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数

の
合

計
数
に

１
を

加
え

た
数

以
上

と
す

る
。
 

２
 

保
育
士
の
数
は
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

数

の
合
計
数
に
１
を
加
え

た
数

以
上

と
す

る
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
満

３
歳

以
上

満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童
（
法
第
６
条
の
３
第
１
０
項
第

２
号

の
規
定

に
基

づ
き

受
け

入
れ

る
場

合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
お

お
む
ね

１
５

人
に

つ
き

１
人

 

（
３
）
 
満
３
歳
以
上
満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童

（
法

第
６

条
の

３
第

１
０

項
第

２
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け

入
れ

る
場

合
に

限
る

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）

 
お
お
む
ね
２
０
人
に

つ
き

１
人

 

（
４

）
 
満

４
歳

以
上

の
児

童
 
お

お
む
ね
２
５
人
に
つ
き
１
人
 

（
４
）
 
満
４
歳
以
上
の
児

童
 

お
お

む
ね

３
０

人
に

つ
き

１
人

 

３
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

（
職

員
）
 

（
職
員
）
 

第
３

１
条
 

（
略

）
 

第
３
１
条
 

（
略
）
 

２
 

保
育
従

事
者

の
数

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る
乳
幼
児
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に

定
め
る

数
の

合
計

数
に

１
を

加
え

た
数
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は

保
育

士
と
す

る
。

 

２
 

保
育
従
事
者
の
数
は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

乳
幼

児
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各

号
に
定
め
る
数
の
合
計

数
に

１
を

加
え

た
数

以
上

と
し

、
そ

の
う

ち
半

数
以

上
は

保
育
士
と
す
る
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
満

３
歳

以
上

満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童
（
法
第
６
条
の
３
第
１
０
項
第

２
号

の
規
定

に
基

づ
き

受
け

入
れ

る
場

合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
お

お
む
ね

１
５

人
に

つ
き

１
人

 

（
３
）
 
満
３
歳
以
上
満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童

（
法

第
６

条
の

３
第

１
０

項
第

２
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け

入
れ

る
場

合
に

限
る

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）

 
お
お
む
ね
２
０
人
に

つ
き

１
人

 

（
４

）
 
満

４
歳

以
上

の
児

童
 
お

お
む
ね
２
５
人
に
つ
き
１
人
 

（
４
）
 
満
４
歳
以
上
の
児

童
 

お
お

む
ね

３
０

人
に

つ
き

１
人

 

３
 

（
略
）
 

 

３
 

（
略
）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
保

育
所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

）
 

（
保
育
所
型
事
業
所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

）
 

第
４

４
条
 

（
略

）
 

第
４
４
条
 

（
略
）
 

２
 

保
育
士

の
数

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数

の
合

計
数
以

上
と

す
る

。
た

だ
し

、
保

育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
一
に
つ
き

２
人

を
下
回

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

２
 

保
育
士
の
数
は
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

数

の
合
計
数
以
上
と
す
る

。
た

だ
し

、
保

育
所

型
事

業
所

内
保

育
事

業
所

一
に

つ
き

２
人
を
下
回
る
こ
と
は

で
き

な
い

。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
満

３
歳

以
上

満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童
（
法
第
６
条
の
３
第
１
２
項
第

２
号

の
規
定

に
基

づ
き

受
け

入
れ

る
場

合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
お

お
む
ね

１
５

人
に

つ
き

１
人

 

（
３
）
 
満
３
歳
以
上
満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童

（
法

第
６

条
の

３
第

１
２

項
第

２
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け

入
れ

る
場

合
に

限
る

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）

 
お
お
む
ね
２
０
人
に

つ
き

１
人

 

（
４

）
 
満

４
歳

以
上

の
児

童
 
お

お
む
ね
２
５
人
に
つ
き
１
人
 

（
４
）
 
満
４
歳
以
上
の
児

童
 

お
お

む
ね

３
０

人
に

つ
き

１
人

 

３
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

（
小

規
模
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

）
 

（
小
規
模
型
事
業
所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

）
 

第
４

７
条
 

（
略

）
 

第
４
７
条
 

（
略
）
 

２
 

保
育
従

事
者

の
数

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
数

の
合
計

数
に

１
を

加
え

た
数

以
上

と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
と

す
る

。
 

２
 

保
育
従
事
者
の
数
は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め

る
数
の
合
計
数
に
１
を

加
え

た
数

以
上

と
し

、
そ

の
う

ち
半

数
以

上
は

保
育

士
と

す
る
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３

）
 
満

３
歳

以
上

満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童
（
法
第
６
条
の
３
第
１
２
項
第

２
号

の
規
定

に
基

づ
き

受
け

入
れ

る
場

合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
お

お
む
ね

１
５

人
に

つ
き

１
人

 

（
３
）
 
満
３
歳
以
上
満
４

歳
に

満
た

な
い

児
童

（
法

第
６

条
の

３
第

１
２

項
第

２
号
の
規
定
に
基
づ

き
受
け

入
れ

る
場

合
に

限
る

。
次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）

 
お
お
む
ね
２
０
人
に

つ
き

１
人

 

（
４

）
 
満

４
歳

以
上

の
児

童
 
お

お
む
ね
２
５
人
に
つ
き
１
人
 

（
４
）
 
満
４
歳
以
上
の
児

童
 

お
お

む
ね

３
０

人
に

つ
き

１
人

 

３
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
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参
考
】
医
療
分
６
５
万
円
＋
後
期
分
２
４
万
円
＋
介
護
分
１
７
万
円

＝
１

０
６

万
円

（
国

保
限

度
額

）

江
 
差

 
町

 
国

 
民

 
健

 
康

 
保

 
険

 
税

 
条

 
例

 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

改
正

条
項

等
改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

　
概

　
　

　
　

　
　

　
要

○
 
第

2
条

第
3
項

１
　

地
方

税
法

施
行

令
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

（
課

税
額

）
課

税
限

度
額
の
引
上
げ

○
 
第

4
条

３
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

（
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
被

保
険

者
均

等
割

額
）

基
礎

課
税
額
（
医
療
分
）
に
係
る
均
等
割
額
の
改
正

・
（

現
　
行
）
　
2
3
,
1
0
0
円
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
2
4
,
6
0
0
円
　
（
+
1
,
5
0
0
円

）

○
 
第

5
条

４
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

・
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
　
（
現
　
行
）
　
２
２
万
円
　
⇒
　
（
改

正
後

）
　

２
４

万
円

（
+
２

万
円

）

○
 
第

3
条

第
1
項

２
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

（
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
所

得
割

額
）

基
礎

課
税
額
（
医
療
分
）
に
係
る
所
得
割
額
の
税
率
の
改
正

・
（

現
　
行
）
　
1
0
0
分
の
7
.
4
5
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
1
0
0
分
の
7
.
6
8
　

（
+
0
.
2
3
）

○
 
第

7
条

５
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

（
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

）

後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
に
係
る
均
等
割
額
の
改
正

・
（

現
　
行
）
　
8
,
4
0
0
円
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
8
,
9
0
0
円
　
（
+
5
0
0
円

）

（
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
世

帯
別

平
等

割
額

）

基
礎

課
税
額
（
医
療
分
）
に
係
る
平
等
割
額
の
改
正

・
一

　
　
般
　
　
（
現
　
行
）
　
2
3
,
5
0
0
円
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
2
3
,
9
0
0
円

　
（

+
4
0
0
円

）

・
特

定
世
帯
　
　
（
現
　
行
）
　
1
1
,
7
5
0
円
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
1
1
,
9
5
0
円

　
（

+
2
0
0
円

）

・
特

定
継
続
　
　
（
現
　
行
）
　
1
7
,
6
2
5
円
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
1
7
,
9
2
5
円

　
（

+
3
0
0
円

）

○
 
第

8
条

６
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

（
介

護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
所

得
割

額
）

介
護

納
付
金
課
税
額
に
係
る
所
得
割
額
の
税
率
の
改
正

・
（

現
　
行
）
　
1
0
0
分
の
1
.
9
2
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
1
0
0
分
の
1
.
9
1
　

（
-
0
.
0
1
）
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改
正

条
項

等
改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

　
概

　
　

　
　

　
　

　
要

（
国

民
健

康
保

険
税

の
減

額
）

（
国

民
健

康
保

険
税

の
減

額
）

○
 
第

9
条

７
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

（
介

護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
被

保
険

者
均

等
割

額
）

介
護

納
付
金
課
税
額
に
係
る
均
等
割
額
の
改
正

・
（

現
　
行
）
　
8
,
0
0
0
円
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
8
,
7
0
0
円
　
（
+
7
0
0
円

）

○
 
第

9
条

の
2

８
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

・
５

割
軽
減
基
準
額

（
現

　
行
）
４
３
万
円
＋
（
２
９
万
円

×
被
保
険
者
数
）
＋
１
０
万
円
×

（
給

与
所

得
者

等
の

数
－

１
）

以
下

（
改

正
後
）
４
３
万
円
＋
（
２
９
．
５
万
円

×
被
保
険
者
数
）
＋
１
０
万
円

×
（

給
与

所
得

者
等

の
数

－
１

）
以

下

・
２

割
軽
減
基
準
額

（
現

　
行
）
４
３
万
円
＋
（
５
３
．
５
万
円

×
被
保
険
者
数
）
＋
１
０
万
円

×
（

給
与

所
得

者
等

の
数

－
１

）
以

下

（
改

正
後
）
４
３
万
円
＋
（
５
４
．
５
万
円

×
被
保
険
者
数
）
＋
１
０
万
円

×
（

給
与

所
得

者
等

の
数

－
１

）
以

下

（
介

護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
世

帯
別

平
等

割
額

）

介
護

納
付
金
課
税
額
に
係
る
平
等
割
額
の
改
正

・
（

現
　
行
）
　
6
,
4
0
0
円
　
⇒
　
（
改
正
後
）
　
6
,
7
0
0
円
　
（
+
3
0
0
円

）

○
 
第

2
3
条

９
　

地
方

税
法

施
行

令
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

減
額

措
置
に
係
る
軽
減
判
定
所
得
の
基
準
額
の
見
直
し

平
等
割

(
一

　
　

般
）

1
6
,
4
5
0
円

⇒
1
6
,
7
3
0
円

(
+
2
8
0
円

)

○
 
第

2
3
条

1
0
　

国
民

健
康

保
険

税
率

等
の

改
正

均
等

割
額
及
び
平
等
割
額
の
改
正
に
伴
う
、
各
軽
減
率
に
応
じ
た
額
の
改
正

・
７

割
軽
減
（
第
１
号
）

■
 
基
礎
課
税
額
（
医
療
分
）

均
等
割

1
6
,
1
7
0
円

⇒
1
7
,
2
2
0
円

(
+
1
,
0
5
0
円

)

(
特

定
継

続
）

1
2
,
3
3
7
円

⇒
1
2
,
5
4
7
円

(
+
2
1
0
円

)

(
特

定
世

帯
）

8
,
2
2
5
円

⇒
8
,
3
6
5
円

(
+
1
4
0
円

)

■
 
介
護
納
付
金
課
税
額

均
等
割

5
,
6
0
0
円

⇒
6
,
0
9
0
円

(
+
4
9
0
円

)

■
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

均
等
割

5
,
8
8
0
円

⇒
6
,
2
3
0
円

(
+
3
5
0
円

)

・
５

割
軽
減
（
第
２
号
）

■
 
基
礎
課
税
額
（
医
療
分
）

均
等
割

1
1
,
5
5
0
円

⇒
1
2
,
3
0
0
円

(
+
7
5
0
円

)

平
等
割

4
,
4
8
0
円

⇒
4
,
6
9
0
円

(
+
2
1
0
円

)

(
特

定
世

帯
）

5
,
8
7
5
円

⇒
5
,
9
7
5
円

(
+
1
0
0
円

)

平
等
割

(
一

　
　

般
）

1
1
,
7
5
0
円

⇒
1
1
,
9
5
0
円

(
+
2
0
0
円

)
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改
正

条
項

等
改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

　
概

　
　

　
　

　
　

　
要

（
国

民
健

康
保

険
税

の
減

額
）

被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る

額
を

減
額

・
７
割
軽
減
（
第
１
号
）
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

・
５
割
軽
減
（
第
２
号
）
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

・
２
割
軽
減
（
第
３
号
）
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

・
上
記
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

■
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る

額
を

減
額

・
７
割
軽
減
（
第
１
号
）
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

・
５
割
軽
減
（
第
２
号
）
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

・
２
割
軽
減
（
第
３
号
）
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯

・
上
記
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

■
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

均
等
割

4
,
2
0
0
円

⇒
4
,
4
5
0
円

(
+
2
5
0
円

)

(
特

定
継

続
）

8
,
8
1
2
円

⇒
8
,
9
6
2
円

(
+
1
5
0
円

)

平
等
割

3
,
2
0
0
円

⇒
3
,
3
5
0
円

(
+
1
5
0
円

)

・
２

割
軽
減
（
第
３
号
）

■
 
介
護
納
付
金
課
税
額

均
等
割

4
,
0
0
0
円

⇒
4
,
3
5
0
円

(
+
3
5
0
円

)

平
等
割

(
一

　
　

般
）

4
,
7
0
0
円

⇒
4
,
7
8
0
円

(
+
8
0
円

)

■
 
基
礎
課
税
額
（
医
療
分
）

均
等
割

4
,
6
2
0
円

⇒
4
,
9
2
0
円

(
+
3
0
0
円

)

(
特

定
継

続
）

3
,
5
2
5
円

⇒
3
,
5
8
5
円

(
+
6
0
円

)

(
特

定
世

帯
）

2
,
3
5
0
円

⇒
2
,
3
9
0
円

(
+
4
0
円

)

○
 
第

2
3
条

1
1
　

未
就

学
児

の
被

保
険

者
均

等
割

額
に

係
る

減
額

の
改

正

■
 
介
護
納
付
金
課
税
額

均
等
割

1
,
6
0
0
円

⇒
1
,
7
4
0
円

(
+
1
4
0
円

)

■
 
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

均
等
割

1
,
6
8
0
円

⇒
1
,
7
8
0
円

(
+
1
0
0
円

)

■
 
基
礎
課
税
額
（
医
療
分
）

3
,
4
6
5
円

⇒
3
,
6
9
0
円

(
+
2
2
5
円

)

平
等
割

1
,
2
8
0
円

⇒
1
,
3
4
0
円

(
+
6
0
円

)

1
1
,
5
5
0
円

⇒
1
2
,
3
0
0
円

(
+
7
5
0
円

)

1
,
2
6
0
円

⇒
1
,
3
3
5
円

(
+
7
5
円

)

5
,
7
7
5
円

⇒
6
,
1
5
0
円

(
+
3
7
5
円

)

9
,
2
4
0
円

⇒
9
,
8
4
0
円

(
+
6
0
0
円

)

4
,
2
0
0
円

⇒
4
,
4
5
0
円

(
+
2
5
0
円

)

2
,
1
0
0
円

⇒
2
,
2
2
5
円

(
+
1
2
5
円

)

3
,
3
6
0
円

⇒
3
,
5
6
0
円

(
+
2
0
0
円

)
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（単位：円）

（単位：円）

456,272−37,797,945 −37,341,673

5,311,903

令和６年度
187,936,401
135,168,616

192,631,252
140,024,247

令和５年度

⽀援⾦分

−1,592,762

必要保険税額

99,755,671 105,067,574
（−）調整

＋2,385,000
納付⾦額
（＋）調整 ＋2,385,000 0

医 療 分

必要保険税額 103,373,752
所 要 額

介護分（退職分含む）

退職分
⽀援⾦分

納付⾦確定額

140,024,247
0

40,125,949
40,125,949

0
12,481,056

135,168,616
0

40,661,011
40,661,011

医療分

0
⼀般分
退職分

⼀般分

4,694,851
4,855,631

4,855,631
0

令和５年度 令和６年度 増減
135,168,616 140,024,247 4,855,631

12,106,774

-535,062
-535,062

0

374,282

1．令和６年度 国⺠健康保険事業納付⾦

２．令和６年度 国保必要保険税額

令和６年度 江差町国⺠健康保険税率の算定等について

所 要 額 146,659,572 151,503,129 4,843,557

＋2,385,000 ＋2,385,000 0
（−）調整 −43,661,829 −43,513,123 148,706

納付⾦額 187,936,401 192,631,252 4,694,851
（＋）調整

0
（−）調整

増減

108,317,087 4,943,335
40,125,949 -535,062

（＋）調整 0
−4,271,122

納付⾦額 40,661,011

−4,550,610 -279,488

0

37,709,730 36,675,607 -1,034,123
所 要 額 36,389,889 35,575,339 -814,550

0

0
（−）調整

必要保険税額 151,978,831 156,188,793 4,209,962

合  計

収納率 97.0%

−1,620,840 -28,078

必要保険税額 10,895,349 11,196,099 300,750

介 護 分
（＋）調整

所 要 額

納付⾦額 12,106,774 12,481,056 374,282
0

10,514,012 10,860,216 346,204

■必要保険税額に対する税率の算定は退職分を除く⼀般分により算定
■「納付⾦額」は北海道に納付する国保事業費納付⾦の額
■「(＋)調整」は町の保健事業や特定検診に要する経費。「(−)調整」は国や道の交付⾦や過年度
 保険税収納分等の控除対象経費
■「必要保険税額」は、所要額に対し算定収納率（97.0％）として算出
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■

■

8,700

12.34%
42,200

32,500

医療・⽀援

介護
世帯数

（世帯）

被保険者数
（⼈）

医療・⽀援

介護

377 355

1,026 990

1,389 1,329

426 401

⽐ 較令和５年度
7.45%

23,100
0.23%
1,50024,600

23,900
2.75%
8,900

23,500

1.92%
400

世帯数・被保険者数
令和５年度 令和６年度 増減

400
0.00%

700
300

8,600

1.91%

10.43%
33,500

0

46
配分⽐率区 分

合 計

所得割

均等割

平等割

12.12%
39,500
38,500

応能・応益の配分⽐率は、約「46：54」の⽐率により積算

0.22%
2,700

世帯に属する被保険者の前年の所得額に税率をかけて積算所得割

39,200

-22

-36

-60

-25

説      明

700

応能

(単位：％、円）

⽀援⾦分

6,700

被保険者１⼈あたりの税額

500

7.68%

 納付⾦通知から算定された必要保険税額を基に、令和６年度の推計世帯数、被保険者数、応能・応益⽐率
により税率を算定した。
 北海道が⽰す「令和１２年度統⼀保険料」に向けて、江差町では令和６年度に全道平均である応能・応益
の⽐率を「所得割47％、均等割32％、平等割21％」に近づけられるよう段階的に調整を⾏ってきましたが、
全道平均と当町では世帯構成と所得構成が異なることや北海道への納付⾦の激変緩和措置の終了などもあ
り、令和１２年度までに全道平均の⽔準まで段階的に調整していくこととし、令和６年度は「所得割46％、
均等割32％、平等割22％」で税率を算定することとした。
 なお、令和６年度については、激変緩和措置が終了することなどにより、国保必要保険税額で約５００万
円の増額、加えてそれを⽀える国保世帯数・被保険者数の減少により、さらに国保必要保険税額が増額とな
り、ほとんどの世帯で昨年度と⽐較し負担増となることから、収納率を96.5％から97.0％とし、基⾦から７
５０万円を補填（医療分700万円、介護分50万円）し、必要保険税額の軽減に努めることとした。

31,500
32,100

10.20%

介護分
(40才以上)

所得割

均等割

平等割

8,000
6,400

-0.01%

2,000

平等割

所得割

均等割

⼩ 計

所得割

均等割

平等割

所得割

均等割医療分

令和６年度

平等割

2.75%

３．令和６年度 国保税率

8,400
8,600

0.23%

32

22
応益

均等割

平等割 加⼊世帯１世帯あたりの税額
54
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〇未就学児１⼈当たりの均等割軽減額

４．地⽅税法施⾏令の改正

(単位：円）

（１）地⽅税法施⾏令の改正に伴い、以下のとおり課税限度額を改正。

5,775

（２）地⽅税法施⾏令の改正に伴い、以下のとおり減額措置に係る軽減判定所得の基準額を改正。

 〔現 ⾏〕基礎控除額43万円＋(29万円×被保険者数)＋10万円×（給与所得者等の数−1)以下
①５割軽減基準額

 〔改正後〕基礎控除額43万円＋(29.5万円×被保険者数)＋10万円×（給与所得者等の数−1)以下

 〔現 ⾏〕基礎控除額43万円＋(53.5万円×被保険者数)＋10万円×(給与所得者等の数−1)以下

 〔改正後〕基礎控除額43万円＋(54.5万円×被保険者数)＋10万円×(給与所得者等の数−1)以下

②２割軽減基準額

５．未就学児の均等割額に係る軽減措置額の改正

⽐較

20,000

令和６年度令和５年度

240,000220,000後期⾼齢者⽀援⾦分

未就学児に係る減額

9,840

12,300

225

375

600

750

 令和４年度から、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の⼀部を改正する法律
の施⾏に伴い、⼦育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国⺠健康保険被保険者のうち未就学児に係る
均等割額の５割軽減を実施しております。
 また、世帯所得に応じて7割・５割・２割の軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減適⽤
後の⾦額からさらに５割を軽減しております。
 なお、令和６年度については税率改正に伴い、以下のとおり軽減額を改正します。

（単位：円）

医療分

所得に係る軽減のない世帯
未就学児に係る減額

７割軽減世帯
未就学児に係る減額

世帯所得による軽減割合

５割軽減世帯
未就学児に係る減額
２割軽減世帯
未就学児に係る減額

令和５年度 令和６年度 ⽐   較

3,465

9,240

11,550

3,690

6,150

⽀援⾦分

７割軽減世帯 1,260 1,335 75未就学児に係る減額
５割軽減世帯 2,100 2,225 125未就学児に係る減額
２割軽減世帯 3,360 3,560 200未就学児に係る減額
所得に係る軽減のない世帯 4,200 4,450 250
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差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
課

税
額
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２

条
 
（

略
）

 
第
２
条
 
（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

３
 

第
１
項

第
２

号
の

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項

の
世

帯
主
を

除
く

。
）

及
び

そ
の

世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所

得
割

額
並
び

に
被

保
険

者
均

等
割

額
及

び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。

た
だ

し
、
当

該
合

算
額

が
２

４
０

，
０

０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後

期
高

齢
者
支

援
金

等
課

税
額

は
、

２
４

０
，

０
０
０
円
と
す
る
。
 

３
 

第
１
項
第
２
号
の
後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

は
、

世
帯

主
（

前
条

第
２

項

の
世
帯
主
を
除
く
。
）

及
び

そ
の

世
帯

に
属

す
る

被
保

険
者

に
つ

き
算

定
し

た
所

得
割
額
並
び
に
被
保
険

者
均

等
割

額
及

び
世

帯
別

平
等

割
額

の
合

算
額

と
す

る
。

た
だ
し
、
当
該
合
算
額

が
２

２
０

，
０

０
０

円
を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

、
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額

は
、

２
２

０
，

０
０

０
円

と
す

る
。

 

４
 

（
略
）
 

４
 

（
略
）
 

（
国

民
健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

所
得

割
額

）
 

第
３

条
 
前

条
第

２
項

の
所

得
割

額
は

、
賦

課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る

地
方
税

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

２
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

３
１

４
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額

か
ら

同
条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

控
除

を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額

の
合
計

額
（

以
下

「
基

礎
控

除
後

の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
１
０

０
分

の
７
．

６
８

を
乗

じ
て

算
定

す
る

。
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所

得
割

額
は

、
賦

課
期

日
の

属
す

る
年

の
前

年
の

所
得

に

係
る
地
方
税
法
（
昭
和

２
５

年
法

律
第

２
２

６
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

３
１
４
条
の
２
第
１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額

の
合

計
額

か
ら
同
条
第
２
項
の
規

定
に

よ
る

控
除

を
し

た
後

の
総

所
得

金
額
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び

山
林

所
得

金
額
の
合
計
額
（
以
下

「
基

礎
控

除
後

の
総

所
得

金
額

等
」

と
い

う
。

）
に

１
０

０
分
の
７
．
４
５
を
乗

じ
て

算
定

す
る

。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
国

民
健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

被
保

険
者

均
等

割
額

）
 

第
４

条
 
第

２
条

第
２

項
の

被
保

険
者

均
等

割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
２

４
，

６
０
０

円
と

す
る

。
 

第
４
条
 
第
２
条
第
２
項
の

被
保

険
者

均
等

割
額

は
、

被
保

険
者

１
人

に
つ

い
て

２

３
，
１
０
０
円
と
す
る

。
 

（
国

民
健
康

保
険

の
被

保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
に

係
る

基
礎

課
税

額
の

世
帯
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平
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額
）
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後
 

改
正

前
 

第
５

条
 
第

２
条

第
２

項
の

世
帯

別
平

等
割

額
は
、
次
の
各
号
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掲
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第
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条
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２
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第
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項
の

世
帯
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割

額
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各

号
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掲
げ
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帯
の

区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

額
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す
る

。
 

（
１

）
 
特

定
世

帯
（

特
定

同
一

世
帯

所
属

者
（
国
民
健
康
保
険
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６
条
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８
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を
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す
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。
）

と
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帯
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す
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す
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同
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の
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す
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。
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。
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２
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）
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び
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帯
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世
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す
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者
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月
以
後
５
年
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の
翌
月
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以
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８
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。
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３
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，
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０

０
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（
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特
定
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６
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８
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た
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で
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格
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た
日
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以
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て
同

一
の
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に
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す
る

も
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を
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以
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同
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。
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と
同
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す
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す
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で
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す
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す
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も
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が
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い
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。
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を
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３
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す
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す
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５
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翌
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以
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８
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を
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が
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２
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３
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０
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（
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帯
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０

円
 

（
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）
 
特
定
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帯
 
１
１

，
７

５
０

円
 

（
３

）
 
特

定
継

続
世

帯
 
１
７

，
９

２
５
円
 

（
３
）
 
特
定
継
続
世
帯
 

１
７

，
６

２
５

円
 

（
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健
康

保
険
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被

保
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係
る

後
期
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等
割
額

）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険

者
に

係
る

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
課

税
額

の
被

保
険

者
均
等
割
額
）
 

第
７

条
 
第

２
条

第
３

項
の

被
保

険
者

均
等

割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
８
，

９
０

０
円
と

す
る

。
 

第
７
条
 
第
２
条
第
３
項
の

被
保

険
者

均
等

割
額

は
、
被
保

険
者

１
人

に
つ

い
て

８
，

４
０
０
円
と
す
る
。
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
介

護
納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

所
得

割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険

者
に

係
る

所
得

割
額

）
 

第
８

条
 
第

２
条

第
４

項
の

所
得

割
額

は
、

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基

礎
控

除
後
の

総
所

得
金

額
等

に
１

０
０

分
の
１
．
９
１
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
８
条
 
第
２
条
第
４
項
の

所
得

割
額

は
、

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

基

礎
控
除
後
の
総
所
得
金

額
等

に
１

０
０

分
の

１
．

９
２

を
乗

じ
て

算
定

す
る

。
 

（
介

護
納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者
均
等
割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険

者
に

係
る

被
保

険
者

均
等

割
額

）
 

第
９

条
 
第

２
条

第
４

項
の

被
保

険
者

均
等

割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

１
人

に
つ
い

て
８

，
７

０
０

円
と

す
る

。
 

第
９
条
 
第
２
条
第
４
項
の

被
保

険
者

均
等

割
額

は
、

介
護

納
付

金
課

税
被

保
険

者

１
人
に
つ
い
て
８
，
０

０
０

円
と

す
る

。
 

（
介

護
納
付

金
課

税
被

保
険

者
に

係
る

世
帯

別
平
等
割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険

者
に

係
る

世
帯

別
平

等
割

額
）
 

第
９

条
の
２

 
第

２
条

第
４

項
の

世
帯

別
平

等
割
額
は
、
１
世
帯
に
つ
い
て
６
，
７

０
０

円
と
す

る
。

 

第
９
条
の
２
 
第
２
条
第
４

項
の

世
帯

別
平

等
割

額
は

、
１

世
帯

に
つ

い
て

６
，

４

０
０
円
と
す
る
。
 

（
国

民
健
康

保
険

税
の

減
額

）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の

減
額

）
 

第
２

３
条
 

次
の

各
号

の
一

に
掲

げ
る

国
民

健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す

る
国
民

健
康

保
険

税
の

額
は

、
第

２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

及
び

イ
に
掲

げ
る

額
を

減
額

し
て

得
た

額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
５
０
，

０
０

０
円
を

超
え

る
場

合
に

は
、

６
５

０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の

後
期

高
齢
者

支
援

金
等

課
税

額
か

ら
ウ

及
び

エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当

該
減
額

し
て

得
た

額
が

２
４

０
，
０

０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
２
４
０
，

０
０

０
円
）

並
び

に
同

条
第

４
項

本
文

の
介

護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に

掲
げ

る
額
を

減
額

し
て

得
た

額
（

当
該

減
額

し
て
得
た
額
が
１
７
０
，
０
０
０
円

を
超

え
る
場

合
に

は
、

１
７

０
，

０
０

０
円

）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

第
２
３
条
 

次
の
各
号
の
一

に
掲

げ
る

国
民

健
康

保
険

税
の

納
税

義
務

者
に

対
し

て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の

額
は

、
第

２
条

第
２

項
本

文
の

基
礎

課
税

額
か

ら
ア

及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額

し
て

得
た

額
（

当
該

減
額

し
て

得
た

額
が

６
５

０
，

０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
６
５
０
，
０
０
０
円
 
 
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の

後
期
高
齢
者
支
援
金
等

課
税

額
か

ら
ウ

及
び

エ
に

掲
げ

る
額

を
減

額
し

て
得

た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た

額
が

２
２

０
，

０
０

０
円

を
超

え
る

場
合

に
は

２
２

０
，

０
０
０
円
 
 
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し

て
得

た
額

（
当

該
減

額
し

て
得

た
額

が
１

７
０

，
０

０
０

円
を
超
え
る
場
合
に
は

、
１

７
０

，
０

０
０

円
）

の
合

算
額

と
す

る
。
 

（
１

）
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額

の
合
計

額
が

、
４

３
０

，
０

０
０

円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に

（
１
）
 
法
第
７
０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額
の
合
計
額
が
、
４

３
０

，
０

０
０

円
（

納
税

義
務

者
並

び
に

そ
の

世
帯

に

- 101 -



江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

属
す

る
国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与

所
得

を
有
す

る
者

（
前

年
中

に
法

第
７

０
３
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所

得
金

額
に
係

る
所

得
税

法
（

昭
和

４
０

年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項

に
規

定
す
る

給
与

所
得

に
つ

い
て

同
条

第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額

の
控

除
を
受

け
た

者
（

同
条

第
１

項
に

規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５

０
，

０
０
０

円
を

超
え

る
者

に
限

る
。

）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。

）
の
数

及
び

公
的

年
金

等
に

係
る

所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７

０
３

条
の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

総
所

得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
３
５
条
第

３
項

に
規
定

す
る

公
的

年
金

等
に

係
る

所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す

る
公

的
年
金

等
控

除
額

の
控

除
を

受
け

た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
つ

て
は

当
該
公

的
年

金
等

の
収

入
金

額
が

６
０
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
者
に
限

り
、
年

齢
６

５
歳

以
上

の
者

に
あ

つ
て

は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
，

１
０

０
，
０

０
０

円
を

超
え

る
者

に
限

る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る

者
を

除
く
。

）
の

数
の

合
計

数
（

以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の

数
」

と
い
う

。
）

が
２

以
上

の
場

合
に

あ
つ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当

該
給

与
所
得

者
等

の
数

か
ら

１
を

減
じ

た
数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て

得
た

金
額
を

加
算

し
た

金
額

）
を

超
え

な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

の
う

ち
給

与

所
得
を
有
す
る
者
（
前

年
中

に
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所

得
金
額
に
係
る
所
得
税

法
（

昭
和

４
０

年
法

律
第

３
３

号
）

第
２

８
条

第
１

項

に
規
定
す
る
給
与
所
得

に
つ

い
て

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

給
与

所
得

控
除

額

の
控
除
を
受
け
た
者
（

同
条

第
１

項
に

規
定

す
る

給
与

等
の

収
入

金
額

が
５

５

０
，
０
０
０
円
を
超
え

る
者

に
限

る
。

）
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同

じ
。
）
の
数
及
び
公
的

年
金

等
に

係
る

所
得

を
有

す
る

者
（

前
年

中
に

法
第

７

０
３
条
の
５
第
１
項
に

規
定

す
る

総
所

得
金

額
に

係
る

所
得

税
法

第
３

５
条

第

３
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金

等
に

係
る

所
得

に
つ

い
て

同
条

第
４

項
に

規
定

す

る
公
的
年
金
等
控
除
額

の
控

除
を

受
け

た
者

（
年

齢
６

５
歳

未
満

の
者

に
あ

つ

て
は
当
該
公
的
年
金
等

の
収

入
金

額
が

６
０

０
，

０
０

０
円

を
超

え
る

者
に

限

り
、
年
齢
６
５
歳
以
上

の
者

に
あ

つ
て

は
当

該
公

的
年

金
等

の
収

入
金

額
が

１
，

１
０
０
，
０
０
０
円
を

超
え

る
者

に
限

る
。

）
を

い
い

、
給

与
所

得
を

有
す

る

者
を
除
く
。
）
の
数
の

合
計

数
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

給
与

所
得

者
等

の

数
」
と
い
う
。
）
が
２

以
上

の
場

合
に

あ
つ

て
は

、
４

３
０

，
０

０
０

円
に

当

該
給
与
所
得
者
等
の
数

か
ら

１
を

減
じ

た
数

に
１

０
０

，
０

０
０

円
を

乗
じ

て

得
た
金
額
を
加
算
し
た

金
額

）
を

超
え

な
い

世
帯

に
係

る
納

税
義

務
者
 

ア
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
被

保
険
者

（
第

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人
に

つ
い

て
 
１

７
，

２
２

０
円
 

ア
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額

 
被
保
険
者
（
第

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る

世
帯

主
を

除
く

。
）

 
１

人
に

つ
い
て
 
１
６
，

１
７

０
円
 

イ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
 

次
に

掲
げ
る

世
帯

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
世

帯
別

平
等

割
額

 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の

区
分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
に

定
め

る
額
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民
健
康
保
険
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条
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新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

・
特

定
世
帯

及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世
帯
 

１
６
，
７
３
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び
特

定
継
続

世
帯

以
外

の
世

帯
 

１
６

，
４

５
０

円
 

・
特

定
世
帯

 
８

，
３

６
５

円
 

・
特
定
世
帯
 
８

，
２

２
５

円
 

・
特

定
継
続

世
帯

 
１

２
，

５
４

７
円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 

１
２
，

３
３

７
円
 

ウ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

保
険

者
均
等

割
額

 
被

保
険

者
（

第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。

）
 
１

人
に

つ
い

て
 
６
，

２
３

０
円
 

ウ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被

保
険
者
均
等
割
額
 

被
保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。
）
 
１
人
に

つ
い

て
 

５
，

８
８

０
円
 

エ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別

平
等
割

額
 
次

に
掲
げ

る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
 

エ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

世

帯
別
平
等
割
額
 
次

に
掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に
定

め
る

額
 

・
特

定
世
帯

及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世
帯
 

６
，
０
２
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世

帯
 

６
，

０
２

０
円

 

・
特

定
世
帯

 
３

，
０

１
０

円
 

・
特
定
世
帯
 
３
，

０
１
０

円
 

・
特

定
継
続

世
帯

 
４

，
５

１
５

円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
４

，
５

１
５

円
 

オ
 

介
護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

介
護
納
付
金

課
税

被
保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人

に
つ

い
て
 
６
，

０
９

０
円
 

オ
 

介
護
納
付
金
課

税
被
保

険
者

に
係

る
被

保
険

者
均

等
割

額
 

介
護

納
付

金

課
税
被
保
険
者
（
第

１
条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。

）
 

１
人

に
つ
い
て
 

５
，

６
０

０
円
 

カ
 

介
護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い

て
 

４
，
６

９
０

円
 

カ
 

介
護
納
付
金
課

税
被
保

険
者

に
係

る
世

帯
別

平
等

割
額

 
１

世
帯

に
つ

い

て
 

４
，
４
８
０

円
 

（
２

）
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額

の
合
算

額
が

、
４

３
０

，
０

０
０

円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に

属
す

る
国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与

所
得

者
等
の

数
が

２
以

上
の

場
合

に
あ

つ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当
該

（
２
）
 
法
第
７
０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４

３
０

，
０

０
０

円
（

納
税

義
務

者
並

び
に

そ
の

世
帯

に

属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

の
う

ち
給

与

所
得
者
等
の
数
が
２
以

上
の

場
合

に
あ

つ
て

は
、

４
３

０
，

０
０

０
円

に
当

該
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

給
与

所
得
者

等
の

数
か

ら
１

を
減

じ
た

数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得

た
金

額
を
加

算
し

た
金

額
）

に
被

保
険

者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に

つ
き
２
９
５
，
０
０
０
円
 
 
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税

義
務

者
（
前

号
に

該
当

す
る

者
を

除
く

。
）
 

給
与
所
得
者
等
の
数
か

ら
１

を
減

じ
た

数
に

１
０

０
，

０
０

０
円

を
乗

じ
て

得

た
金
額
を
加
算
し
た
金

額
）

に
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

１
人

に

つ
き
、
２
９
０
，
０
０

０
円

を
加

算
し

た
金

額
を

超
え

な
い

世
帯

に
係

る
納

税

義
務
者
（
前
号
に
該
当

す
る

者
を

除
く

。
）
 

ア
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
被

保
険
者

（
第

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人
に

つ
い

て
 
１

２
，

３
０

０
円
 

ア
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額

 
被
保
険
者
（
第

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る

世
帯

主
を

除
く

。
）

 
１

人
に

つ
い
て
 
１
１
，

５
５

０
円
 

イ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
 

次
に

掲
げ
る

世
帯

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
世

帯
別

平
等

割
額

 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の

区
分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
に

定
め

る
額
 

・
特

定
世
帯

及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世
帯
 

１
１
，
９
５
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び
特

定
継
続

世
帯

以
外

の
世

帯
 

１
１

，
７

５
０

円
 

・
特

定
世
帯

 
５

，
９

７
５

円
 

・
特
定
世
帯
 
５

，
８

７
５

円
 

・
特

定
継
続

世
帯

 
８

，
９

６
２

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 

８
，
８

１
２

円
 

ウ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

保
険

者
均
等

割
額

 
被

保
険

者
（

第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。

）
 
１

人
に

つ
い

て
 
４
，

４
５

０
円
 

ウ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被

保
険
者
均
等
割
額
 

被
保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。
）
 
１
人
に

つ
い

て
 

４
，

２
０

０
円
 

エ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別

平
等
割

額
 
次

に
掲
げ

る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
 

エ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

世

帯
別
平
等
割
額
 
次

に
掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に
定

め
る

額
 

・
特

定
世
帯

及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世
帯
 

４
，
３
０
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世

帯
 

４
，

３
０

０
円

 

・
特

定
世
帯

 
２

，
１

５
０

円
 

・
特
定
世
帯
 
２
，

１
５
０

円
 

・
特

定
継
続

世
帯

 
３

，
２

２
５

円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
３

，
２

２
５

円
 

- 104 -



江
差
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民
健
康
保
険
税
条
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新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

オ
 

介
護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

介
護
納
付
金

課
税

被
保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人

に
つ

い
て
 
４
，

３
５

０
円
 

オ
 

介
護
納
付
金
課

税
被
保

険
者

に
係

る
被

保
険

者
均

等
割

額
 

介
護

納
付

金

課
税
被
保
険
者
（
第

１
条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。

）
 

１
人

に
つ
い
て
 

４
，

０
０

０
円
 

カ
 

介
護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い

て
 

３
，
３

５
０

円
 

カ
 

介
護
納
付
金
課

税
被
保

険
者

に
係

る
世

帯
別

平
等

割
額

 
１

世
帯

に
つ

い

て
 

３
，
２
０
０

円
 

（
３

）
 
法

第
７

０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額

の
合
算

額
が

、
４

３
０

，
０

０
０

円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に

属
す

る
国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与

所
得

者
等
の

数
が

２
以

上
の

場
合

に
あ

つ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当
該

給
与

所
得
者

等
の

数
か

ら
１

を
減

じ
た

数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得

た
金

額
を
加

算
し

た
金

額
）

に
被

保
険

者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に

つ
き

５
４
５

，
０

０
０

円
を

加
算

し
た

金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義

務
者

（
前
２

号
に

該
当

す
る

者
を

除
く

。
）
 

（
３
）
 
法
第
７
０
３

条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

及
び

山
林

所
得

金
額
の
合
算
額
が
、
４

３
０

，
０

０
０

円
（

納
税

義
務

者
並

び
に

そ
の

世
帯

に

属
す
る
国
民
健
康
保
険

の
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

の
う

ち
給

与

所
得
者
等
の
数
が
２
以

上
の

場
合

に
あ

つ
て

は
、

４
３

０
，

０
０

０
円

に
当

該

給
与
所
得
者
等
の
数
か

ら
１

を
減

じ
た

数
に

１
０

０
，

０
０

０
円

を
乗

じ
て

得

た
金
額
を
加
算
し
た
金

額
）

に
被

保
険

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

１
人

に

つ
き
５
３
５
，
０
０
０

円
を

加
算

し
た

金
額

を
超

え
な

い
世

帯
に

係
る

納
税

義

務
者
（
前
２
号
に
該
当

す
る

者
を

除
く

。
）
 

ア
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
被

保
険
者

（
第

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人
に

つ
い

て
 
４

，
９

２
０

円
 

ア
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額

 
被
保
険
者
（
第

１
条

第
２

項
に

規
定

す
る

世
帯

主
を

除
く

。
）

 
１

人
に

つ
い
て
 
４
，
６

２
０

円
 

イ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
 

次
に

掲
げ
る

世
帯

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
世

帯
別

平
等

割
額

 

次
に
掲
げ
る
世
帯
の

区
分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
に

定
め

る
額
 

・
特

定
世
帯

及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世
帯
 

４
，
７
８
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び
特

定
継
続

世
帯

以
外

の
世

帯
 

４
，

７
０

０
円

 

・
特

定
世
帯

 
２

，
３

９
０

円
 

・
特
定
世
帯
 
２

，
３

５
０

円
 

・
特

定
継
続

世
帯

 
３

，
５

８
５

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 

３
，
５

２
５

円
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

ウ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

保
険

者
均
等

割
額

 
被

保
険

者
（

第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。

）
 
１

人
に

つ
い

て
 
１
，

７
８

０
円
 

ウ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被

保
険
者
均
等
割
額
 

被
保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。
）
 
１
人
に

つ
い

て
 

１
，

６
８

０
円
 

エ
 

国
民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別

平
等
割

額
 
次

に
掲
げ

る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
 

エ
 

国
民
健
康
保
険

の
被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

世

帯
別
平
等
割
額
 
次

に
掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に
定

め
る

額
 

・
特

定
世
帯

及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世
帯
 

１
，
７
２
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定

継
続

世
帯

以
外

の
世

帯
 

１
，

７
２

０
円

 

・
特

定
世
帯

 
８

６
０

円
 

・
特
定
世
帯
 
８
６

０
円
 

・
特

定
継
続

世
帯

 
１

，
２

９
０

円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
１

，
２

９
０

円
 

オ
 

介
護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
被
保
険
者
均
等
割
額
 

介
護
納
付
金

課
税

被
保
険

者
（

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 

１
人

に
つ

い
て
 
１
，

７
４

０
円
 

オ
 

介
護
納
付
金
課

税
被
保

険
者

に
係

る
被

保
険

者
均

等
割

額
 

介
護

納
付

金

課
税
被
保
険
者
（
第

１
条
第

２
項

に
規

定
す

る
世

帯
主

を
除

く
。

）
 

１
人

に
つ
い
て
 

１
，

６
０

０
円
 

カ
 

介
護
納

付
金

課
税

被
保

険
者

に
係

る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い

て
 

１
，
３

４
０

円
 

カ
 

介
護
納
付
金
課

税
被
保

険
者

に
係

る
世

帯
別

平
等

割
額

 
１

世
帯

に
つ

い

て
 

１
，
２
８
０

円
 

２
 

国
民
健

康
保

険
税

の
納

税
義

務
者

の
属

す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最

初
の
３

月
３

１
日

以
前

で
あ

る
被

保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）

が
あ

る
場
合

に
お

け
る

当
該

納
税

義
務

者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額

（
当

該
納
税

義
務

者
の

世
帯

に
属

す
る

未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均

等
割

額
（
前

項
に

規
定

す
る

金
額

を
減

額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の

減
額
後

の
被

保
険

者
均

等
割

額
）

に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割

額
か

ら
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

２
 

国
民
健
康
保
険
税
の
納

税
義

務
者

の
属

す
る

世
帯

内
に

６
歳

に
達

す
る

日
以

後

の
最
初
の
３
月
３
１
日

以
前

で
あ

る
被

保
険

者
（

以
下
「

未
就
学

児
」
と

い
う
。
）

が
あ
る
場
合
に
お
け
る

当
該

納
税

義
務

者
に

対
し

て
課

す
る

被
保

険
者

均
等

割
額

（
当
該
納
税
義
務
者
の

世
帯

に
属

す
る

未
就

学
児

に
つ

き
算

定
し

た
被

保
険

者
均

等
割
額
（
前
項
に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
す

る
も

の
と

し
た

場
合

に
あ

つ
て

は
、

そ
の
減
額
後
の
被
保
険

者
均

等
割

額
）

に
限

る
。

）
は

、
当

該
被

保
険

者
均

等
割

額
か
ら
、
次
の
各
号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

を
減

額
し
て

得
た

額
と

す
る

。
 

を
減
額
し
て
得
た
額
と

す
る

。
 

（
１

）
 
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割

額
 

次
に
掲

げ
る

世
帯

の
区

分
に

応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て

次
に

定
め
る

額
 

（
１
）
 
国
民
健
康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
基

礎
課

税
額

の
被

保
険

者
均

等
割

額
 

次
に
掲
げ
る
世

帯
の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
未

就
学

児
１

人
に

つ
い

て

次
に
定
め
る
額
 

ア
 

前
項
第

１
号

ア
に

規
定

す
る

金
額

を
減
額
し
た
世
帯
 

３
，
６
９
０
円
 

ア
 

前
項
第
１
号
ア

に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
し

た
世

帯
 

３
，

４
６

５
円
 

イ
 

前
項
第

２
号

ア
に

規
定

す
る

金
額

を
減
額
し
た
世
帯
 

６
，
１
５
０
円
 

イ
 

前
項
第
２
号
ア

に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
し

た
世

帯
 

５
，

７
７

５
円
 

ウ
 

前
項
第

３
号

ア
に

規
定

す
る

金
額

を
減
額
し
た
世
帯
 

９
，
８
４
０
円
 

ウ
 

前
項
第
３
号
ア

に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
し

た
世

帯
 

９
，

２
４

０
円
 

エ
 

ア
か
ら

ウ
ま

で
に

掲
げ

る
世

帯
以

外
の
世
帯
 

１
２
，
３
０
０
円
 

エ
 

ア
か
ら
ウ
ま
で

に
掲
げ

る
世

帯
以

外
の

世
帯

 
１

１
，

５
５

０
円
 

（
２

）
 
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の

被
保

険
者
均

等
割

額
 
次
に

掲
げ

る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学

児
１

人
に
つ

い
て

次
に

定
め

る
額

 

（
２
）
 
国
民
健
康
保

険
の

被
保

険
者

に
係

る
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

課
税

額
の

被
保
険
者
均
等
割
額
 

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

未
就

学

児
１
人
に
つ
い
て
次
に

定
め

る
額

 

ア
 

前
項
第

１
号

ウ
に

規
定

す
る

金
額

を
減
額
し
た
世
帯
 

１
，
３
３
５
円
 

ア
 

前
項
第
１
号
ウ

に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
し

た
世

帯
 

１
，

２
６

０
円
 

イ
 

前
項
第

２
号

ウ
に

規
定

す
る

金
額

を
減
額
し
た
世
帯
 

２
，
２
２
５
円
 

イ
 

前
項
第
２
号
ウ

に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
し

た
世

帯
 

２
，

１
０

０
円
 

ウ
 

前
項
第

３
号

ウ
に

規
定

す
る

金
額

を
減
額
し
た
世
帯
 

３
，
５
６
０
円
 

ウ
 

前
項
第
３
号
ウ

に
規
定

す
る

金
額

を
減

額
し

た
世

帯
 

３
，

３
６

０
円
 

エ
 

ア
か
ら

ウ
ま

で
に

掲
げ

る
世

帯
以

外
の
世
帯
 

４
，
４
５
０
円
 

エ
 

ア
か
ら
ウ
ま
で

に
掲
げ

る
世

帯
以

外
の

世
帯

 
４

，
２

０
０

円
 

３
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
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＜
令

和
６

年
第

２
回

定
例

会
＞
伝

統
文

化
の

ま
ち

づ
く

り
共

創
型

空
港

ア
ク

セ
ス

改
善

事
業

概
要

【
概

要
】

・
檜
山
エ
リ
ア

の
３

町
（

厚
沢

部
町

・
江

差
町

・
上

ノ
国

町
）

と
函

館
空

港
へ

の
公

共
交

通
を

利
用

し
た

ア
ク

セ
ス

は
、

３
時

間
強

と
非

常
に

時
間

が
か

か
る
こ
と
か
ら
、

文
化

・
歴

史
的

な
イ

ベ
ン

ト
の

担
い

手
や

参
加

者
、

観
光

客
や

帰
省

客
に

と
っ

て
大

き
な

負
担

と
な

っ
て

い
る

。
・
こ
う
し
た
こ
と

か
ら

、
夏

期
の

イ
ベ

ン
ト

の
開

催
時

期
や

年
末

年
始

の
帰

省
時

期
に

お
い

て
、
函

館
空

港
か

ら
３

町
へ

ダ
イ

レ
ク

ト
に

ア
ク

セ
ス

す
る

乗
合

タ
ク

シ
ー

「
か

も
め

号
（

仮
称

）
」

を
実

証
運

行
し

、
イ

ベ
ン

ト
参

加
者

・
観

光
客

や
帰

省
客

の
公

共
交

通
需

要
の

開
拓

及
び

利
用

促
進

を
図

る
実
証
事
業

を
実

施
す

る
。

・
運
行
期
間

①
令

和
６

年
７

月
～

９
月

毎
週

金
・

土
・

日
・

月
曜

日

※
８

月
８

日
～

1
9
日

は
毎

日
運

行
②

令
和

６
年

1
2
月

2
8
日

～
3
1
日

・
令

和
７

年
１

月
３

日
～

６
日

・
運
行
便
数

１
日

７
便

（
空

港
→

上
ノ

国
町

３
便

、
上

ノ
国

町
→

空
港

４
便

）
・
運
行
区
間

函
館

空
港

⇔
厚
沢

部
町

・
江

差
町

・
上

ノ
国

町
の

指
定

乗
降

地
点

・
乗
降
地
点

厚
沢

部
町

：
う

ず
ら

温
泉

、
道

の
駅

あ
っ

さ
ぶ

江
差

町
：
道

立
江

差
病

院
、

壱
番

蔵
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

プ
ラ

ザ
え

さ
し

上
ノ

国
町

：
上

ノ
国

天
の

川
プ

ラ
ザ

【
事

業
主

体
・

共
創

パ
ー

ト
ナ

ー
】

・
事
業
主
体

：
函

館
タ

ク
シ

ー
（

株
）

・
共
創
パ
ー
ト
ナ

ー
：

厚
沢

部
町

・
江

差
町

・
上

ノ
国

町
・

北
海

道
エ

ア
ポ

ー
ト

（
株

）
・

檜
山
振

興
局

【
財

源
】

・
本
事
業
の
実
施

に
あ

た
っ

て
、

国
土

交
通

省
「

令
和

６
年

度
共

創
・

M
aa
S
実

証
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
（

共
創

モ
デ

ル
実

証
運

行
事

業
）

」
に

採
択

さ
れ

て
お

り
、

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

補
助

金
は

、
実
施
主
体

で
あ

る
函

館
タ

ク
シ

ー
（

株
）

に
事

業
完

了
後

に
交

付
さ

れ
る

。
・
残
り
の
財
源

は
、

厚
沢

部
町

・
江

差
町

・
上

ノ
国

町
の

３
町

及
び

北
海

道
エ

ア
ポ

ー
ト

（
株

）
が

負
担

。

補
正

額
［

補
正

額
］

1
,0
6
0
千
円
（
全
額
一
般
財
源
）

［
内

訳
］

・
職
員
旅
費
：
1
5
千
円

・
ア
ン
ケ
ー
ト
返
礼
品
：
3
0
千
円

・
ア
ン
ケ
ー
ト
返
礼
品
送
料
：
1
5
千
円

・
負
担
金
：
1
,0
0
0
千
円

檜
山

振
興

局

江
差

町
・

上
ノ

国
町

・
厚

沢
部

町
函

館
タ

ク
シ

ー
北

海
道

エ
ア

ポ
ー

ト

連
携

・
協

力

協
力

・
助

言

～
共

創
の
仕
組
み
～

連
携

・
協

力

＜
所
管
課
：
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
＞

全
体

事
業

費
1
2
,8
6
4
,9
8
5
円

補
助

金
上

限
額

9
,2
1
8
,9
9
1
円

残
額

3
,6
4
5
,9
9
4
円

※
４
者
1
,0
0
0
千
円
ず
つ
負
担

- 109 -

shuusuke.miyatsu
テキストボックス
資料4



- 110 -



海洋体験充実事業(一般社団法人北海道江差観光みらい機構補助)の概要

＜追分観光課＞

◇事業の目的
一般社団法人北海道江差観光みらい機構において事業展開している「かも

め島を活用したマリンピング事業」をより魅力的なものにブラッシュアップ
し、同機構の基幹事業として強固なものとするため、新たな海洋体験イベン
トの開催や海洋体験コンテンツを整備し、北の江の島構想の拠点となるかも
め島周辺の賑わい創出を図ることを目的とする。

◇事業概要
・事業実施主体 一般社団法人北海道江差観光みらい機構
・事業費 １，０００千円

＜企業版ふるさと納税＞
寄 付 者：株式会社アイビック
寄 付 金 額：１，０００，０００円
寄付対象事業：北前文化を伝えるまち“江差”ならではの仕事づく

り事業
江差文化体験交流づくりで仕事をつくる事業
【江差町版DMOの確立】

◇事業内容
６月３０日に開催のマリンフェスタ及び海洋体験コンテンツを充実化する

ことに対して補助するもの

企業版ふるさと納税活用事業
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芸
術
鑑
賞
事
業
「音

楽
の
ゆ
う
え
ん
ち
」

１
．
事

業
の

目
的

町
民
の
芸
術
文
化
鑑
賞
機
会
を
創
出
す
る
た
め
、
普
段
触
れ
る
こ
と
の
少
な
い
弦
楽
器
に
よ
る
音
楽
鑑
賞
会
を
開
催
し
、
児
童
な
ど
が
楽
し
く
音
楽

と
触
れ
る
環
境
の
ほ
か
、
幅
広
い
年
代
が
楽
し
め
る
公
演
を
あ
わ
せ
て
開
催
す
る
。

２
．
事

業
の

概
要

（
案

）
(
1
)
実
施
内
容

①
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
名
手
に
よ
る
映
画
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト

（
一
般
向
け
）

②
親
子
で
楽
し
む

音
楽
の
ゆ
う
え
ん
ち

（
児
童
・
園
児
向
け
）

※
２
公
演

(
2
)
実
施
時
期

１
１
月
１
２
日
及
び
１
３
日

【
①
は
1
2
日
午
後
6
時
～
8
時

②
は
1
3
日
午
前
1
0
時
～
1
2
時
の
時
間
帯
で
開
催
】

(
3
)
実
施
場
所

江
差
町
文
化
会
館

大
ホ
ー
ル

(
4
)
対

象
①
一
般
（
年
代
問
わ
ず
）

②
町
内
小
学
生
、
幼
稚
園
・
保
育
園
児

(
5
)
出

演
者

㈱
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
音
楽
事
務
所

３
．
予

算
要

求
額

８
７
６
千
円

【
内
訳
】

※
北
海
道
公
立
学
校
職
員
互
助
会
の
「
市
町
村
等
公
演
補
助
事
業
」
に
よ
る
助
成

≪
所
管
課
：
社
会
教
育
課
≫

予
算
科
⽬

⾦
額

摘
要

7
報
償
費

68
1,
00

0
出
演
料
（
旅
費
含
む
）
、
企
画
費
、
諸
経
費

11
役
務
費

30
,0
00

広
告
宣
伝
（
チ
ラ
シ
折
込
）

13
使
⽤
料
及
び
賃
借
料

16
5,
00

0
バ
ス
借
上
げ

3台
（
町
内
⼩
学
校
送
迎
対
応
）

合
計

87
6,
00

0

≪
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
の
関
連
性
≫
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北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
 
新
旧
対
照
表

 
改

 
正

 
案
 

現
 

行
 

（
広

域
連

合
の

処
理

す
る

事
務

）
 

第
４

条
 

広
域

連
合

は
、

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

５
７

年
法

律
第

８
０

号
。

以
下

「
高

齢
者

医
療

確
保

法
」

と
い

う
。

）
及

び
高

齢
者

医
療

確
保

法
に

基
づ

く
命

令

に
基

づ
き

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
が

行
う

も
の

と
さ

れ
た

後
期

高
齢

者
医

療
の

事
務

及

び
そ

れ
に

付
随

す
る

事
務

を
処

理
す

る
。

 

       
（

広
域

連
合

の
経

費
の

支
弁

の
方

法
）

 

第
1
9
条

 
（

略
）

 

２
 

前
項

第
1
号

に
規

定
す

る
関

係
市

町
村

の
負

担
金

の
額

は
、

別
表

に
よ

り
、

広
域

連
合

の

予
算

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
削

除
）

 

  

（
広

域
連

合
の

処
理

す
る

事
務

）
 

第
4
条

 
広

域
連

合
は

、
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
5
7
年

法
律

第
8
0

号
。

以
下

「
高

齢
者

医
療

確
保

法
」

と
い

う
。

）
に

規
定

す
る

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
の

事
務

の
う

ち
、

次
に

掲
げ

る
事

務
を

処
理

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
事

務
の

う
ち

別
表

第
1

に
定

め
る

事
務

に
つ

い
て

は
、

関
係

市
町

村
に

お
い

て
行

う
。

 

１
被

保
険

者
の

資
格

の
管

理
に

関
す

る
事

務
 

２
医

療
給

付
に

関
す

る
事

務
 

３
保

険
料

の
賦

課
に

関
す

る
事

務
 

４
保

健
事

業
に

関
す

る
事

務
 

５
そ

の
他

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
の

施
行

に
関

す
る

事
務

 

 

 
（

広
域

連
合

の
経

費
の

支
弁

の
方

法
）

 

第
1
9
条

 
（

略
）

 

２
 

前
項

第
1
号

に
規

定
す

る
関

係
市

町
村

の
負

担
金

の
額

は
、

別
表

第
２

に
よ

り
、

広
域

連
合

の
予

算
に

お
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

１
被

保
険

者
の

資
格

管
理

に
関

す
る

申
請

及
び

届
出

の
受

付
 

２
被

保
険

者
証

及
び

資
格

証
明

書
の

引
渡

し
 

３
被

保
険

者
証

及
び

資
格

証
明

書
の

返
還

の
受

付
 

４
医

療
給

付
に

関
す

る
申

請
及

び
届

出
の

受
付

並
び

に
証

明
書

の
引

渡
し

 

５
保

険
料

に
関

す
る

申
請

の
受

付
 

６
前

各
号

に
掲

げ
る

事
務

に
付

随
す

る
事

務
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北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
 
新
旧
対
照
表

 
改

 
正

 
案
 

現
 

行
 

別
表

（
第

1
9
条

関
係

）
 

（
略
）
 

 附
則
（
平
成

2
5
年

1
1
月

2
0
日

北
海
道
知
事
届
出
）
 

（
略
）
 

附
則
 

１
 
こ
の
規
約
は
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７

号
）
第
２
９
１
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

北
海
道
知
事
の
許
可
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

別
表

第
２

（
第

1
9
条

関
係

）
 

（
略
）
 

 附
則
（
平
成

2
5
年

1
1
月

2
0
日

北
海
道
知
事
届
出
）
 

（
略
）
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○同意第１号～第１１号関係資料
（応募届出順）

　氏　　名 　佐藤　弘志

　住　　所 　檜山郡江差町字水堀町２１０番地

　生年月日 （６７歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　畠山　克朗

　住　　所 　檜山郡江差町字中網町１３番地

　生年月日 （６３歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　山口　艶子

　住　　所 　檜山郡江差町字鰔川町１７番地

　生年月日 （６７歳、女）

　職　　業 　農業専従者

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　非該当

　氏　　名 　笠原　一雄

　住　　所 　檜山郡江差町字越前町１０２番地

　生年月日 （７２歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

同意
第3号

　平成30年から現在　新函館花卉振興会副会長

　平成30年7月から現在　農業委員

※年齢は令和６年６月１８日現在

同意
第2号

昭和27年4月26日

同意
第4号

　平成14年4月から平成30年4月まで　新函館農協理事

　平成18年7月から現在　農業委員

昭和36年3月5日

　平成27年7月から現在　農業委員

同意
第1号

昭和32年4月2日

　令和3年7月から現在　農業委員

　令和6年4月から現在　江差土地改良区理事長

昭和31年7月21日
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　氏　　名 　鈴木　朝雄

　住　　所 　檜山郡江差町字越前町１４６番地

　生年月日 （７１歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　佐藤　均

　住　　所 　檜山郡江差町字小黒部町２０番地

　生年月日 （７６歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　長尾　徹

　住　　所 　檜山郡江差町字中網町４８番地

　生年月日 （４９歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　村田　雄一

　住　　所 　檜山郡江差町字水堀町２３４番地

　生年月日 （７５歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　非該当

同意
第7号

　平成27年7月から現在　農業委員

　

昭和23年11月4日

同意
第8号

昭和50年3月29日

　平成29年10月から現在　江差土地改良区理事

　北海道指導農業士

同意
第6号

同意
第5号

　平成27年7月から現在　農業委員

　平成24年7月から現在　農業委員

昭和27年7月24日

昭和23年3月21日
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　氏　　名

　住　　所 　檜山郡江差町字鰔川町３７７番地

　生年月日 （４２歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　小笠原　裕章

　住　　所 　檜山郡江差町字水堀町３４３番地

　生年月日 （５４歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名   太田　誠

　住　　所 　檜山郡江差町字豊川町６２番地２４

　生年月日 （６５歳、男）

　職　　業 　無　職

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　非該当

○認定農業者数：8名（佐藤弘志、畠山克朗、笠原一雄、鈴木朝雄、佐藤均、長尾徹、澤口朝幸、小笠原裕章）

○農業者以外の者：1名（太田誠）

昭和57年5月26日

　北海道農業士

  澤口　朝幸

同意
第11号

  平成29年10月から令和4年9月まで江差町教育長

同意
第10号

同意
第9号

昭和33年8月29日

　平成18年7月から現在　農業委員
　平成29年10月から現在　江差土地改良区理事
　平成30年4月から現在　新函館農協理事
　北海道指導農業士

昭和45年3月9日
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